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第１章第１章第１章第１章    ICBGICBGICBGICBG プロジェクトの概要プロジェクトの概要プロジェクトの概要プロジェクトの概要    
 
下記 ICBGプロジェクト、 

第 1期（1993年～1998年）の 5プロジェクト 
• スリナム・グループ（スリナム、マダガスカル） 
• ペルー・グループ 
• コスタリカ・グループ 
• アフリカ・グループ（カメルーン、ナイジェリア） 
• ラテンアメリカ・グループ（アルゼンチン、チリ、メキシコ） 

第 2期（1998年～2003年）の 3プロジェクト 
• 東南アジア・グループ（ベトナム、ラオス） 
• メキシコ・グループ 
• パナマ・グループ 

第 3期（2003年～）の 3プロジェクト 
• 中央アジア・グループ（ウズベキスタン、キルギスタン） 
• マダガスカル・グループ 
• パナマ・グループ 

の概要を表にし、比較した。各プロジェクトの詳細は第 3期を除き、第 2章を参照されたい。 
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１．第１期１．第１期１．第１期１．第１期(1993(1993(1993(1993～～～～1998199819981998 年年年年))))    
    
I I I I 目的目的目的目的    

 Suriname 
(Suriname, Madagascar) Peru Costa Rica Africa 

(Cameroon, Nigeria) 
Latin America 

(Mexico, Chile, Argentina) 
正式名称 Biodiversity utilization in Madagascar 

and Suriname 
(1993-1998), 

Peruvian Medicinal Plant Sources of 
New Pharmaceuticals 
(1994-2000) 

Chemical prospection in a Costa Rican 
conservation area 
(1993-1998) 

Drug Development and Conservation 
of Biodiversity in West and Central 
Africa 
(1993-1998,1998-2003) 

Bioactive Agents from Dryland 
Biodiversity of Latin America 
(1993-1998,1998-2003) 

I 目的  スリナム共和国 ICBGの目標は、
“スリナム共和国及びその国民に
対して技術的にも経済的にも利益
を与えるとともに、生物多様性や持
続的な経済の発展を伴う天然物か
らの創薬プロセスを統合すること
である”この総合的な目標には、以
下の特定の目的が作成されていた。 
・ スリナム共和国における植物の
生物多様性の登録簿を作成する
こと 

・ 地域および政府レベルで生物多
様性の価値についての教育や認
識を促進すること 

・ 生物調査に対する、民族植物学の
アプローチと任意のアプローチ
を比較するためのメカニズムを
提供すること 

・ スリナム共和国の森林に居住す
る人々が働く、零細企業の発展の
支援をすること 

・ ガンやその他の人間の病気に対
する、新しい可能性のある治療剤
の発見をすること 

・ 発展途上国において他の創薬活
動のモデルとして、役立つ協力プ
ログラムの開発 

・ 独自の生物調査や薬の開発プロ
グラムを推進するために、スリナ
ム共和国の人々の能力開発を支
援すること 

・ スリナム共和国の国民に対して
指導をすること 

 ICBG-ペループロジェクトの主な
目的は、アグルナの人々と共同で行
っている経済成長を高めるととも
に、北部ペルーの生物多様性を節約
しながら、植物学的スクリーニング
に基づく新薬発見をすることであ
る。 
 
 ICBG ペルーの最初の目的は、アグ
ルナ民族の経済成長の強化による
ペルー北部の生物多様性の保護に
付随し、民族植物学の事前スクリー
ニングに基づいた新しい医薬品の
同定であった。 
 民族医薬収集では、スクリーニン
グの材料を提供するためにアグル
ナにより医薬として使用された植
物をターゲットとしていた。選別で
祖抽出物に陽性反応が見つかった
時、直接的なバイオアセイ分画を用
いて、活性化合物の抽出と特徴づけ
が行われた。 
 世界的に重大な病気や症候群ば
かりでなく、ペルーで深刻な疾患へ
と焦点が当てられた。アグルナにと
って当面、長期間重要であった薬
効、経済効果のある植物を育種する
ための最新プログラムが始められ
た。最も主要な生物グループの目録
が進行中であり、世界の高価な天然
資源の一つを保存・管理する必要性
に関し、市民の関心を高めるという
重要な目的も達成されていった。 
 

4つの主な目的: 
(a)近代的な医薬発見プロセスに昆
虫と他の arthropodsを広める 
(b)プロ及び助手の研究者の連携し
た育成 ⅰ)熱帯のエコロジー、体系
的化学的なエコロジーと昆虫化学、
ⅱ)フィールドでサンプルの選択と
処理のプロセスをいかにして行う
かという方法、ⅲ)実験のカウンター
パートにどのようにに伝えるか、同
時に、バイオ調査研究能力を拡大
し、コスタリカの科学的技術的発展
に貢献する。 
(c)種に関する地域の目録と博物学
を通して、ACGで生物多様性の保護
のために有用な知識を生み出す 
(d)国家の保護努力と地域の経済発
展に貢献する 
 
また、現代の生物調査は、二つの社
会経済上の融合を試みようとして
いる。 
(a)継続的な使用を通した荒野の生
物多様性の保護、 
(b)薬品についての指導をするため
の技術的かつ伝統的な調査活動を
伴う、資源国及び地域社会の科学
的、社会経済的な発展。 
 

主な目的 
効率的かつ建設的な資源管理の発
展と実行、そして薬草がもたらすキ
ーファクターの詳細な理解に基づ
く保護計画 
 
目的: 
・ 伝統的な薬品で用いられた種源
の定着及び維持をすること 

・ 生物学的活動のために植物サン
プルの化学的な分析やテストを
行い、採集すること 

・ 人間の病気処置のために鉛化化
合物の識別をすること－寄生性
や菌性、ウィルス性や日和見感
染症、そして AIDS 

・ 熱帯林生態学的ダイナミクスの
長期評価のために研究構想を構
築、維持させること 

・ ホスト国や研究地域における主
要な種の生態価値評価を行うこ
と 

・ 薬品開発、植物生態学、分類学、
化学、生物学、サイトメディシ
ン、生物技術学、情報科学、知
的所有権、経済価値評価、そし
て地域社会開発のさまざまな面
で参加している先進国からの科
学者や技術者をトレーニングす
ること 

 

- アルゼンチン、チリとメキシコで
乾燥及び半乾燥した生態系植物
から、医薬と穀物を保護する要因
を発見し開発する 

- 植物が集められる地域で経済成長
を促進する。そのために、可能な
あらゆる地元住民を対象として、
植物の使用についての伝統的知
識を集めて、そして教育プログラ
ムを通して、生物資源を節約する
ために働く。 
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II II II II 推進体制推進体制推進体制推進体制    
 Suriname 

(Suriname, Madagascar) 
Peru Costa Rica Africa 

(Cameroon, Nigeria) 
Latin America 

(Mexico, Chile, Argentina) 
II-(1) 米国政府

の担当機関 （研

究助成金の拠

出） 

･国立衛生研究所（NIH）の Fogarty International Centre（全体取りまとめ、担当官：Dr. J.P. Rosenthal） 

・国家科学財団（National Science Foundation, NSF） 

・米国国際開発庁（US Agency for International Development, USAID） 

II-(2) 主管研究

者と大学等 
・Dr. D.G. I. Kingston 
Virginia Polytechnic Institute and 
State University (VPISU) 

・Dr. W.H. Lewis 
Washington University, St. Louis 
(WU) 

・Dr. J. Meinwald 
Cornell University (CU) 

・Dr.B.G. Schuster 
Walter Reed Army Institute of 
Research (WRAIR) 

・Dr. B. N. Timmermann 
University of Arizona 

II-(3) 米国側の

企業 
①Bristol-Meyers Squibb 
Pharmaceutical Research Institute 
(BMS) 
②DowElanco Agrosciences 
(1998-2002) 
③Virginia Tech (1998-2002) 

・GD Searle/Monsanto Co., St. Louis ①Bristol-Meyers Squibb 
Pharmaceutical Research Institute 
(BMS) 
②Walter Reed Army Institute of 
Research (WRAIR) 
③National Cancer Institute (NCI) 

 ①American Cynamid's Wyeth-Ayerst 
Research Laboratories 
②American Cyanamid Co. (name 
changed to American Home Product 
Corporation) (APH) 

II-(4) 米国側の

協力機関 
①Conservation International (CI) 
②Missouri Botanical Garden (MBG) 

  ①Smithsonian Institution Center for 
Tropical Forest Science (CTFS) 
②Smithsonian Institution Man and 
the Biosphere Program (SI-MAB) 
③Bioresources Development and 
Conservation Programme (BDCP) 
④School of Pharmacy, University of 
Pittsburgh, PA 
⑤Division of Nuclear Medicine, 
University of Minnesota, MN 
⑥Haskin Laboratories, Pace 
University, NY 
⑦College of Veterinary Medicine, 
University of Georgia, Athens, GA 
⑧School of Pharmacy, University of 
Utah 
⑨Southern Research Institute, 
Alabama 
⑩School of Medicine, University of 
Miami 
⑪MDS-Panlabs/Theta laboratories, 
WA 
⑫Dept. of Biological Sciences, 
Florida State University 
⑬Tuberculosis Antimicrobial 
Acquisition and Coordinating Facility 
(TAACF) 
⑭National Institute of Allergy and 
Infectious Disease (NAID) 

・GWL Hansen's Disease Center of 
Louisiana State University (GWLC) 
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II-(5) 現地側で

の協力機関およ

び企業 

①Bedrijf Geneesmiddelen 
Voorziening Suriname (BGVS) 
②Conservation International 
Suriname (CI-Suriname) 
③Centre National d’Application et 
des Recherches Pharmaceutiques, 
Madgascar (1998-2002) 

①Museo de Historia Natural, 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima (San Marcos National 
University of Peru) (USM) 
②Universidad Peruano Cayetano 
Heredia (Peruvian Cayetano Heredia 
University) (UPCH) 
③Confederación de Nacionalidades 
Amzónicas del Perú, Lima 
(Confederation of Amazonian 
Nationalities of Peru (CONAP) 

①Area de Conservación Guanacaste 
(Guanacaste Conservation Area) 
(ACG) 
②National Biodiversity Institute of 
Costa Rica (INBio) 
③University of Costa Rica (UCR) 

①Korup National Park, Cameroon 
②University of Dschnag, Cameroon 
③University of Buea, Cameroon 
④Institute of Agriculture Research,  
Cameroon 
⑤University of Centre for Health 
Sciences, Cameroon 
⑥Cross River National Park, 
Okwangwo, Nigeria 
⑦University of Nigeria, Nsukka 
⑧International Center for Drug 
Ethnomedicine 

①Universidad Nacional Autonoma 
de Mexico (National Autonomous 
University of Mexico) (UNAM) 
②Pontificia Universidad Catolica de 
Chile, Santiago, Chile (Catholic 
University of Chile) (PUC) 
③Instituto de Recursos Biologicos, 
Bueos Aires, Argentina (National 
Institute of Agricultural Technology 
and Biotic Resources), Argentina 
(INTA) 
④Universidad Nacional de la 
Patagonia , Argentina  
⑤Centro Nacional Patagonicoo, 
Chubut, Argentina (CENPAT) 

    ⑨College of Medicine, University of 
Ibadan, Nigeria 
⑩School of Pharmacy, University of 
Jos, Nigeria 
⑪African Scientific Cooperation on 
Phytomedicine and Aromatic Plants 
(ASCOPAP) 

⑥Universidad Nacional Autonoma 
de Mexico, Mexico 
 
<collaborating conservation 
organization> 
Mexico-①Mexican Comision 
Nacional para el Conocimiento y Uso 
de lad Biodiversidad (CONABIO), 
②Proyectos Productivos en Regiones 
Indigeneas of the Instituto Nacional 
Indigenista (INI) and ③Programas 
de Dearrollo Regional Sustentable of 
the Secretaria de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP)  
Chile-①Corporacion Nacional del 
Medio Ambiente (CONAMA), ②
Corporacion Nacional Forestal 
(CONAF), ③Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA) 
and ④Comite Nacional Pro Defensa 
de la Fauna y Flora (CODEFF) 

II-(6) 研究目標 ･創薬 ・創薬 ・創薬 ・マラリア等の抗原虫医薬 ・医薬・農薬・動物薬 

II-(7) 対象生物 ・伝承的医用植物(rainforest flora) ・伝承的医用植物(rainforest flora) ・昆虫 ・伝承的医用植物(rainforest plants) ・砂漠性植物（乾燥半乾燥植物、
菌類） 
 1998 年に始められた第 2 段階
は、新しい薬の発見可能性がある
内生微生物の研究を加える予定で
ある。 
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II-(8) 抽出、分析
などの作業分担 

・抽出は現地の医薬企業。 
・分析は上記の米国の大学と企業
(BMS)。 
 
 
1998-2002  
AP-1 Botany and Systematics (MBG) 
AP-2 Ethnobotany, Conservation and 
Development (CI) 
AP-3 Ethnobotany, Sample 
Processing & Phytomedicine 
Development (Centre National 
d’Application et des Recherches 
Pharmaceutiques, Madgascar) 
AP-4 Sample Processing and 
Antimicorbial Drug Discovery 
(BGVS) 
AP-5 Drug Discovery from 
Surinamese and Madagascna Plants 
(BMS) 
AP-6 Natural Product as 
Agrochemical Agents (DowElanco 
Agrosciences) 
AP-7 Rain Forest Natural Products as 
Anticancer and Other Agents 
(Virginia Tech) 
 

・抽出は現地の大学が担当。 
・分析は現地、および上記の米国
の大学と企業で行う。 
 
AP-1 Plant Ethnomedicine (WU) 
AP-2 Biotic Inventories and 
Conservation (USM) 
AP-3 Medically Significant Plants in 
the Tropics (UPCH) 
AP-4 Phtochemsitry (CONAP) 
 

・抽出は現地側（INBio, ACG）。 
・分析は上記の米国の大学と企業
(Cornell Univ. BMS)。 
 
AP1-Ecology, Systematics, 
Bioprospecting & Training (Indio, 
(ACG, UCR), collecting, inventory 
processing, developing infrastructure 
to screen, charactering compounds 
AP2-Chemistry and Chemical 
Ecology (CU), administration, 
supplying expertise in chemistry 
AP3-Drug Discovery and 
Development (BMS), screening 
 

－他の ICBG プロジェクトと異な
り、この ICBGは親組織(WRAIR)
に、医薬開発専門知識と資金を持
っている。 －このようにして、科
学者のコンソーシアムが、主要な
植物の発見と商品化前の分離され
た植物から活性分子の開発の両方
をする目的で設立された。 
（別紙参照） 
 
1998-2002 
AP-1 Biodiversity Inventory and 
Monitoring, Conservation and 
Training (CTFS) 
AP-2 Phytochemistry and 
Africa-based Bioassays, and 
Phytomedicine Development 
(University of Dschnag, Cameroon) 
AP-3 Antimalaria Drug Discovery 
and Development (WRAIR) 
AP-4 Antiparasitic Drug Discovery 
and Development (WRAIR) 
AP-5 Ethnobiology, Socio-Economic 
Value Assessment and Community 
Based Conservation Projects (BDCP) 
AP-6 Non-Parasitic Drug Discovery 
and Development (WRAIR)  

AP-1 located in each of the foreign 
institutions including Argentina, Shile 
and Mexico 
AP-2 based at the Univ. of Arizona 
AP-3 based at the Univ. of Arizona 
（別紙参照） 
 
1998-2002 
AP-1 Inventory, Ethnobotany and 
Conservation (Univ. of Arizona, 
INIA, PUC, UNAM) 
AP-2 Drug Discovery (Univ. of 
Arizona) 
AP-3 Information Management, 
Dissemination, and Related Training 
(Univ. of Arizona) 
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IIIIIIIIIIII    契約形態契約形態契約形態契約形態    
 Suriname 

(Suriname, Madagascar) Peru Costa Rica Africa 
(Cameroon, Nigeria) 

Latin America 
(Mexico, Chile, Argentina) 

III-(1) 
基本契
約の名
称 

Research Agreement Collaborative Agreement Consortium Contractual Agreement   

III-(2) 
基本契
約の形
式 

dual contract “wheel-triangle” relationships  
（他の人から有効性についての確認
が非常に重要であることを含む、バ
イオ材料を使用のすべての局面に関
して、詳細かつ主要な民族医学的情
報を得ること。 最後に、固有あるい
はその他の人々の持つ貴重な知識を
共有するためには、協定を結ばなく
てはならない。) 
 
1.許可オプションと許可オプション
改正協定-WU vis a vis Searle 
 
2. 生物学的採取協定 – 2つの大学 
Lima vis-à-vis the アグルナ people 
 
3. ノウハウ許可協定 – Searle vìs-a- 
vìs  the アグルナ people 
 
4. Museo de Historia Natural, 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (USM) 協定– USM vìs-a- vìs 
WU 
 
5. Universidad Peruana Cayetano 
Heredia 
 Agreement (UPCH) – UPCH vìs-a-vìs 
WU 

“wheel-triangle” relationships  
それぞれの実体との別の協定を結ぶこ

と。 
 
国家保護地域からのサンプリングと
共同研究からの利益共有に関する
INBIO-MINAE 協定－1992 年に署名
され、1997年に改正。 
 
INBio-コーネル大学 協力協定 
1991年に調印され、INBioとコーネ
ル大学の間の、過去と将来にわたる
協業を含む。生物学的資料が INBio
にあるときも、コーネルと産業パー
トナーの活動を援護する。. 
 
INBio-コスタリカ大学, 1991 年に初
めて協力協定が結ばれ、1996年に改
正され、バイオアセイの開発と生化
学的追跡などの共同研究活動におい
て、相互利益を規定した。 

ICBGのために、知的財産権の保
護、利益配分、事業計画などあらゆ
る条件を明記した覚書。 
INBio-BMS-コーネル研究財団、共同
研究協定は、議論と改正の後に 1996
年に署名された。 
<BMS> 
(1) INBio がバイオアセイの評価の

ために、BMS に昆虫サンプル
を提供する。 

(2) INBio-MINAE 協定で明記され
ているように、INBioと SINAC 
のアドミニストレーションコ
ストの一部を負担するために、
BMSによる直接的な貢献。 

dual contract contract wheel 
 8 つの組織のニーズを 1 つの協定
の中に統合することは、実行可能で
はなかった。アリゾナ大学とチリ及
びアルゼンチンの研究機関は急がれ
るが、 
--アリゾナ大学と UNAM、UNAMと
新たに形成される CONABIO-2年 
--UNAM 形式に従う 
--メキシコ当局と交渉されたポイン
ト 
--メキシコで集められた植物の試験
材料を提供する必要条件は、問題が
あった。(標準的な植生条件のもとで
の見本と植物に関するいかなる情報
も交換することに合意したことによ
り、軽減された) 
 アリゾナ大学は、それぞれの協力
者協定の下請けとして、政府機関か
ら主要なコントラクターに指名され
た。 



 

 

- 228 - 

 

(3) BMS は、この研究協力からも
たらされる将来的な商業化に
よるいかなる利益も、INBio に
配分することに合意した。 

その他: サンプルの採取と処理、サ
ンプルを排他的とする条件、成果の
出版、BMSの施設で INBioによって
選ばれた化学者あるいは生物学者を
毎年 6 週間訓練するための作業計
画。 
BMSは INBioに実験装置と他の施設
を寄付した。 
<コーネル大学> 
 エコロジー的な手がかりとして興
味のある化学的特性と選別された天
然物の生成についてすることに同意
した。 

III-(3) 
契約締
結にか
かった
時間 

－ － － － 2年 

III-(4) 
契約の
主な条
項 

良いが不完全。 補償 
ICBG プロジェクトの期間中、年間
の収集費用とノウハウフィーはアグ
ルナに提供されている。 
*再採取の支払いは、交渉される。 
*ノウハウフィーは、ICBG補助金の
終了後も、抽出などの研究が続く限
り、アグルナに支払われ続けるであ
ろう。 
*途中支払いは、個々の商業化製品に
ついての特別な研究開発段階に ア
グルナの人々に行われるであろう。 
*商業化製品が一般の使用となった
とき、純販売に基づくロイヤルティ
は、支払われるであろう。大学によ
る活動と発見が重要であるとみなさ
れるとき、ロイヤルティ比率の引き
上げが条項に盛り込まれる。(通常、
3 つの大学と共同で行っているアグ
ルナの人々の間で平等に分配され、
ロイヤルティ収入の 75％程度がペ

- 条件と共有された利益は、INBio
が他のパートナーと一緒に使う
ように、同じ分配プロセスで行わ
れた。 

- 保護地域、保護管理活動、地域社
会開発を支援する収入を生み出
して、 INBio の必要に直接的な
貢献を提供する。 

- ロイヤルティ（他の産業先例に基
づいて交渉される） 

- 処理技術の移転 
- 将来の利益分配 
- いかなるユーザーも、ICBGのサ
ンプルから特許取得可能な化合
物を開発してもよい。 

 

 定義された相互協定：アリゾナ大学
とその協力者の作業義務の範囲、許
可と事前合意を得るための責任、デ
ータの収集と保存、発見の所有権、
機密性、資金支援、バイオアセイ・
スクリーニング、報告、採取地域に
おける持続可能な植物利用への義
務、参加している組織へのロイヤル
ティの分配 
 
- 商業パートナーとの通常の許可条
件とロイヤルティ分配のための契
約合意と適切な保護プログラムを
一緒にする。 
--AHPは本質的に12台の高性能コ
ンピュータでの支払いを提供し
た。 

 
 
* AHPは１年の排他的な選択権を持
っている。 
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ルーに支払われる。) 

III-(4)-1 
契約の
長所 

 決められたロイヤルティの支払い
が、提供された抽出物のタイプ(より
高い実質レート)や発見された医薬
化合物の性質（低いロイヤルティ）
により、実際に支払う準備を提供す
る。 
-部族の治療者が特許の発明者ある
いは特許の共同発明者であり得るこ
とを認識する。 

 これらの協定のなかでいくつかの
重要点を記述する。 
 地元民の権利を尊重し研究団体
は、はっきりとアグルナ民族による
薬効植物の知識（ノウハウ）につい
ての所有権を認め、かれらの知識は
文化遺産であると表し、それらは現
在ばかりでなく将来人々に役立つよ
う賢明に、責任をもって利用された。 
 薬効植物についての情報は、イン
フォームドコンセントや信用を得て
自発的に受け入れられた。そのよう
なデータは生物学的、科学的実験に
従って価値が証明されるべきであ
り、本来の知識の所有やそれに続く
研究は、適切な特許のファイリング
により保護されるであろう。これら
の特許は考案者であるアグルナに関
わってくるであろう。 
 協定の一部でアグルナは、具体的
な形のある資源という面から、所有
権とペルーの歴史的遺産を認めた。 

  個別の協力者に特定の関心を払い、
そして協定を前へ動かすための能力
が、決まった場所にあった。 全体的
に、共有された哲学は、我々が経験
を積むに連れて、柔軟であり、協定
を調整することができるようにし
た。 
- 機密性 
機密性の高い書類は、本質的に必
要なとき使用された(個々の国で
の種の名前や場所などのデータベ
ースへのアクセスは、アリゾナ大
学に限定されていた) 

- 機密性と公表の間の対立 
1)ホスト国からの植物に関する生
化学的データは、情報源国の同意
によって公表されることに同意し
た。 
2)アリゾナ大学が、公表を再検討
するために、準備された提出され
た原稿に基づく暫定的な特許出願
書をファイルするシステム(暫定
的な特許出願書が、公開されるま
でに最大 1 年間、可能な限り遅く
提出される。アカデミー会員が結
果を発表する必要がある間、コマ
ーシャルパートナーは財産権を守
る必要がある。) 

III-(4)-2 
契約の
画期的
な点 

スリナムの森林部族資金の形成スリナムの森林部族資金の形成スリナムの森林部族資金の形成スリナムの森林部族資金の形成 
（創薬による前払い報酬と未来のロ
イヤルティは、スリナム固有の及び
Maroon コミュニティーに支払われ
るメカニズム） 

z アグルナの人々による薬草の知
識(ノウハウ)の所有が明らかに認
められるコミュニティーへの権
利に関して 

z 生化学実験により価値があると
証明されるようなデータ（知識）、
伝統的知識財産、そのような研究
は、適切な特許取得により保護さ
れるであろう。 これらの特許は、
最小限、発明への貢献者としての
アグルナの人々を認識できると
き、 発明者として個別のアグル

  1998-2003 
鮮烈な新しさ：endophytic 微生物が
含まれ、限定された材料が、植物エ
キスとして分析のために AHP に送
られる。 大量に繁殖する植物は、資
源国に説明せずに採取できる。（ただ
し、微生物には馴染まない) 
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ナの人々を含むであろう。 
z 協定の一部として、アグルナの
人々は、ペルー国家の明白な資源
に関して、所有権と世襲財産を認
める。すなわち、遺伝資源は、科
学的な目的のためにペルーで研
究者によって集められる。 しか
しながら特定の目的のために得
られた生物学的な収集物は、彼ら
が所有権を手放さないならば、ア
グアルナの所有のままである。 

z 指定された地域での採取活動は、
原住民が危険にさらされること
なく、そのような薬草の提供、あ
るいはアクセスしやすさを保証
した。 

z 植林のプログラムは、すでに採取
された薬草やその他の植物を保
護し、人々のために持続可能な資
源を提供するために始められる
であろう。 

III-(5)-1 
契約の
短所 

-セキュリティの問題があるため、抽
出物のための複雑なコーディング
の整理(研究の妨げ) 

- BMSによる発 に関する支払い 
件が弱い 

-  前補償の条件が �い 
し し最後の 2つは、Forest Fund
によって取り組まれる。 

   (1) すべての協定が他のものと一 
していることを為実にする必要 

(2) アメリカにとって 利？ 
-  国の知 財産法に基づく、伝統
的 許認可 件、契 協定 

-  国は、 に医薬 野では開発さ
れた特許システムを持っており、
発明が米国において最初とされ、
許認可が、この協定の適用を受け
ることになる。 

III-(5)-2 
契約の
問題点 

(1) いかなる組織 も、事 に交渉
 れていなかった。 

(2) 組織が非常に異なった 地から
集まってきた。 

(3) 非常に複雑な作業；部族の治療
者が、伝染病を治す植物という
仮説に対して、どのように 適正
なロイヤルティを見出すのか。
抗がん剤が、それから分離され、
一方で化学合成物質から、新し
い抗がん剤が発見されたケース

目標を定義する困難さ 
- 誰の知識であるか？ 個別の情報
か？ コミュニティー、地域、種族
の一般的知識は、情報提供者の家
族にあるいは同じように教育され
た個人に限定されるのか。 

生物学的材料が個別の土地所有者に
属するのか？ それはコミュニティ
ーあるいは部族の財産であるのか？ 

  保護と持続可能な農業プログラムを
意図した補償を定義することの困難
さ。 アリゾナからその国のためのプ
ライオリティを判断するという最初
の試みがつまずいた。 そのために、
ICBG がプロジェクトの不可欠な部
分として、これらの保護と 持続可能
な農業問題の研究のために提供する
方法として、実際の計画と実行は、
収集した国から ICBG 関係者を通し
てである。 
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である。 
(4) NIH が署名した協定が実施され
なければならなかった締め切り
期限を明記していたときから、
協定を進める実際のプレッシャ
ー 

III-(6) 
今後の
課題 

(1) 少なくとも６カ月が、類似の複
雑さのために、協定準備期間と
して割り当てられる(グループ
メンバーの間の異なった展望) 

(2) 初期の段階でそれらの議論が
できる適切な政府代表者を取
り込みなさい。 

製薬パートナーによって、前払いや
出来高払いへの若干の準備が、研究
協定に盛り込まれるべきである。 

 法律上の代表が、これらの協定に
導く交渉の不可欠な構成要素であ
る。 
 すべての関連した組織が、交渉で
意見を述べ最終的に満足する必要が
あり、事前同意、知的財産、補償、
承認等々の決定に同意する。 

 法律上の代表が、これらの協定に
導く交渉の不可欠な構成要素であ
る。  
 すべての関連した組織が、交渉で
意見を述べ最終的に満足する必要が
あり、事前同意、知的財産、補償、
承認等々の決定に同意する。 

 法律上の代表が、これらの協定に
導く交渉の不可欠な構成要素であ
る。  
 すべての関連した組織が、交渉で
意見を述べ最終的に満足する必要が
あり、事前同意、知的財産、補償、
承認等々の決定に同意する。 

 

III-(7) 
その他
の契約
関連事
項 

サンプルのコーディング 
 若干のリーダーが、抽出物の同定
に関して情報が分散しないようにす
る抽出物のコーディングは、抽出物
が「hit」したと同定されたときだけ、
明らかにされる。 これは双方の信頼
と尊重を代替するものである。医薬
発見を効率的にするために、コーデ
ィングプロセスが障害となる若干の
局面であると判明した。 
 さらに、コーディングプロセスは、
BMS と VPISU の双方に、効率的な
医薬発見に障害であると判明した。 
これらの理由のために、新しいプロ
トコルが作成された。植物名がグル
ープリーダーに抽出物と共に提供さ
れ、すぐに産業パートナーが、活性
抽出物のアイデンティフィケーショ
ンのために利用できる。 

物質移転協定、あるいはスクリーニ
ング協定が、専門的な利害関係のあ
る多くの研究機関で確立された。 
(1) WU医科大学、ダニエル・ゴー
ルドバーグ：antimalarialスクリ
ーニング 

(2) Tufts大学、Saul Tzipori: 
anticryptosporidiumスクリーニン
グ 

(3) Palo Alto医学財団、Fausto 
Araujo：antitoxoplasmaスクリー
ニング 

(4) ルイジアナ州立大学、Scott 
Franzblau ：機能性
antituberculosisスクリーニング 

(5) コロラド州立大学、Michael 
McNeil；機械学的
antitbuberculosisスクリーニング 

(6) 国立癌研究所、Gordon Cragg, 
David Newman; antitumorスクリ
ーニング 

- INBioと WRAISの間で、動物学
的スクリーニングとバイオアセ
イからのデータのために、昆虫材
料の移転を容易にする目的で、
1996年に署名された文書。 

- 1993 年に署名された前の共同研
究協定に基づく INBio と国立癌
研究所（NCI）の間の物質移転協
定 

 1998-2003 
困難さ：APH Ｍ＆Ａのために、プロ
セスに時間が掛かった 
 
 1998-2003 年間の新しい取り決め
は、American Home Products 
Corporation と共に実施するという
最も複雑な自体に遭遇した。 
 1993 年から 1998 年の間、合併と
買収の波が、医薬や農業ビジネス界
を襲った。 
 1993 年、我々の商業パートナーは
American Cyanamid Corporation(AC)
であった。 
 しかしながら 1995 年、AC は
American Home Products 
Corporation によって買収され、
ICBG の異なる経営で着手されるた
め、第二段階として新しい交渉が必
要となった。 
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IVIVIVIV    成果成果成果成果    
 Suriname 

(Suriname, Madagascar) Peru Costa Rica Africa 
(Cameroon, Nigeria) 

Latin America 
(Mexico, Chile, Argentina) 

IV-(1) 新
薬発見の
努力 

  ペルー北部の Aguarunaの人々、
3つの研究大学、G.D.サール企業間
で確立された共同協定の結果、ペル
ーの ICBGプロジェクトは、様々な
病気や症候群に関連し Aguaruna
薬を元にした植物をターゲットに
研究を開始した。 
 
 例えばマラリア、原生動物類、リ
ーシュマニア、下痢に対する特定生
物のスクリーニングの結果、
Aguarunas が利用している薬用植
物をターゲットとした植物体内に
は顕著な抑制作用があることが明
らかになった。 
 
 特に結核をターゲットにしてい
たわけではないが、生体内の結核抑
制作用もある薬用植物があること
も明らかになった。制癌、心血管、
抗糖尿病の抗炎症の選別スクリー
ニングを目的として全ての抽出物
は毒性分析が行われた。活性があっ
たものは細分化され、有効な化合物
の化学的性質の同定が行われた。 

(1) INBio、コスタリカでの他の機
関、SINAC における、昆虫の
バイオ調査研究での困難： 
(a)フィールドで簡単かつ確実
に昆虫を同定することの困難
さ 
(b)化学的な抽出とアセイのた
めに昆虫の大量のサンプルを
集めることと、熱帯地域から北
部の研究施設までの距離の伴
う不確実性 
(c)熱帯状況の下の昆虫生物学
について無知であったこと 
(d)プロの昆虫学者は、今まで
製薬会社と熱帯の植物学者と
植物園の共同作業に係わった
ことがなかった。 

(2) コスタリカ人と国際的な科学
者と parascientistsによって、野
生熱帯昆虫の taxonomicの国家
レベルと博物学的理解を補完
する。 

(3) ACG と INBio 内の研究管理が
成熟するに伴い、国家の法律と
規則の連携が、多様な生物の目
録作成やバイオ調査研究のた
めのロジスティックと法的枠
組みを提供した。 

 我々の ICBGチームは、注意を払
ってデザインされた民族医薬学調
査、続いて植物候補の化学および生
物学の紹介、そして最後に優先され
たリストの高度な選別を生み出す
ために、文献や化学分類学的な評価
からの情報に基づく結果を統合す
るという、改良されたアプローチを
開発した。 
 
 この方法は、新たな抗マラリアや
抗リーシュマニア症、そして抗ウィ
ルス薬品のための研究において制
限付きのスケールでテストされた。
それぞれの場合において、相互関係
にある要素は 85％以上に上がった。 
 
 プログラムの薬品開発成分にお
いて強調すべきことは、最も広範囲
な可能性を有し、利用可能である
様々な植物資源を通して、新たな治
療鉛化物を識別することである。顕
著な生物活性が見られる化合物は、
NIH あるいは製薬会社と共に結ん
だ協定を通じて、関連した薬品開発
プログラムからの助力と共に共同
開発された。 

 分類学的に同定されてきた市場で
サンプリングした植物種の生物検
定法（バイオアセイ）の結果は、文
化的な慣習や価値があるとされる
植物ばかりでなく、野生種由来植物
の生物活性を比較するのに役立っ
た。 
 
 植物の事実を示す標準的な植物
標本集が作成され、もし必要である
ならば証拠の植物が入手されたか
もしれない。通常の生息地や民族植
物学的なデータがまた収集された。 
 
 収集データにおいて各植物種に
対する情報一式が記録され、BIOD
データベースに組み込まれた。植物
標本集上の植物は、分類学者による
分類のため、また世界で主要な植物
園（米国国際薬草園、ニューヨーク
植物園、ミズーリ植物園、英国のキ
ュー国立植物園）ばかりでなく参加
国の植物園（チリ、アルゼンチン、
メキシコ、アリゾナなど）に対する
日常業務の分配のために用意され
た。 
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IV-(2) 新
薬発見の
結果 

 主要な新薬発見は、まだこれから
であるか、あるいは薬の手がかりさ
え見つけることは、まだこれからで
ある。しかし 
- スリナムの植物相に新たに 19 種
と 1つの完全に新しい種を追加し
た。 

- MBG と CI による植物コレクシ
ョンは、バイオアセイのために
5,000 以上の抽出物を提供した。
そして VPISU におけるこれらの
抽出物の研究が、細胞毒素の要素
として 
活性アルカロイド、terpenoids、 
polyketidesの分離をもたらした。 

 抗 HIV スクリーニングに関する
国際ガン学会に提出された、準備段
階で使用した植物において、Balick
は無作為に収集した植物には、6%
の活性が認められ、一方薬草治療家
によって民族植物学的に選択され
た“有能な植物”では 25%の活性が
認められ、4倍も確立が高いことを
発見した。 
 
 コンピュータプログラムによっ
て任意に選択された 14 種のネガテ
ィブコントロールでは、 
 全てマラリア以外の様々な病気
を治療するための経口抗原として
利用された。阻害率は 20μg/ml で
3～98%であり、有意差は 54.86±
9.87%であった。違いは大きく(非対
称 t-テスト、不等バランスが
p=0.017)、このようにランダムに収
集された植物と比較して、さらに実
験を行った結果より、特異的な病気
を治療するために原住民に利用さ
れる植物をターゲットとするとメ
リットが確認できた。 

- BMSは、進行中の化合物で興味の
あるものをもたらさなかった。
INBio プログラムは、コスタリカに
おける抗バクテリアと antimalarial
スクリーンにより、現在いくつかの
手がかりを発見した。 
- ICBGで集められた 1,800の昆虫サ
ンプルと食用植物 250種についての
重要な情報。 
--鱗翅目の昆虫（ 47％）、甲虫
（15％）、膜翅目（12%） 
植物データベースの構築と ACG 植
物の特徴をデジタル写真として取
り込むコンピュータの導入、そして
それぞれの植物について、ホームペ
ージを作成した。 
--彼らがサンプルを集めるか、ある
いは生物学的な若干の観察をする
必要があるとき、利用者のために都
合が良い生きている野生植物を、す
べての利用者ための標準的手続き
を開発する 
--生物学者として登録された経験豊
かな専門家と助手チームを作る 

 新薬発見の対象は、マラリア、リ
ーシュマニア症、 rypanosomiasis、 
trichomonas、日和見感染症、エイズ
と他のウィルス感染であり、それら
への治療の可能性について、多くの
手がかりとなる化合物をもたらし
た。 
 いくつかの化合物については、化
学的な修正を通して最適化されて
いる。 

 生物検定法（バイオアセイ）によ
る研究結果では、常に単一の、活性
化合物を生成してきた訳ではない。
抽出材料の活性はいくつかの異な
る化学物質によって引き起こされ
るのかもしれない。 
 
 我々のプロポリスの研究は、その
ようなケースを実証している（プロ
ポリスとはミツバチによって収集
され、変えられる植物滲出物であ
る）。我々は多数の抗菌物質を単離
したが、そのうち 3 つは新奇の
lignanas であった。 
 
 他のケースにおいて、その活性
は、Azorella madreporica の場合お
いて、その抗結核活性が新奇炭素骨
格のジテルペノイドの存在による
ことと同じように、一つの特異的な
成分に起因していた。 

IV-(3) 備
考 

この自然環境からプロジェクトの
遅れはほとんど避けられず、そして
それ相応に予算を設計する 
- 予算の交渉に６カ月を要した 
- 許可発行と BGVSを装備に 1年間
を要し、化学的研究を遅らせた 

 
 プログラムで新薬発見へのアプ
ローチは改善され、そして次の 5年
間に、スリナムでの活動を続けると
ともに、マダガスカルに拡大する。 
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V V V V アクセスと利益配分の方式アクセスと利益配分の方式アクセスと利益配分の方式アクセスと利益配分の方式    
VVVV----(1) (1) (1) (1) アクセスに関してアクセスに関してアクセスに関してアクセスに関して    

 Suriname 
(Suriname, Madagascar) Peru Costa Rica Africa 

(Cameroon, Nigeria) 
Latin America 

(Mexico, Chile, Argentina) 
V-(1)-1 アク
セスの契約
方法 

署名合意文書 
Granman（17,000Maroons 以上の代
理を務めている最高責任者）と CI
スタッフの間の(決意書) 
- Granamnが、Saramakaの人々との
共同の民族植物学研究を始める
ために、CIに許可を与えた。 

- Saramaka Maroonsと CI間の進行
中にある関係のために財団を設
立した。 

 

－  保護地域で発見された生物資源
の利用は、政府許可システムによっ
て規制される 
 
 野生の土地にある資源にアクセ
スすることを望むすべての研究者
は、研究が実行されるであろう保護
地域から、まず当局の認可を得なく
てはならない。 許可を得るために
研究者は、環境エネルギー省
（MINAE）の General Bureau of 
Wildlifeに対して、保護地域の承認
と共に、完成された研究登録用紙を
提出する。 

 署名合意文書 
 趣意書は、プロジェクトの目的と
ロイヤルティの利益配分が明記さ
れ、ICBGプロジェクトに関する出
版物のコピーとアリゾナ大学と資
源国の協力機関との合意文書のコ
ピーに裏付けられて、作成される。 

V-(1)-2 政府
機関 

Paramaribo(パラマリボ)の国家政府 － 環境エネルギー省（MINAE）の
General Bureau of Wildlife局 
（今回は INBio-MINAE協力の枠組
みの中で認められた） 

 Mexico-Instituto Nacional de Ecologia 
(of the Secretaria de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, 
SEMARNAP) 
Argentina-Direccion de Parques 
Nacionales, the Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustetable and 
from local authorities in each 
provincial state of collection 
Chile-Corporacion Nacional del 
Medio Ambiente (CONAMA), 
Corporacion Nacional Forestal 
(CONAF) and Servicio Agricola 
Ganadero (SAG) 

V-(1)-3 地方
機関 

 採取地域の森に住む森林民族
（CBD では政府から許可を必要と
するだけであるが、それがなければ
実際動かない）森に住む人々から許
可を受け取る必要がある 

－ 研究が実施される保護地域   合意は、収集がされるであろう土
地所有者、Municipio 代表あるいは
同等の権威機関において作成され、
ある場合には、資源国の地元の
NGO と地方政府により作り直され
る。 薬草の一般的遺産を考慮に入
れて、我々は伝統的な薬専門家より
むしろ、組織との作業関係を確立し
た。 
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V-(1)-4 問題
点 

 まだ調査されておらず、そして多
くの種を持つと思われている多く
の場所を訪問することは出来ない。 
なぜならば: 
(1) 予算上の問題 
(2) スリナム政府は、医薬発見のた
めだけに採取許可を与えたが、
花目録作成のためではない。 

 
以下の理由により時間が掛かる:  
スリナム政府高官の自覚を促すた
めに、生物資源調査の失敗に係わる
国家政策の欠如 

 Yamayakat と Wachapea コミ
ュニティーには森林破壊が激しい
ため、約 3ha に種子が植えられ、
苗木を繁殖させるため小さな森林
の苗床が作られた。 Japaime 
Escuela コミュニティーでは、
cedrelaやmahoganyの苗木が地元
委員会のメンバーにより15haに渡
って植えられた。 
これらの農場は 5 年間で植物を

適切に収集してもいいだけ、十分に
生育されるべきであり、願わくは地
元ばかりでなく中央アマゾンのア
グルナコミュニティーに隣接した
地域にも供給できるようになって
欲しい。 

生物多様性の所有権、生物資源へ
のアクセスと使用のために 20以上
の骨組み: 
(1) 事前同意を通しての許可によ

るサンプリングのための規則 
(2) 野生の土地や私有地を保護す

る生物多様性の目録、生物資
源調査、生物多様性保護と管
理のために、秩序ある開発と
共同研究を認める基本政策の
枠組み 

- 1983年、知的財産保護法 6867 
- 1990年、林業法 

1990年、科学技術保護法 
- 1969 年、国立公園サービス法

4465 
- 1990 年、天然資源エネルギー
省の創造法 7152 

- 1992年、野生生物保護法 7317 
- 1998年、生物多様性法 7788 

  

V-(1)-5 特記
事項 

サンプルのコーディング 
抽出物の同定に関して、抽出物が
「ヒット」と同定されたとき、植物
名だけが明らかにされるという考
えで、数人のリーダーが情報の分散
を制限するための抽出物コーディ
ング。 コーディングプロセスの若
干の局面は、医薬発見を効率的にす
るのに障害であると判明した。 さ
らに、コーディングプロセスは、効
率的な医薬発見に、BMSと VPISU
共に 障害であると判明した。 
この理由のため、新たな手順が開発
された、植物名は抽出物と共にまた
は以後出来るだけ早くグループリ
ーダーに提供され、そしてそれらは
このように活性抽出物の識別上、工
業パートナーが直ぐに使用可能と
なるだろう。 
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V-(1)-6 その
他 

事前同意に関する基本的結論 
- CI は研究プロジェクトについて
の目的、必要条件、利益配分の
可能性などを説明した。そして
プロジェクトを始めるために、
許可を受け取る意図を説明し
た。 

- 植物採取を始める前に、それぞ
れ参加しているシャーマンから
得た事前同意も確認した。 

- Saramaka の人々による同意の更
新が、種族の代表者との正式の
論議を通して、定期的に実施さ
れた。 

    

 

    
VVVV----(2) (2) (2) (2) 利益配分に関して利益配分に関して利益配分に関して利益配分に関して    

 Suriname 
(Suriname, Madagascar) Peru Costa Rica Africa 

(Cameroon, Nigeria) 
Latin America 

(Mexico, Chile, Argentina) 
V-(2)-1 金銭
面（ロイヤリ
ティ） 

・金銭的利益は、許認可薬からロイ
ヤルティのかたちが最も実質的で
あり、それまで開発努力は、グルー
プの誠意と献身をもって証明され
る。 
・直接的な経済利益は、サラマカ民
族ばかりでなく、パラマリボの主要
地にも与えられた。そのプロジェク
トにおいて給与体系、他の U．S賃
金体系やスリナムの個人就職とい
う点では景気浮揚策として歓迎さ
れたが、パラマリボでの通常の仕事
は少ないものであった。 
・より直接的にいえば BMS は
BGVSに対し HPLC装置という贈
り物を創り出し、またMBGは職場
の修復、屋根の修復、気候や昆虫に
対する空調装置、植物を乾燥させる
設備の開発、またセキュリティシス
テムの備え付けなどこれらを含む、
全国標本集にとって重要な改善に
関する資金援助を行った。 

商業化製品が一般の使用に供され
ると、純販売に基づいたロイヤルテ
ィは、大学による活動と発見が適切
であるとみなされるとき、ロイヤル
ティ率が上がるという条項を付帯
して、支払われるであろう。(通常、
3 つの大学と共同で行っているア
グルナ一族との配分は平等である。
ペルーにはロイヤルティ収入の
75%程度) 

INBio-コーネル大学協力協定 
研究プロジェクトにおける化学分
野とこのプロジェクトから生まれ
る商業化、認可可能な、あるいは特
許取得可能な発明における共同作
業 

a) INBioによって供給された生
物学材料から抽出された化
合物について構成して 

b) このような化学化合物の化
学的な修正に基づいて 

 
 法律上の発明権にかかわらず、純
利益は INBio とコーネル大学の間
で分けられるであろう 

60:40 or 51:49 
 

-- すべてのロイヤルティと発明の
ライセンスから生ずる報酬の 20%
は、相対的な貢献や個々のケースで
発明者が 15%程度受け取ることの
保障を考慮して、発明に知的な面で
貢献した組織に平等に配分される。 
-- ロイヤルティ収入と BDCP への
報酬の 50%は、ナイジェリアとカメ
ルーンでの生物多様性保護に関連
して、持続可能な経済発展を促進す
るよう意図されたプログラムとデ
ザインされたプロジェクトのため
に使われる。 これらの利益を分配
するために、独立したトラストファ
ンドが確立されている。 
-- すべてのロイヤルティ収入とそ
の他報酬の 30%は、発展途上国に対
する研究のために、Walter Reed に
本拠地を置く Tropical Disease Drug 
Development Programに寄付される
であろう。 

コレクターの配分 5%  
（一般に発明者として認知されず、
コレクターの配分は別である） 
投資家の配分 45％ 
（制度においてすべての発明者に
等しく分けられる） 
保存への配分 50% 
（収集国で） 
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V-(2) -2 そ
の他支払 

多くの零細企業に対しての直接の
融資援助や奨励金 

収集の支払いとノウハウフィーは、
ICBG プロジェクトの期間中、 ア
グルナに提供されている 
*再収集への支払いは、収集の必要
に応じて交渉される 
*ノウハウフィーは、ICBG の完了
後も抽出物の研究が続けられてい
る限り、 アグルナ s に払われ続け
るであろう。 
*途中支払いは、研究開発の段階ご
とに、可能性がある商業化製品のた
めに、アグルナの人々に行われるで
あろう。 
 

国家保護地域からのサンプリング
と共同研究から利益配分に関する
INBIO- MINAE協定 
 政府の国立公園資金を受けるで
あろう。 
--すべての産業研究予算の 10％ 
--実現した金銭的利益の 50％（例え
ばロイヤルティ、途中支払いあるい
はライセンシング・フィー） 
生物資源調査からの金銭的利益を
直接保護地域に返すことを通じて、 
INBioは、コアミッションの一部を
達成する。 
 1998 年の生物多様性法は、
INBio-MINAE 協定によって導入さ
れた利益配分の条件を含む。 
* MINAE に対するこの直接的な貢献
の資金は、BMS からの貢献の一部か
ら得られる。 不幸にも BMS は、プ
ロジェクト第 2段階で、プロジェク
トのこの部分へのサポートを中止
することに決めた。 INBio-MINAE
協定を満たすための選択肢として、
装置による貢献が、全体的なコンソ
ーシアム協定の一部として、MINAE
と交渉された。 
INBio-コスタリカ大学は、最初の年
の協力的な合意に署名した。 
-純利益を配分する方法は、プロジ
ェクトに基づいて行われる。 

- 社会経済学的なバリュー・アセ
スメント(SVA) 
SVA は、あらゆる資源の最も良
い使用方法を得る試みで、すな
わち、資源の価値を理解し、経
済的文化的に使用する可能性を
理解するなど、現地の文化的価
値を適正に評価する。  この
ICBG SVAプロジェクトは、次の
内容を含む：現在コミュニティ
によって使われている非材木製
品同様、製薬開発に関係がある
資源の評価；これらの製品から
商業化を高める可能性；自然を
損なわない環境保護のサービ
ス；材木・非材木資源の可能性；
観光開発の可能性。 

- 医薬開発は、生物資源の利用に
関連した利益とコストを現地化
するメカニズムを取り入れるこ
とにより、生物多様性保護のた
めに経済的インセンティブを与
えることが出来る。 それらは生
産に比較的低コストであり、発
展途上国に医薬発見の利益のよ
り大きい配分をもたらすであろ
う。 医薬のための投資利回り
は、製薬開発とは好対照をなす。 
薬草の処理のための国際市場
は、年間 270 億ドルと推定され
る。 

--生産におけるプライオリティ(も
し工業化された製品が植物材料か
ら開発されたならば、オリジナルの
植物サンプルを持つコミュニティ
は、原材料を生産するプライオリテ
ィを持つであろう) 
--開発(もしある植物が有用な特性
を持つことが分かり、そして我々の
民間部門のパートナーによって開
発されないならば、資源国の研究機
関と一緒のコミュニティは、それが
実行可能で、重要であると決定する
ならば、 更なる開発の選択肢を持
つ) 

V-(2)-3 基金  Saramaka 族のために、森林居住
民族基金は、補助金メカニズムを通
して、多くの重要なプロジェクトに
資金を供給するために有効に使わ
れる。 
(1) 輸送プロジェクト(人々と商品
を Asindop から Atjoni に輸送す
るための計画) 

(2) 彼ら自身の服を作るためにミ
シンと材料を提供する 

(3) 農作業用に刀、つるはし、チェ
ーンソーを提供する 

Searleノウハウ・ライセンス協定に
よって生まれた収入でトラストフ
ァンド(アグルナ基金) 
 
アグルナコミュニティーやアグ

ルナ個人に対し、新しい保護や維持
管理プロジェクトの開発を保証す
るため、小さな特許付与プログラム
を通じて 1996年アグルナ基金の機
関が確立された。その基金はSearle
からのノウハウの特許手数料、4年
間に支払われる保証金、また抽出が

 --Integrated Rural Development and 
Traditional Medicine(FIRD-TM)のた
めのナイジェリアファンドの設立。 
ICBG担当者は、その憲章に沿った
目的のために、保護、医薬開発、地
方のコミュニティーの社会経済的
改善を実行する。 
--Global Trust Fund for Health（GFH）
は、このプロジェクトによる医薬開
発のライセンシングから生じるロ
イヤルティの 50%を資金源とする。 

 環境保護トラストファンド
（fideicomiso）は、ICBG から得ら
れる製品から生まれるロイヤルテ
ィを管理するために準備される。 
 
 アルゼンチン、チリ、メキシコ、
行 政 機 関 （ SEMARNAp 、
CONAMA）、全国組織（CONABIO、
INI）と生産部門の代表者で構成 
 
 情報と植物が商業生産からの利
益を生む協力者は、いかなるロイヤ
ルティについても知らされ、ロイヤ
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(4) スリナムからブラジルの Belem
まで、さまざまなコミュニティ
ーによる開発プロジェクトを観
察するために、種族のリーダー
による訪問 

(5) FPF-種々のコミュニティーの間
で問題を解決していくために、
アメリカインディアンのリーダ
ーに会うことへの資金提供(こ
れは厳密な意味で経済開発とは
考えられないが、経済開発を成
功させるために、相互協力とビ
ジョンの枠組みを提供するのに
役立つ) 

BMS からの最初の寄付が 5 万ド
ル、後で追加 1万ドル。 

行われている限り毎年支払われる
保証金、そして全ての人々の利益に
なる、アグルナによる森林の保護や
維持管理に対する基金などの収入
のために、設立されたものであっ
た。 
 

ルティについても知らされ、ロイヤ
ルティからの資金で、コミュニティ
ーのためにプロジェクトの改善す
るための提案書を提出するために
招待されるであろう。 
 
 プロジェクト:コミュニティーの
建物の建設；病院、クリニック、学
校、廃棄物処理、水処理、ポンプ、
貯水施設) 

V-(2)-4 トレ
ー ニ ン グ 
(Capacity 
Building) 

(民族学的知識、植物収集技術、基
本的な組織化された研修会と管理
手法などは CI によって提供され
た) 
(1) セントルイス校での 6 週間の

薬草に関する研修コースは、
MGBによりスリナム人植物学
者、2人の薬草技術者に提供さ
れた 

(2) 収集方法、文書化、抽出及びス
クリーニングのための兵法作
成について、10 人のスリナム
人植物学者を訓練した 

(3) VPISUは BGVS から 2人のス
リナム人にバイオアセイの実
務訓練を提供した 

(4) シャーマン初心者用プログラシャーマン初心者用プログラシャーマン初心者用プログラシャーマン初心者用プログラ
ムムムムは CIが提供した（選ばれた
若いスリナム人の部族のメン
バーが、部族の治療者ととも
に、民族医学的知識を習得し
て、それを未来の世代に維持す
るため） 

(1) 研修会 
リ マ で の 第 一 回 研 修 会
(1995.9.28)では 75人が参加し、
ICBG-ペループロジェクトの詳
細を議論し、第二回研修会
(1997.8.6、同じくリマで開催)で
は 120 人の代表者の参加があっ
た。 

(2) トレーニング 
多数のアグルナを、民族医学的
植物学的なデータの収集と記録
に関して、植物の伝統的な分類
学と命名法の基本を学ぶ訓練を
した 
-- 1998年の第一次アグルナ遠征
隊は、Evaristo Chávezと他の人た
ちと一緒に、コーディネーター
Ricardo Apanúによって指揮され
た 
–1999年第二回遠征隊 

(3) 研究支援 
ICBG プロジェクトを進めるに
あたり、10 人の大学院生とおよ
そ 16人の学部生がWU、USM、
UPCH から研究所あるいはフィ
ールド研究に参加した 
–2 人の ICBG プログラムで提携

- コ ス タ リ カ か ら 2 人 の
parataxonomists 、 6 人 の
parabioprospectors、4 人のバイオ
調査、2人の taxonomists、6人の
薬剤師、1人の微生物学者 

- 化学的エコロジー、熱帯エコロ
ジー、分類学、昆虫学、バイオ
アセイによる分離、バイオアセ
イの開発と実行、化学的分離と
特徴付け、微生物のバイオテク
ノロジーで、専門的知識が取得
された 

 

 ICBGは、次ような主題上の多く
のトレーニング・コースおよびワー
クショップを組織し共同出資者に
なった：生物多様性の計測及びモニ
タリング；植物分類学；採集技術；
森林経営；培養物の細胞や組織；酵
素産物；DNA操作；サイトメディ
シンや薬剤開発、及び西部及び伝統
的薬剤の集約である。 
 
 これらのトレーニング・プログラ
ムは、持続可能なやり方でアフリカ
の巨大な生物多様性を利用するこ
との実際的な解決策を見つけるた
めに、政府エキスパート、学究生活、
民間部門、規定する権威、採集者お
よび製薬会社を集めた。 
 

-米国にあるいくつかの試験所で、
現地科学者を訓練する 
例: 
--ICBGの第一部として、2人のアル
ゼンチン微生物学者を 6 ヶ月訓練
し、ルイジアナで結核に対して速い
スクリーニング方法に基づいた最
新 microplate開発への参加 
--アルゼンチンから 2人の植物学者
をテキサスとアリゾナで保護活動
の支援を訓練  
--チリから 2人のエコロジーが、新
薬発見活動をアリゾナで 3 ヶ月間
訓練 
- 米国はそれぞれの現地でデータ
ベース管理を訓練し、生物多様
性と新薬発見の講義を実施 

- 米国大卒者が、チリとメキシコ
において PhD 取得をサポートす
るために、フィールドワークを
実施 

- オアハカで多くの治癒ハーブを
使っている伝統的な汗入浴に基
づいて、都市と農村の健康セン
ターを作るために、薬草の栽培
と公共情報のプログラムの作成 

- 野生植物の保護に関して、農民
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によって興味を持った WU の 2
人の候補者 

(4) Searle ノウハウ許可協定によっ
て生まれる収入で、信託基金を
通して アグルナに与えられる
教育 

や植物採集家とともに、中学生
と高校生にも定期的訓練研修会
の実施 

V-(2)-5 イン
フラストラ
ク チ ャ ー 
(Capacity 
Building) 

首都パラマリボのために 
(1) MBGは、オフィス修繕、屋根

の修理、冷房システム、昆虫
管理施設の購入、植物乾燥施
設の開発とセキュリティシス
テ ム の 導 入 な ど を 含 む
National Herbariumに対して、
重要な改良のために資金を提
供した 

(2) BVGSは、2つのフード（バイ
オアセイフードとケミカルフ
ード）、回転式蒸発器、植物粉
砕機などを含む、追加機器の
購入にプロジェクト資金を使
った 

(3) BVGS は、2 つのフード(バイ
オアセイフードとケミカルフ
ード)、回転式蒸発器、植物粉
砕機などを含む、追加機器の
購入にプロジェクト資金を使
った 

 - INBio に抽出のための化学的分
析室と微生物学試験所の両方の
設置 

- 保護のために野生昆虫へのアク
セスを改善し、現地に実験室を
建設するのを手伝った 

- ナイジェリアとカメルーンに、
包括的な医用化学試験所サービ
スを準備し、それらの試験所が
地元の治療者にも医用化学の標
準化したサービスを用意する 

- BDCP プログラムの能力と現地
大学研究者のネットワークを強
化するために、ICBGの必要とす
る基礎インフラの提供。Calabar
地域で高価な薬の種のための栽
培実験、森林地域コミュニティ
に共有地取得のための法手続き
への援助、北西と南東のニジェ
ールという両地域での目録。 

- 薬草分析装置、四輪駆動車(ナイ
ジェリアとカメルーンに各 1
台)、コンピュータ、実験装置、
基本的なオフィス経費の資金を
BDCPに提供した 

(1) 近代的な装置の購入（コンピュ
ータ、GISと他のデータベース
技術など） 

(2) メキシコと地理にフィールド
調査用に 2台の自動車 

(3) アルゼンチンに germplasm施設
の建設に手を貸した 

(4) Masiaca、Sonora のために木工
用の道具の供給 
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V-(2)-6 情報
管理 （デー
タベース）
(Capacity 
Building) 

  - Bio-prospecting 情報管理システ
ムの作成 

 
 サンプル文書は、あらゆる関連活
動や過程からの情報を含んだ生物
調査情報運営システムに組み込ま
れ、まとめられた。 
 それはACGの現場において始め
られ、そして INBio に到着後、サ
ンプルやデータの運用のために抽
出物研究所に移動し、サンプルの内
部工程や抽出プロトコル、そしてス
クリーニング、再収集、生物分析法
でガイドされた分別、化合物単離や
特徴付けのためにサンプルの準備
や選別が行われた。 
 

--アフリカの薬用植物とエコ情報
に関するデータベースの作成 
--アフリカの医薬と香がよい植物
に関する情報システムのコンピュ
ータ化（CISAMAP）このデータベ
ースは、ナイジェリア Nsukka と 4
つの ICBG データベースネットワ
ークとして、民族医薬と創薬のため
の国際センター（interCEDD）にあ
る。 

同定された物質の情報管理と普及 
1) プロジェクトの完了する最初の

5年間に、プロジェクト関係者は
電子メールを送るためにアクセ
スする通信システムを作成 
--BIOD Prospectsニュースレター
(2年に 1度)は、プロジェクト関
係者とプロジェクトの外部研究
者に情報を提供 
–BIOD プロジェクトウェブサイ
ト  
(http://ag.arizona.edu/OALS/ICBG/
bio-home.html) 

2) 書誌的地理的情報システム
（GIS）機能と統合された乾燥地
植物データベースカタログを構
築 
--BIOD データベース(植物サン
プル 1400以上の記録、採集サイ
ト、現地使用)(支援されたインフ
ラ開発と BIOD データベース訓
練) 
→将来、データベースの拡張（英
語とスペイン語）とデータベース
へのアクセスの単純化 
--チリ・ウェブ・データベースの
植物相 
→将来、チリデータベースシステ
ムの植物相使用者の代表者から
のフィードバックが加えられる 

3) これら情報システムの使用にお
いて、技術移転と訓練の提供 

 
 5年間のプロジェクト期間中、サ
ブプロジェクトとして、植物カタロ
グデータベースを補完する、植物イ
メージの原型データベースを開発
することが始められた 

http://ag.arizona.edu/OALS/ICBG/bio-home.html
http://ag.arizona.edu/OALS/ICBG/bio-home.html
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V-(2)-7 共同 
(Capacity 
Building) 

  - 科学者の多分野かつ学際的なグ
ループは、創薬の中核として確立
された 

 

- ナイジェリアのハーブ医学
Practitionerspilot プロジェクトの
支援 

- 直接の相互関係への資金とアク
セス料を協会に提供 

- 資金は次の進行中のプロジェク
トにも提供される。a)医学施設、
b)植物栽培施設、c)選択された薬
草の栽培、d)ハーブ薬学に基づい
たコミュニティーにおいて、サン
プルの準備と貯蔵 

(1) チワワの Tarahumara 族が必要
とする薬草の栽培 (Fundacion 
Tarahumaraと Industrial Organica 
S.A.の交渉) 

(2) メキシコにいくつかの原住民
コミュニティーの農業区画と
学校の設立 

(3) 乾燥/半乾燥地植物のために、
UNAM の Jardín Botaníco と
Organizacíon de las Nacional 
Unidas para la Agreiculture y la 
Alimentacíon(FAO)共同で、バイ
オ技術による増殖技術の調査 

 
 
 

V-(2)-8-1 現
地で重要な
病気あるい
は地域の研
究 (優先的研
究) 

スリナムにとって特に重要な病気
の初期スクリーニング能力の不在。 
グループリーダーの主な関心は、抗
がん剤発見であり、BMS は、アメ
リカ合衆国と類似の国民を苦しめ
ている主要な病気に集中している。 
これらの欠陥は早く認識されたが、
ロジスティクス上の困難と研究協
定を改正することについての必要
は、状態を修復するための速い行動
を妨げる。 
しかしながら 
(1) 次の 5年間には、結核やマラリ
アのための選択された抽出物の
スクリーニングが行われるであ
ろう。 

(2) Phytomedicine開発も、次の 5年
間に着手されるであろう。 CI
が民族植物学的専門知識を提供
し、BGVS が標準的に選択した
植物サンプルあるいは植物エキ
スにおける主要な役割を、スリ
ナムにおける商業販売を行う。 

- 目標とする対象は、アグルナで使
われている薬草に絞り込んで、世
界的規模で重要な病気と原住民
にとって重要なマラリア、原生動
物類、リーシュマニア、下痢など
の症候群に抑制効果を見つける
ことである。 人工的な結核抑制
は、特に結核をターゲットとしな
いが、薬効のある特定植物で顕著
であった。 

- アグルナにとって長期的に重要
な薬草の栽培とその他の経済的
に価値がある植物を栽培するた
めに、適切なプログラムが開始さ
れた。 

 
最近 PI は、抗マラリア研究を続け
るための Burroughs Wellcome 基金
を受けた。 

昆虫サンプルが、マラリアと他の寄
生生物（Leishmania、mexicana、 
mexicana 、 Toxoplasmagondii 、
Trupanosma cruzi）に対して、活性
の有無について調べられた。 

 このプロジェクトのための主な
目標とする治療カテゴリーは、マラ
リア、 リーシュマニア症、
trypanosomiasisなどの熱帯の病気
である。 
 このようにして、科学的な専門的
知識は、関連試験所で蓄積され、そ
して製薬会社がこれまで過小に研
究し、我々の協力者である原住民が
最も高い関心事の病気に適用する
ことができる。 
 この ICBGのユニークな特徴の 1
つは、がん、エイズのような世界的
な重要性を持っている病気の治療
だけのためによりむしろ マラリ
ア、リーシュマニア症、他の寄生虫
による伝染病のような熱帯病に対
する新薬の発見である。 

 

V-(2)-8-2 試
験収集と確
認 (優先的研
究) 

スリナムの植物目録の作成とある
特定の植物知識の増加 

 目録は、北部ペルーAmazonas 領
域の豊かで多様な植物を記録し、
Bagua と Condorcanqui の広大な地
域が保護されるのに必要な証拠で

- 専門的知識が、化学的エコロジ
ー、熱帯エコロジー、分類学、
昆虫学、 バイオアセイによる抽
出、バイオアセイ開発と実行、

Phytomedicines開発 
phytomedicines開発は、遺伝子資源
を使うことに関連した外部利益と
コストを十分に外部の利益を十分

 多国籍協力は、医薬発見、伝承民
族植物学、保護に関する共同研究発
表を通じて進展していった。我々
は、 
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もある： 
- 1996年 10月から植物と動物の採
集が目録となった 

- 完全な動物収集が、適切な国際博
物館に複製で、USM にも収めら
れる 

これらデータベースは、2000 年か
ら大学、INRENA、全国ペルー資源
ネットワークを通じて、広く利用で
きるようになる 

化学的分離と性格付け、微生物
バイオテクノロジーなどで得ら
れた。 

- バイオ調査情報管理システムの
構築 

- INBio によって作成された国家
目録の利用、以下の通り。 

・ ICBG 間の植物データベース構
築(保護のために有用な知識へ
の支援と構築) 

・ バイオ調査により得られた分類
学と博物学が、ecotourism のた
めの方法にセレクションとデザ
インを支援する 

・ また学校、科学者、政策当局の
ために教育活動を支援する 

・ 同様に ACG 生物教育プログラ
ムのために、生の情報を提供す
る(すべての小中学生と高校生
への基本的な生物学教育) 

・ ICBG によって生まれた情報の
一部は、インターネットと目録
情報のいずれでも、 INBio と
ACGの出版物を通じて、簡単に
ア ク セ ス で き る 。
(www.inbio.ac.cr; 

現地に還元するメカニズム提供す
る生物多様性保護のために、経済
的インセンティブを与えることが
できた。 それらは生産に比較的低
コストであり、そして発展途上国
に医薬発見でより大きな利益配分
の保持を可能にするであろう。 
phytomedicines のための投資回収
は、製薬の開発からのものと、好
意 的 に 比 べ ら れ る 。
phytomedicines、nutraceuticals のよ
うな処理された植物製品の国際市
場は大きく、年間 270 億ドルと推
定されている。 

- アフリカの薬草（AfridMed）と
エコロジー情報（BioMon）のデ
ータベースの作成 

- アフリカの薬草と香がよい植物
に関する情報システムをコンピ
ュータ化している(CISAMAP)。 
このデータベースは、ナイジェ
リア Nsukka の interCEDD にあ
り、4 つの ICBG データベース
（AFRICMED、ICBG-WRAIR、
BioMon、KFDP）のネットワーク
である。 

a. 薬効植物の比較解剖学や培養
（例えばチリやメキシコ）、 

b. ラテンアメリカの乾燥、亜乾
燥地域の薬効植物の増殖に関
する組織的な研究（例えばア
ルゼンチン、チリ、アリゾナ
の乾燥地での専門的な研究を
伴うメキシコなど）、 

 c.保護、特徴づけ、評価や芳香植
物の利用など発展途上のテー
マに取り組んでいる。 

 

 
    
VI VI VI VI 教訓教訓教訓教訓    

 Suriname 
(Suriname, Madagascar) Peru Costa Rica Africa 

(Cameroon, Nigeria) 
Latin America 

(Mexico, Chile, Argentina) 
 －グループメンバーの間の異なっ

た見解のため、協定の準備に少なく
とも 6ヶ月を要した 
－花収集の許可を得ることに失敗
した経験から、早い段階に適切な政
府代表者と議論を重ねる 
－調査協定を作成する製薬パート
ナーによって、前払いと途中払いの
準備をする 

 法律上の代表者が、これらの協定
を導く交渉の不可欠な構成要素で
ある。 関連するすべての機関は、
事前同意、知的財産、補償、認識と
さまざまな局面の確定に同意する。 

コスタリカからの制度上の代表者
と環境保護弁護士、先進国の経営コ
ンサルタントと pro bono 企業弁護
士をペアにすることは、ICBGにお
ける産業パートナーに対する契約
の取り決めの発展に、大いに効率的
であった。 

  

    

http://www.inbio.ac.cr/
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VII VII VII VII その他の重要事項その他の重要事項その他の重要事項その他の重要事項    
 Suriname 

(Suriname, Madagascar) Peru Costa Rica Africa 
(Cameroon, Nigeria) 

Latin America 
(Mexico, Chile, Argentina) 

VII-(1) 生物
多様性保護
と経済開発 

 たとえ医薬が ICBG プロジェク
トの結果として生じないとしても、
スリナムの森林の調査と利用に興
味を与える。 
 この理由から、スリナムにとって
林業法を更新し、どのように遺伝子
資源を管理するかについて、明確な
ガイドラインを作成することは重
要であるであろう。 
 これらの問題を扱う国家生物多
様性計画を立案する政府内に現在、
ワーキンググループが設置されて
いる。 

 コスタリカ ICBGは、非破壊的で経
済的利益をもたらすために、一部国
立公園から適切な場所に移すこと
により、生物多様性保護に多大な影
響を持つ。 

  生物多様性の保護や支援開発の
地域において、プロジェクトの最初
の年は、3つの各資源国学術的、政
府、非政府機関における協力関係の
確立に焦点が当てられた。チームメ
ンバーは生物多様性、持続可能性、
伝統的な植物の使用法などの背景
材料を集めた。彼らは、研究チーム
に生物多様性の協定やこのプロジ
ェクトに関する意味あいを説明し
た。 
 最終的に、協定や知的所有権や保
護政策に従って書かれた論文が、
1996,1997 年に行われるラテンア
メリカのワークショップの枠組み
を提供するために準備された。これ
らのワークショップの目的は、植物
資源探査の過程で上がってくると
思われる、生物多様性や知的所有権
や文化的な問題を解決していくこ
とである。チリとアルゼンチンでの
ワークショップの結果が発行され
た。 
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VII-(2) 生物
多様性保護
活動と経済
開発 

(1) 研修会と展示会を通して、公共
保護の自覚を促す 

(2) 生物多様性の GISデータベース
を編集する 

(3) 政府が生物多様性に関して、国
家戦略を策定するのを手伝う 
–林業法の改正 
–明確なガイドラインの作成 
1998年現在、政府部内に作業グ
ループを設置 

(4) 中央スリナム自然保護地区の設
立 
--中央スリナムの 3 つの公園を
自然保護地区と連結する 

(5) 中央スリナム自然保護地区の設
立 
–保護地区が  438,000ha から  
1,600,000 haに増加 
* CIは、ICBGが間接的に援助し
た民間部門から、重要な資金援
助を得た。 

(1) 訓練したアグルナ人が、栽培場
で植物を育て、第 2森林小区画に苗
木を植える。 
例: 
--植えられた最も重要な薬草の 1つ
が、Yamayakat と Wachapea コミュ
ニティー(OCCAAM)にある sangre
である。 
--cedrela とマホガニーの多くの苗
木が Escuela コミュニティー
（FECONARIN）に植えられた。こ
れは Nieva 川域内の修復の努力で
ある。 
--Kuith コミュニティー近くの抗マ
ラリア植物 
(2) 農業省との調整で、マホガニ
ー、cedrela、コーヒー、カカオの種
や苗木は、植林のために、アグルナ
コミュニティーに興味を持たれた。 
（すべてのアグルナ関係者は、短中
期的にこのプログラムから若干の
経済的見返りを持つであろうと予
測できる） 
(3)アグルナコミュニティーと個人
に、新しい保護と持続可能な開発を
保証する小さい補助金プログラム
を通して、1996 年にアグルナ基金
のメカニズム。 収入は、Searle の
ノウハウ・ライセンス料から生ま
れ、抽出物が使われている限り、毎
年と 4年間保証される。 
 

(1) 資金的支援: 
- 165万ドルの 30％50万ドルがコ
スタリカに割り当てられ、それ
を ACG(直接現地経済発展に寄
与)が直接使う。 

- さらに、ICBG の直接の成果と
ACGなどのためのプロジェクト
から生まれる間接的収入の 8 万
4400ドル。 

- 研究予算の 10%が、コスタリカ
SINAC(MINAE)で保護管理に寄
与(MINAEは Isla del Cocoの保
護にこれらに資金を割り当てて
いる) 
* MINAEに対する直接貢献の資
金は、BMSの貢献から一部得ら
れた。 不幸にも、BMS はプロ
ジェクト第 2 期のサポートを中
止することに決めた。 MINAE
との INBio 協定を満たすための
選択肢として、設備の貢献が、
全体的なコンソーシアム協定の
一部として MINAE と交渉され
た。 

(2) コスタリカの科学的技術的な
開発(利益共有、訓練、インフラス
トラクチャー、情報管理など) 

- カメルーンとナイジェリアにお
ける生物多様性モニタリング地
域と訓練 

- カメルーンの Korup 国立公園に
設置された 50 ヘクタールは、生
物多様性の測定とモニタリング
のための 2 つの訓練コースにな
った。 

 プロジェクトでは、初めの 3年間
の保護活動は、ほぼアリゾナ大が行
った。広範囲に焦点を当て、保護と
開発チーム間の距離をおいた結果、
このエリアにおける活動は、他の組
織されたプロジェクトより進みが
遅かった。いくつかの計画ミーティ
ングやワークショップは、我々がこ
れらの活動に焦点を当てるのに役
立ち、1997 年以来、保護や開発プ
ロジェクトは、各資源国公共団体の
指揮の下で行われてきた。この新し
い対処法は非常に生産力があった。 
 
保護や開発の目的は、この ICBG
の学術的な研究と密接に関わって
いる。植物は収集過程での情報の一
部において、医薬的な発見を目的に
収集された。生物多様性管理を支援
する研究は、例えば医薬的な目的の
ために次々に収穫することで、植物
の再生を促進することや、生長力、
受粉媒介者との相互関係、捕食に対
する防衛メカニズム、他の関連分野
など地方の乾燥した環境に自生す
る植物の適合に関する研究のよう
な、独立した研究プロジェクトと一
体化された。 
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Ⅷ-(1)サンプ
ル収集上の
選定基準 

①伝承的医薬情報による収集 
②ランダムな収集の 2 本立てで比
較。 

・アグルナインディオと現地博物館
の伝承医薬情報のみによる。 

・ランダムな収集（野生の無計画で
勝手な採集） 
ACG のあらゆるサイト 
1993-96 
Estacion Biologica Cacao、Estacion 
Biologica Maritza の地域、Volcan 
Rincon de la Vieja 
1997 Santa Rosa の低地で乾燥した
森林 
1998 異なったバイオアセイで活性
が認められるサンプルのために、あ
らゆるサイトで再採集の対象を定
めた。 

・ 伝承的 healers の伝承医薬情報
のみによる収集。（民族医学的
使用に基づく選別） 

・ ランダム選別 
・ 文献検索とデータベース検索か
らの手がかり 

・ chemotaxonomicアプローチ 

・ ランダムな収集 
・ 植物採集のための生物学的戦略 
・ 可 能 で あ る 場 合 は 、

Ethnobotanicalアプローチ 
 
 今日まで集められた植物種につ
いての情報は、産業パートナーに提
供していない。なぜならば、資源国
の心配からこの情報を共有するこ
とは、現地コミュニティーと原住民
の利益を傷つけるからである。 
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Ⅷ-(2)その他
基準 

スリナム選択の理由 
(科学的理由) 
 科学的見地において、スリナム共
和国は森林で覆われている地域の
ほぼ 90％が熱帯林であるという、
世界でも最も高い割合で熱帯林を
所有している国の一つである。さら
にスリナム共和国の 14,855,000ヘ
クタールの熱帯林は、コスタリカ森
林地帯の 9倍もある。 
 アメリカのニューイングランド
とほぼ同じ大きさのスリナム共和
国は、多くの生物が生存しているた
め、674種の鳥や 200種の哺乳類、
130種の爬虫類や 99種の両生類、
そして 5,000 種の植物を含む広範
囲な生物多様性に富んでいる。 
異なる 6つの種族は国内で、生き残
るために必要な森林資源に対する
豊富な知識を有して生活している。
マルーンが最初に森に逃げ込んだ
時、彼らは薬用植物の実験を行い、
試行錯誤の末、さまざまな病気に効
果のある植物を発見した。これらは
一部、アフリカ原住民の言い伝えや
植物による治療の実験、及び記憶、
そして、スリナム内部のアメリカイ
ンディアンから学んだ情報に基づ
いている。 

多様な生物のある熱帯雨林の 4 つ
の種族は、たいてい海抜 150 から
500メートルに住み、ペルーのマラ
ニョン-アマゾンに流れ込む多くの
急流で分断されている 
 
アグルナ、25000、Shuar（エクアド
ル）、Achuar（ペルーとエクアドル）
と Huambisa（ペルー）種族。 今、
大きいコミュニティーに学校を建
設し、これまで半移動の原住民族
は、動きが少ない生活で、栄養に満
ちており、1世代のライフスタイル
を変更している。 

- 医薬の使用は、広範囲にわた
り、多種多様な薬草もほとんど
損なわれていない。 これらの
薬草は、2 つの方法で使われ
る：わずかだが幻覚を起こすも
のと、病気に開業医や祈祷師・
シャーマンが使うものである。 

- Jivaro が、Chondrodendron や
Curarea の天然樹皮やマラリア
を治療する Cinchona からのキ
ニーネ樹皮の抽出物のような
利益をもたらす西洋医薬に提
供する取引業務を通して。 

 

環境保護の背景 
1846 第一次環境保護運動 
1945 第一次国立公園の設置 
1969 第一次林業法 
1969 National Parks Service Law 
4465 
1983 Intellectual Property Law 6867 
1986 ACGは、保護地域の全国シス
テム（SINAC）のイニシアティブを
とった 
1990 Law of Creation of the Ministry 
of Natural Resources and Energy 7152 
1990 林業法 7174 
1990 Law for Promotion of Science 
and Technology 
1992 Wild Life Conservation Law 
7317 
1998 National System of Conservation 
Areas（ SINAC） formalized under 
Presidential Decree 
1998 生物多様性法 7788 
1989 INBio の設立 
* SINAC－コスタリカ全土の約
25%を保護する柔軟でダイナミッ
クなシステム 
*INBio-もし生物多様性が経済的知
的価値があり、社会が高いメンテナ
ンスコストを維持できず、破壊的な
使用を導く政策的経済的圧力に抵
抗する哲学に基づく、民間の非営利
調査研究機関 
*ACG- SINAC から分かれた団体
で、生物学研究施設と生きている生
物多様性と生態系情報の管理 

遺伝子資源へのアクセスのために
補償を決定するとき、短期的な現金
払いよりどちらかと言うと、施設整
備に重点が置かれるべきであると
いうのが我々の見解である。 目的
は、短期の補償を交渉するよりむし
ろ、関連機関の永続的な関係を築く
ことにある。 適切に設計された生
物資源であるならば、持続的開発の
ために実行可能にすべきである。 
 

 

 (実務的理由) 
 実践的な見地からすると、スリナ
ム共和国は、国内にオフィスとプロ
グラムを CI が既に設立されてお
り、しかも CI の会長である
MarkPlotkin 氏および Russell 
Mittermeier博士らが、そこで実験
するための広大な敷地を持ってい
た。 

  コスタリカ北部の 8万 8,000ヘク
タールの陸地と 4万 3,000ヘクター
ルの海域を保護し、沿岸のマングロ
ーブから乾燥した森林まで 85kmの
長い海岸線をカバーしている。 
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２．第２．第２．第２．第 2222 期期期期(1998(1998(1998(1998～～～～2003200320032003 年年年年))))    
 
IIII 目的目的目的目的 

 東南アジア G（ベトナム・ラオス） メキシコ G パナマ G 
正式名称 ベトナムとラオスの生物多様性（Biodiversity of Vietnam and 

Laos） 
(1998-2003) 

メキシコのマヤ地方における創薬と生物多様性（Drug Discovery and 
Biodiversity Among the Maya of Mexico） 
(1998-2002*) 

生態学に基づくパナマ生物資源調査（Ecologically Guided 
Bioprospecting in Panama） 
(1998-2003) 

I 目的 目標： 
(a) インベントリーの作成およびベトナムとラオスの生物多
様性の保全； 

(b) ベトナムおよびラオスの植物から新薬の候補となる生体
活性化合物を探索；および 

(c) 受入国の経済発展（設備の強化やプロジェクトに参加す
るコミュニティの生活水準向上を含めた人的資源の開
発） 

 
プロジェクトの目的： 
a. ベトナムとラオスの熱帯雨林の植物多様性のインベント
リー（文書）を作成。特に、植物インベントリーと民族
植物調査を網羅するベトナムクック・ホング国立公園
（CPNP）の熱帯雨林の種子植物インベントリー、ラオス
の伝統医薬局（Traditional Medicine Stations）が所在す
る地域を中心に、選定地域の民族植物／民族薬理学調査
を網羅するインベントリーを重視。 

b. ベトナムとラオスの植物からマラリア、癌、ウィルス
（AIDS等）と痛みやアルツハイマー病等の中枢神経疾患
の治療剤の候補となる新しい生体活性分子の発見。 

c. ICBG 調査に参加するコミュニティおよび国全体の生活
水準の向上。これはコミュニティ教育、医療として役立
つに見込まれ、潜在的経済価値があると認定される植物
のバイオマス生産を通じて行なう。 

d. 人的資源の開発とベトナムとラオス現地協力機関の設備
インフラの強化。これは種々の研修、オンサイト研修、
国内研修、米国（シカゴ大学の共同薬学研究プログラム
（ Program for Collaborative Research in the 
Pharmaceutical Sciences（PCRPS）））および英国（ステ
ィーブニッジに所在する GW）での研修をはじめとした
海外研修、および種々の機関へ支援を通して行なう。 

新しい治療市場の開拓と農業生態学プログラム推進を目的として、
天然物を創出、特許の申請をできるような新薬を発見・開発する。
このプロジェクトは、文化的経済的利益の還元を重視する。利益の
例として、2、3挙げるとすれば、書籍、ビデオ、コミュニティ庭園。 
 
4大目標： 
(1) メキシコのチアパス州に生息し、薬理学上重要な維束管植物の
生物活性因子の発見、単離、前臨床評価を行なう。チアパス州
は、地球上、最も生物多様性に恵まれている地域である。しか
し、また、この地域の生物多様性は最も絶滅の危機にあってい
るとされている； 

(2) マヤ住民にとって医療上早急に必要とされ、経済的に価値のあ
る生物活性種の発見、単離、前臨床評価を行なう。この生物活
性種には、現地で需要が増えているために生産対象となってい
る種；国内および海外市場で薬用植物として商業的な生産が見
込まれる種；栽培地で作物保護の役割を果たしている種；現地
の家畜の保護に有用であると見込まれる獣医用薬剤の種であ
る。 

(3) チアパス高地の維束管植物全体を対象として、自治体ごとに生
態学的にすぐれた生物多様性の調査を開始。この調査をもって
現地所蔵植物標本の価値を高め、スペイン語と南メキシコの主
要言語の二言語で、画期的な出版物となりうる、チアパス高地
の民族植物を作成する（この出版物は比較民族植物学と植物情
報をできるだけ多く網羅する）； 

(4) 設備向上をはかり、マヤ ICBG受入国の現地機関、ECOSURの
研究および研修を支援する。これらの活動は、受入国における
創薬を推進する一流かつ近代的な天然物のための研究所の発
展、およびメキシコとアメリカの両国の学生が生態学、植物系
統分類学、園芸学、保全生物学、進化生物学、環境人類学、医
療人類学、生化学および植物薬学においてさらに高位の課程を
修了できるようにするためのメキシコ-ジョージア大学学術交
流の強化を通して行なわれる。この学術的な支援以外でも、マ
ヤ ICBGは連携者に対して、言語学、野外植物学、植物標本・
研究技術やコミュニティ開発において、多数の研修の提供およ
びキャパシティビルディングに貢献している。 

 この ICBG プログラムは、生物多様性保存と共に農
業のための薬、および遺伝子の発見と関連している。
我々は、様々なパナマの機関の間で、パナマにおける
薬および遺伝子発見のための科学的なインフラストラ
クチュアの開発、パナマの科学者のトレーニング、研
究に対して 7 つのパナマ研究所の関与および収入にお
ける公正な共有への技術移転を含むアプローチのコン
ビネーションを用いている。 
 
 パナマでは我々が、癌に対する活動、HIV、マラリ
ア、トリパノソーマ cruzi(Chagasの疾病の原因となる
代理人)、皮膚リーシュマニア症および農業の害虫を検
出するために分析を行うだろう。 
 パナマの科学者にトレーニングを提供するのと同様
に、モンサント会社がそれらの製薬と農業のスクリー
ン中のサンプルを提供された NMR スペクトルで、さ
らにテストするだろう。 
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IIIIIIII 推進体制推進体制推進体制推進体制 
 東南アジア G（ベトナム・ラオス） メキシコ G パナマ G 
II-(1) 米国政府の担当機関 
（研究助成金の拠出） 

･国立衛生研究所（NIH）の Fogarty International Centre（全体取りまとめ、担当官：Dr. J.P. Rosenthal） 
・国家科学財団（National Science Foundation, NSF）*財政の大部分は NSFが負担し、NIHへ出資 
・Foreign Agriculture Service of the USDA 

II-(2) 主管研究者と大学等 ・D.D.Soejarto 
University of Illinois at Chicago(UIC) 

・Brent Berling 
University of Georgia (UGA) 

・Dr. Phyllis D. Coley 
Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) 

II-(3) 米国側の企業 ・Glaxo Wellcome(UK) withdrew in 2001 ・Molecular Nature Ltd (UK) (MNL)  
II-(4) 米国側の協力機関 ①Conservation International (CI) 

②Missouri Botanical Garden (MBG) 
－ ①Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR) 

②Conservation International (CI) 
II-(5) 現地側での協力機関

および企業 
①National Center for Science and Technology (NCST)(ベト
ナム) 
②Cuc Phuong National Park(CPNP)(ベトナム) 
③Traditional Medicine Research Center (TMRC)(ラオス) 
*formerly, Research Institute for Medicinal Pants（RIMP） 
(Laos) 

・El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) ①University of Panama 
②Gorgas Memoral Institute of Health Research, Panama 
(GMIHR) 
③GW Hansen's Disease Center in Louisiana 
④Nature Foundation of Panama, Novartis and Conservation 
⑤Monsanto 

II-(6) 研究目標 ・創薬（抗マラリヤ薬、抗癌剤、抗 HIV 剤、抗マラリ
ア薬、痛みやアルツハイマー病等中枢神経の疾患） 

・創薬 ・創薬 

II-(7) 対象生物 ・植物（ベトナムとラオスの陸生生物および種子植物（被
子植物と裸子植物）） 

・植物、菌類(薬理学上重要な植物と菌類) ・植物、菌類、昆虫 

II-(8) 抽出、分析などの作業
分担 

・抽出、アセイは英国の医薬企業。 
・収集、分類は現地機関と米国の大学。 
（別紙参照） 
 
AP-1 クック・ホング国立公園（CPNP）のインベントリ
ーと保全 (UIC) 
AP-2 新薬候補となるラオスの薬用植物(TMRC) 
AP-3 ベトナムとラオスの植物から AIDS やマラリア治
療剤の創薬 (UIC) 
AP-4 バイオマス生産および経済発展 (NCST)  
AP-5 創薬と新薬開発 (GW) 
 

・抽出、分析は上記の米国の大学と企業で行う？ 
 
AP-1 創薬および製薬ｍｐ開発 (UGA) (MNL) 
AP-2 医療民族植物学および生物多様性インベントリー 
(UGA) 
AP-3 保全、持続的な収穫・経済成長(ECOSUR) 
 

・抽出、分析は上記の米国の機関 
 
AP-1 収集、調整およびデータ管理 (STRI) 
AP-2 P現地（パナマ）での生物活性天然物のスクリーニ
ング、単離および特定 (STRI) 
AP-3 熱帯病の病原体の活性に拮抗する生物資源のスク
リーニング (GMIHR) 
AP-4 生物学的インベントリー (STRI) 
AP-5 薬理学・農学ディスカバリーと発展 (Monsato) 
AP-6 保全と民族植物学 (CI) 
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IIIIIIIIIIII 契約形態契約形態契約形態契約形態 
 東南アジア G（ベトナム・ラオス） メキシコ G パナマ G 
III-(1) 基本契約の名称 5者合意覚書（5-way Memorandum of Agreement） 共同所有権と商品化に関する契約（The Joint 

Ownership and Commercialization Agreement） 
 

III-(2) 基本契約の形式 One contract － － 
III-(3) 契約締結にかかった
時間 

－ － － 

III-(3) 契約の主な条項 各メンバーの義務と責務および全メンバーの連帯義務
と連帯責務を定義。 

マヤ ICBG のメンバーは、利益配分と知的財産を
規定する契約を締結した。現在、別途契約を締結
しているものは以下のとおりである：  specific 
agreements currently include: 
1) 生体物質および関連情報の譲渡に関する条項； 
2) マヤ ICBGメンバーの版権を規制する条項； 
3) 生物多様性の研究および利用のための国家委
員会（CONABIO）および環境庁（INE）をは
じめとして、地方自治体、州、連邦政府機関の
認可のもとに行なわれる生体物質の収集および
プロジェクトの利益配分手法に関する条項。 

核となる標準的な契約条項のほかに、機関の義務、発明の共
同所有、知的財産の管理およびロイヤリティ、目標達成報奨
金の配分について入念かつ明確に規定している。 

III-(4)-1 契約の長所 － － － 
III-(4)-2 契約の画期的な点 *2つの画期的な特徴： 

(1) 5 つの団体（ICBG の一部もしくはメンバー）は、
各メンバーの義務と責務、すべてのメンバーの連携
義務と連携責務を規定した 5者合意覚書によって統
轄されている。  

(2) 商品化された化合物のもととなる植物の原産国へは
ロイヤリティの 51％以上の還元を確保する信託基
金の設立、およびこの ICBGプロジェクトに参加し、
成功に関与した植物原産国へ、小額のロイヤリティ
を還元する等の、特定の利益配分スキーム 

－  パナマ政府との契約での重要な条項は、環境上の信託基金
が生物調査活動から生成されたすべての収入のシェアを受け
取ることを規定している。信託基金は、パナマの至る所での
広範囲の保存と持続可能な開発のイニシアチブを促進する、
パナマの基礎(Fundacion Natura)と共同でセット・アップさ
れた。 
 Fundacion Natura は、競争率の高い許可プログラムによ
って民間の組織あるいはコミュニティー組織に資金を分配す
る。提案は高度に資格のある地方の科学者および環境保護論
者によって調査される。 

III-(5)-1 契約の短所 － － － 
III-(5)-2 契約の問題点 － － － 
III-(6) 今後の課題 －－－－ － － 
III-(7) その他の契約関連事
項 

このプロジェクトの実施は、シカゴ大学と各連携機関の
二者間の請負契約を通じて有効となる。これらの契約
は、企画されている業務の履行および基金の譲渡が有効
となるための枠踏みを規定している。 

－  Capson 博士は、このプロジェクトのための、契約上の準
備の主要な事業計画立案者であり、多くの個人と一緒に作業
し、特に Kursar 博士と親密に作業をし、さらに弁護士や
Conservarion インターナショナルのマリアンヌ、
GuerinMcManus および Venable 法律事務所のマイケル
Gollin氏、Baetjer、Howard&Civilettiと作業を行った。 
 これらの契約の開発全体にわたって、我々はさらに、我々
が協力しているパナマの機関の同僚と同様に Mirei Endara
や ANAM の前の管理者、ミリセカンドと緊密に相談した。
十分にそれぞれの特別機関の必要性を検討し、かつ法的な準
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備の起草を促進するために、我々は STRI と各機関に、一連
の二大パーティの契約を開発した。 

 
 
IV IV IV IV 成果成果成果成果 

 東南アジア G（ベトナム・ラオス） メキシコ G パナマ G 
IV-(1) Drug Discovery Efforts  ベトナムでは生物医学的研究に対し、伝統的な薬の

利用に関係なく、約 500 サンプルが公園で収集される
ことになる。サンプルはハノイの ICHで抽出され、各
抽出サンプル(乾重量 100ｇ)の分画は、シカゴの AP-3
チームによる(抗マラリア、抗ウィルス、抗ガンに関す
る)バイオアセイのために UICへ発送される。活性のあ
る植物サンプルは、活性化合物の単離や構造解明のた
めに乾重量にして 1-3kg が公園で再収集されることに
なる。 
 
 さらに民族医学的な聞き込みに基づいて記述された
薬効植物サンプルが収集されることになり、サンプル
は、ICH によって抽出される。歴史的にマラリア、ガ
ン、ウィルス疾病を治療する薬として利用されてきた
サンプルの抽出物は、バイオアセイのために UIC の
AP-3へ輸送され、一方、中枢神経システムに関連した
疾病を治療する薬として利用されてきたサンプルの抽
出物は、アルツハイマー病や痛みに対するバイオアッ
セイのためにイギリスの GW にある AP-5 チームへ輸
送されることになる。活性のある植物サンプルは単離
研究のために再収集される。 
 
 記述されてきた薬効植物サンプルは、フィールドイ
ンタビューをもとに、ラオスで収集されることになる。
そして植物サンプルそのものとそこからの抽出物の両
方は、バイオアセイのために UIC(抗マラリア、抗ガン、
抗ウィルス薬として長年利用されてきたもの )や
GW(神経中枢システムに関する疾病に対し利用されて
きたもの)へ輸送されることになる。活性を示すサンプ
ルは、UICや GWでの単離研究のために再収集される
ことになる。 

このプロジェクトでは、3種の維束管植物の抽出物を生
成した： 
1) マヤ天然物製法を用いた抽出物（つまり、マヤ高地
の医薬品として伝統的に用いられている薬草治療）； 

2) 塩化メチレンで保存する乾燥植物を非極性溶媒を
用いて抽出（Nonpolar extracts）（DCM）； 

3) 50％エタノール水溶液で保存する生の植物を極性
溶媒（Polar extracts）を用いて抽出 

ECOSUR の研究所ではすべての抽出物に対して抗菌テ
ストも行なった。テストに使用された微生物には、
Aspergillus niger (糸状菌)、Cryptococcus neoforman (酵母
様菌)、Escherichia coliと Pseudomonas aeruginosa (グラ
ム陰性細菌)、Staphylococcus aureus and Enterococcus 
faecalis (グラム陽性細菌)がある。 
 
医療民族植物学 
研究対象となった地域内で、Tzeltalおよび Tzotzilを話
す自治体ごとに、民族医療法の比較文書化・分析を行
なった。AP1 と連携して、現地の人も伝統的なマヤの
植物薬学的手順を文書化に携わった（現地スタッフに
薬理効果があった薬草でも、現地の治療家の使用方法
を実験課程に取り込むまでは、研究所で効能を示さな
かった。） 

パナマでは、癌、HIV、マラリア、Trypanosoma cruzi （シ
ャーガス病を起こさせるトリパノソーマ）、リーシュマ
ニア症および農業病害虫に作用する活性を発見するた
めに検定を行なう。 
 
スクリーニングスクリーニングスクリーニングスクリーニング 
パナマ大学 
製薬学部および微生物学部において、植物の抽出物は
癌（全米がん協会で選定、Dr. Guptaの研究所にて立証）
および HIV（Professor Gomezの協力を得て、医大の微
生物学部にて）を作用する活性のスクリーニングを行
なう。  
 
Gorgas Memorial Institute for Health Research 
3つの熱帯病（Trypanosoma cruzi、シャーガス病、リー
シュマニア症）と、結核とマラリアに拮抗する活性抽
出物のスクリーングを行なう。 
 
Monsanto Company 
STRIと協調して、Monsanto Companyおよびパナマ大学
にて、農業病害虫のコナジラミ(タバココナジラミ
（Bemisia tabaci）に作用する活性を調べるために植物の
抽出物のスクリーニングを行なう。 
 
化合物の純化化合物の純化化合物の純化化合物の純化 
上述のバイオアセイで活性を示す生の抽出物は分画さ
れ、パナマ大学の CIRLORPAN 研究所で Drs. Gupta と
Solís が活性を特定する。パナマには、NMR(nuclear 
magnetic resonance、核磁気共鳴)または質量分析設備
がないために、Monsato (Searle)のMs. Widemanは、日
課のようにスペクトラルを提供し、活性化合物の複製
と特定を手伝った。Monsanto Companyは、毎年、パナ
マの上席の研究者をもてなし、社の設備と天然物化学
の専門知識を利用できる機会を提供している。 
 
植物標本のサポート植物標本のサポート植物標本のサポート植物標本のサポート 
パナマ大学の植物学分野におけるディレクターであ
り、STRIの科学者スタッフである Professor Correaは、



 

    

- 251 - 

35年間、パナマの植物の研究を行なってきた。Professor 
Correa は、生物資源調査および民族植物学プログラム
で使用される植物の特定を行なう。これと引き換えに、
ICBG プログラムは、Professor Correa の収集と担当
（curating）プログラムの支援を行う 
 
昆虫の生物多様性昆虫の生物多様性昆虫の生物多様性昆虫の生物多様性 
ICBGのインベントリーは、葉を食するカブトムシも網
羅している。このカブトムシの調査はこのプログラム
の多数の目標の達成に役立つと考えられる。インベン
トリーは、Drs. Windsor (STRI)と Barrios (パナマ大学)お
よび学生アシスタントによって作成されている。作成
者は、湿地から乾燥地、海面から 2000Mの山頂に至る
まで、パナマ全土における多様な生育地をカバーする
ように 18の地域において昆虫を調査する。 
 
 

IV-(2) Drug Discovery 
Results 

 抗 HIV、抗マラリア性または細胞毒素の活性を実証
する抽出物から、生物学的に活性のある物質の単離は、
バイオアセイ、クロマトグラフィー分画によってなさ
れ、その後に NMRおよび LC/MS/MSのような最先端
技術の物理的な分光器によって、活性化合物の構造は
解明される。“試験管内の治療指数”が高い純化化合物
の機能メカニズムの解明を目的とした分子分析が始め
られる。 

 我々のプロジェクトは、生物多様性の保護や登録、
包括的、生態的に洗練された植物調査やチアパス高原
の維管束植物の植物群落分析に貢献するであろう。 
 またこのプロジェクトにより、ECOSURの豊富な植
物標本集の保持を可能にし、植物種や風土病の数が多
い国の１つである南メキシコの完璧な植物データベー
スを提供できるであろう。 
 コンピューター化されたデータベースやレポート、
植物や民族植物学情報の多様性を表すマップの作成ば
かりでなく、マヤ語で書かれた Ethnoflora de los altos 
de Chipasにより政府の方針が明記されるようになり、
チアパスの生物多様性の保護へと非政府機関の研究が
進むようになった。 

 我々は、光合成か主要な新陳代謝に関連するであろ
う豊富な蛋白質に注目して、5つの熱帯雨林類の蛋白質
蓄積ゲル電気泳動分析を行なった。我々は若葉に多く
成熟した葉に不足している 12 のたんぱく質を発見し
た。 
 第 2 の代謝物質を備えた類似に基づいて、これらの
蛋白質は防衛の機能を持っているかもしれない。防衛
の第 2 代謝物質種の中における性質は異なるがハイ・
レベルに蓄積し、また発達上で調節される。Table2 の
中の蛋白質がこれらの特性をすべて明示するので、
我々はそれらが植物防御として役立つと仮定してい
る。 
 

IV -(3) 備考 － － － 
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VVVV アクセスと利益配分の方式アクセスと利益配分の方式アクセスと利益配分の方式アクセスと利益配分の方式 
V-(1) アクセスに関して 

 東南アジア G（ベトナム・ラオス） メキシコ G パナマ G 
V-(1)-1 アクセスの契約方法 － － － 
V-(1)-2 Governmental ベトナム 

- 農業農村開発省（Ministry of Agriculture and 
Rural Development（MARD））、この省は植物（遺
伝）資源の輸出の許可も発行 

ラオス 
- 農業農村開発省（Ministry of Agriculture and 

Rural Development）、この省は植物（遺伝）資源
の輸出の許可も発行 

 
現地の植物（遺伝）資源の収集および輸出を管理する
政府機関より合意を得ていることを証明する署名入り
収集許可以外に、ICBG 提案書によってアクセス要請
の許可を得ていることを提示することが必要。(事前合
意) 

1999 年 11 月現在、再審議のためにメキシコ環境庁に
現在の条項を提出。バイオテクノロジー利用を目的と
して行なう生物学的収集活動の最終許可は、いまだに
メキシコ環境庁から得られていない。 

－ 

V-(1)-3 Local ベトナム 
保護地域においては、その地域を管理する当局からの
許可（クック・ホング国立公園(Cuc Phuong National 
Park)のディレクター） 

－ － 

V-(1)-4 問題点 －－－－  マヤ ICBGは、生物利用プロジェクトにおいてすべ
ての参加団体に対し、公平なその試みと資源国家にお
ける強い国家政策意識の欠如、これらの問題に対する
助言やガイダンスを与える特別に設置される官庁の欠
如が、大きな問題の１つと認識している。 

－ 

V-(1)-5 Proprietary Information メンバー全員は、植物遺伝資源（植物の種）の所有は、
その資源が発生する国に帰属し、ICBG フレームワー
クの結果生じうる発見や発明のいっさいと遺伝資源を
ベースに開発された新しい技術を保護し、発見によっ
て生じた利益は参加メンバー間で公平に分配すること
に合意する。利益配分は ICBGの活動によって生じう
る版権の譲渡も対象とする。ただし、GW は、ロイヤ
リティから生じる金銭的利益の配分に関する権利を放
棄している。 

－ － 

V-(1)-6 その他 － － － 
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V-(2) 利益配分に関して 
 東南アジア G（ベトナム・ラオス） メキシコ G パナマ G 
V-(2)-1 金銭面（ロイヤリティ） メンバーは、生じうるロイヤリティのうちの 51％が化

合物の発見および商品化のもととなった遺伝資源を提
供した国へ還元されることを合意している。 
＊ただし、GW は、ロイヤリティから生じる金銭的利
益の配分に関する権利を放棄している。 

－ STRI および各現地協力研究機関の間のロイヤリティ
配分には「クラブ」モデルを適用しており、STRIは発
明への貢献度に関係なく、配分されるロイヤリティ額
は等分される。将来、生物資源調査活動が原住民コミ
ュニティも含むようになる場合は、コミュニティも「ク
ラブ」の一員となる。 
 
* ロイヤリティおよび目標達成報奨金から生じた収入
の一部は、国立公園の保全に直接に関わる ANAM の
支部である Fondo Nacional de la Vida Sylvestreへ配分さ
れる。 

V-(2) -2 その他支払 ベトナム-ICBGが推進する直接的な支援を提供する基
金プロジェクトをはじめとして、数々のプロジェクト
を通じてベトナム-コミュニティメンバーの生活水準
の向上を達成させる： 
- 教育（現地学校設備の改善と強化）； 
- 公衆衛生（きれいな水の調達、適切な衛生実務の教
育、現地保健所および診療所の助成と強化） 

- クック・ホング国立公園（CPNP）の例をはじめと
して、生物多様性保護の重要性に関してコミュニテ
ィの理解を深める（コミュニティ会議およびコミュ
ニティ組合の推進）； 

- クック・ホング国立公園内（CPNP）のムオンコミ
ュニティ（Muong communities）が使用する薬用植
物、公園内に生息するが現地のコミュニティで使用
されていない薬用植物、またはプロジェクトの対象
となっている地域に生息し、外国に輸出して利益を
得ている薬用植物のうちの 1種もしくは数種の経済
効果を決定する。これらの活動の中には、現地レベ
ル、地域レベルおよび国レベルでの種の利用範囲
（文献、インタビュー、市場調査で調査）の決定、
さらには、植物の潜在的毒性の決定（文献調査）が
含まれる。伝統的手法（種の発芽、切り枝）および
近代的手法（組織培養による繁殖）を通じて、首尾
よく選択された種のバイオマス生産（Biomass 
production）を行なう。これらの活動により、（原
料の栽培や収穫を通じて）コミュニティーのメンバ

医薬、農芸化学品、その他の化学製品から生じるロイ
ヤリティの割り当てだけでなく、その他の同様のプロ
ジェクトでも見られるように、MNLの天然物発見手法
を用いて、外部の会社がスクリーニング料を支払って
使用できる（ただし権限は限定されている）マヤ ICBG
化合物ライブラリーを創設した。このスクリーニング
料は、PROMAYAの金銭収入を素早く得る手段となっ
ている（このスクリーニング料の額は、見込まれるロ
イヤリティよりはるかに少ないが、薬物が純化されれ
ばすぐに入り、短期的な利益還元となる）。 

－ 
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ーが収入を生み出すことができるようになること
が期待されている。 

ラオス -多くの経済発展プランは薬用植物研究所
(RIMP)との関連で、伝統医薬局（Traditional Medicine 
Stations）を通じて実施される： 
- 設備購入、旧来の必須薬品の購入、現地教育または
現地発信広報活動普及の支援を含む伝統医薬局
（Traditional Medicine Stations）の改善； 

- 伝統医薬局（Traditional Medicine Stations）の周
辺コミュティを協力して、健康管理および教育等、
ICBGが取り組むべきニーズを決定； 

- 伝統的医師団体の発展、ベトナムの薬用植物研究所
(RIMP)と伝統医薬局（ Traditional Medicine 
Stations）職員の会議、過去に伝統医薬局
（Traditional Medicine Stations）に回覧されてい
た薬用植物研究所(RIMP)四半期報の復刻等、伝統医
薬局（Traditional Medicine Stations）と連携する
伝統的医師の組織活動（の支援） 

V-(2)-3 Fund ロイヤリティ収入の一部からの信託基、シカゴ大学と
の請負契約の下で管理 
この信託基金は、商品化された化合物を産出した植物
の原産国を報いることを目的としている。プロジェク
トに参加したコミュニティ、政府機関・NGO 団体、
さらには、研究、教育や環境保護活動に携わった学術
機関も対象とされる。原型もしくは合成派生物のいず
れかの形で植物から生成された化合物によって派生し
たロイヤリティ総額の 51％以上が原産国に還元され
る。製薬のもととなる資源がない国のその他の参加機
関も小額であるが、ロイヤリティ収入が配分される。 

ICBG マヤプロジェクトの活動を通じて派生した金銭
収入のうち、原住民への割当分を保管し、管理するた
め の 非 営 利 団 体 、 PRO-MAYA®(“Promotion of 
Intellectual Property Rights of the Highland Maya of 
Chiapas, Mexico”)。PRO-MAYA®は、マヤ ICBGの活動
により開発された商品（医薬品を含む）の売上から派
生するロイヤリティの受領および配当を行う資金運用
部を開設する（ロイヤリティの配分についてはすでに
合意されている）。 
 
 

商品化により派生したいかなるロイヤリティまたは目
標達成報奨金も次の者に配分される： (i) 国立公園制
度を支援するパナマ政府基金、(ii) 保全と持続可能性
のある発展プログラムの資金源となるパナマ基金、お
よび (iii) 3つの連携研究機関。 
 
パナマ基金と共同で信託基金が設立された。この基金、
Fundación Naturaは、パナマの学術機関と共同研究をし
た際に適用した手法にならっている。 

V-(2)-4 Training (Capacity 
Building) 

- ベトナムの研修活動は、研究拠点において職員に対
するオンサイトおよびオフサイトの研修がある。対
象サイトは、ベトナムは、クック・ホング国立公園
(CPNP)、生態生物資源研究所 (IEBR)、ベトナムバ
イオテクノロジー研究所（IBT）、ラオスでは、薬用
植物研究所（RIMP）である。 

- 国外の研修は、シカゴ大学の共同薬学研究プログラ
ム（Program for Collaborative Research in the 
Pharmaceutical Sciences（PCRPS））にて、および
英国、スティーブニッジの GWで行なわれることに
なっている。 

- 1999年 4月半ば、AP3がスポンサー兼主催者となり、
サンクリストバルにて生物多様性調査に関するワー
クショップ「メキシコにおける生物資源へのアクセ
ス、利益配分と発展の例」を開催。ワークショップ
はメキシコにおける生物資源アクセス規制のための
制度改善に焦点を当てた。（マヤ ICBGは、当事者全
員に公平になるような生物資源調査プロジェクトを
行なうためのポイントの一つとして、原産国に確固
たる国家政策手段および機関がないこと、専門的に
この問題を取り扱う行政機構が存在しないことを挙
げている））。 

- プロジェクト開始後の半年間、1名の大学生と 16名
（ジョージア大学 8 名、ECOSUR8 名）の大学院生
がマヤ ICBGおよび関連テーマに携わった。プロジ

連携者に対する利益には、技術移転、研修・インター
ンシップの機会の提供、設備投資および研究施設の改
善がある。パナマのインフラ発展のための上述の取組
みは、さらに、学士レベルの学生およびポスドク研究
者への研修の機会提供で補完している。 
 
 パナマでインフラストラクチュア開発を支援するこ
れらの取り組みは、大学レベル学生およびポスト博士
の科学者のために機会を訓練することにより補足され
る。活発な研究所で研究する発見は価値のあるトレー
ニング経験を提供している。 
 この ICBGプロジェクトを共同研究する科学的な研
究所は、すべて大学生を訓練することに関係している。
我々は Gorgas Memorial研究所で、パナマの大学の 5
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ェクト関係者は、これらの学生の研究活動が修士論
文5本および博士論文11本の成果となって表れるこ
とを期待している。 

- ジョージア大学-ECOSUR 間の学術交流プログラム
の関連で、1999年夏、6名のジョージア大学の博士
課程の学生が、博士課程の研究準備のために
ECOSURで過ごした。博士課程の学生の 1人は 1999
年 2月に、フィールドワークを開始し、2000年まで
研究を続けた  

- 1999年秋、ECOSURの大学院生 3名と教職員 1名が、
マヤ ICBG関連の講義および研究を目的として、ジ
ョージア大学へ渡った。 

研究グループ、および 2つの研究所に協力している。 
 この ICBGプログラムには、14人のパナマ人科学者
と 13 人のアシスタントの学生が含まれている。すべ
ての研究所間の定例会議と同様に研究所グループ内の
会議も、学習する機会に貢献するだろう。 
 

V-(2)-5 Infrastructure (Capacity 
Building) 

- 本プロジェクトの技術移転としては、収集・分類学
上特定、薬用植物標本集と管理、分類学的改訂・植
物相研究方法と分析・民俗植物学方法と分析、GIS
を用いたフィールドデータ収集と登録、生物多様性
保護のための実務、データ管理と分析、伝統的種子
繁殖、バイオアセイ、化学的単離およびバイオアセ
イ法の分野の技術がある。 

- また、ベトナムとラオスの発展は、ICBG の連携機
関に対しての研修や設備投資を通じでも推進され
る。国立科学技術センター（NCST）、クック・ホン
グ国立公園（CPNP）および薬用植物研究所(RIMP)
への設備投資はプロジェクトの一部として重要であ
り、科学研究施設（たとえば、植物標本のケース、
ガラス製品等）および必要な事務所設備と PC の提
供も含む。ICBG プロジェクトで使用された部屋の
改築も現在、進行中である。 

- ECOSUR は天然物研究用の新型の研究施設を開発し
た。新しい研究所は予備的な天然物評価を行なうた
めに設立された。ただし、第三期に追加を予定して
いる液体クロマトグラフィー（HPLC）の技術が必要
となる大規模な精製物は対象から外されている。微
量分析液体クロマトグラフィー（HPLC）技術が導入
されれば、施設内で高速かつ大量に文画や再検定を
行なうことができる。フォトダイオードアレイ検出
器は、クロマトグラムの各頂点に UV 可視分光光度
を示し、次段階の特定用に、マヤの化学スペクトル
ライブリーの設立を可能にする。（Photodiode array 
detection will provide UV-visible spectra for each peak 
in the chromatogram, allowing a Mayan chemical 
spectrum library to be compiled for future identification.）
見込みの高い化合物（ECOSUR、ジョージア大学お
よび MNL のバイオアセイの結果に基づき重点化）
は、preparative scalesの Biotageフラッシュシステム
を用いて、現地で純化することができる。  

- ICBGメンバーは、2003年以後、微量分析、preparative 
scales の両方における逆相、正常相、イオン交換お
よびサイズ排除クロマトグラフィーの技術を開発す
る予定である。 

 

V-(2)-6 Information 
Management （データベース）
(Capacity Building) 

-  -   

V-(2)-7 Collaboration (Capacity 
Building) 

－ - フルタイムの技術者 2 名は、マイクロプレートを用
いて、極性溶媒、非極性溶媒または伝統的手法を用
いて生成した抽出物を検定する（微生物以外の生物
も対象とする）。この過程を通じて、技術者は、無菌
法、細胞生死カウント、細胞培養と保管等の研究手
法に精通していく。  

－ 
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- 研修には、はかり、pHメータ、マイクロプレート、
加圧滅菌器、蒸留器等一般的な研究設備の使用法も
含まれる。 

- 抽出物の準備のために、技術者はアセンブリ、ソッ
クスレーのガラス器具、回転式蒸発器、循環式冷却
装置および lyophilizers の使用、窒素系爆発
（nitrogen blowdown）に精通するようになる。 

- ICBGの天然物の技術者は、圧縮、低圧クロマトグラ
フィーの使用法および分離の法則（抽出後の手順）
を学ぶ。 

- 技術者は、TLC オーバーレイ方法に従って、抽出物
がプラスの反応を示したとき、生物活性化合物とな
る一群の特定と単離を行うことができるようにな
る。 

- 技術者は正確なデータ登録と提示の方法を教えられ
る。 

- 維管束植物研究所に加えて、組織培養施設を設立し、
2 人の技術者で管理することが予定されている。技
術者は植物を培養し、chemically defined培地や固形
培地から移すための消毒技術を用いて実験を行う。
この場合も同様に標準的な研究手順が教えられ、メ
ンバーはデータの評価と合成実験を担当でするよう
に訓練されている。 

V-(2)-8-1 Research on 
diseases or regions that are 
important to the host 
country(Priority Research) 

研究対象となっている治療：抗マラリヤ薬、抗癌剤、
抗 HIV剤、抗マラリア薬、痛みやアルツハイマー病等
中枢神経の疾患 

活性分留（Active fractions）は補助精製
（sub-fractionation）または構造分析用に提出される。
新たに行なうスクリーニングは癌、HIV-AIDSやカン
ジダ症関連の日和見感染症の治療に役立つと見込まれ
る天然物も対象とする。また、ジョージア大学では結
核、マラリア、中枢神経障害、避妊、心血管障害、さ
らには現地で大きな問題となっている胃腸障害、呼吸
器疾患および皮膚疾患等の実験が行なわれている。 

パナマでは、癌、HIV、マラリア、Trypanosoma cruzi （シ
ャーガス病を起こさせるトリパノソーマ）、リーシュマ
ニア症および農業病害虫に作用する活性を発見するた
めに検定を行なう。 

V-(2)-8-2 Specimen collection 
and identification (Priority 
Research) 

－ 生物多様性インベントリー 
研究対象地域の維管束植物に関する広範囲かつ一般的
な調査（チアパス高地、中央台地および北方高地（面
積約 16,000 km2）の 28の地方自治体を含む）が行なわ
れており、最終的には高地の民族植物の調査へ発展さ
せていく予定である。1999年 10月末の時点で、4つの
地方自治体、Chnalhó (Tztozil言語を使用)、Tenejapaと 
Oxchuc (Tzetal 言語を使用 )および Las Margaritas 
(Tojolabal言語を使用)において約6,000のコレクション
（7 セット）が出来上がった。これらのコレクション
は、105科 1,044種をカバーしている。すべての民族植
物学／民族生態学データは、それぞれの自治体で使用

－ 
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されるマヤ言語（Tzellal、Tztotzilまたは Tojolabal）で
登録され、プロジェクトデータベースおよび各コレク
ションの永久版植物標本バウチャーの一部となってい
る。 
*Tzeltalまたは Tztozilを話す学生 10名とスペイン語を
話す大学院生 1名が 7週間の研修ワークショップを履
修した。ワークショップの内容は、言語転写、地形図
の読み方と土地案内、GPS（グローバル・ポジショニ
ング・システム）装置の使用法、人類学的インタビュ
ー、植物収集と加工（マッシュルームを含む）、電子デ
ータ入力手順および倫理（知的所有権および事前合意
等）であった。このマヤ人アシスタントたちは、ICBG
の正規の研究スタッフに混じって、日常の民族医薬・
民族植物フィールドワーク、さらには研究所や植物標
本の作成の仕事に携わった。 

 
 
VI VI VI VI 教訓教訓教訓教訓 

 東南アジア G（ベトナム・ラオス） メキシコ G パナマ G 
 －－－－  コンピューター化されたデータベースやレポート、

植物や民族植物学情報の多様性を表すマップの作成ば
かりでなく、マヤ語で書かれたEthnoflora de los altos 
de Chipas により政府の方針が明記されるようにな
り、チアパスの生物多様性の保護へと非政府機関の研
究が進むようになった。 
 

 この ICBGプロジェクトの核心的な目標は、パナマ
で生物多様性の保存および持続可能な使用に寄与し、
他の生物多様性に富んだ国家のためのモデルとして役
立つことである。我々のアプローチの基礎はトレーニ
ングと技術移転を通じたキャパシティー建物に対する
強調である。大多数のロイヤルティおよびマイルスト
ーンはすべてパナマへいくだろう。これらの資金は、
各々異なるアジェンダと共に、様々な機関で分配され
るであろうが、生物多様性の持続可能な使用の開発の
すべてに貢献するだろう。 

 
 
VII VII VII VII その他の重要事項その他の重要事項その他の重要事項その他の重要事項 

 東南アジア G（ベトナム・ラオス） メキシコ G パナマ G 
VII-(1) Background of 
Biodiversity conservation (and 
Economic Development) 

ベトナム-ICBGが推進する直接的な支援を提供する基
金プロジェクトをはじめとして、数々のプロジェクト
を通じてベトナム-コミュニティメンバーの生活水準
の向上を達成させる： 
- 教育（現地学校設備の改善と強化）； 
- 公衆衛生（きれいな水の調達、適切な衛生実務の教
育、現地保健所および診療所の助成と強化） 

- クック・ホング国立公園（CPNP）の例をはじめと
して、生物多様性保護の重要性に関してコミュニテ
ィの理解を深める（コミュニティ会議およびコミュ

<背景> 
- 研究対象地域は、文化的、言語学上の要素と地形学
および環境学の特徴に基づいて選別されたものであ
る。 

- マヤ ICBG は民族科学の原則によるものであるが、
現在行なっている地域別植物調査は、このプロジェ
クトの保護活動の一部として行なわれている。 

- メキシコにおいてはバイオテクノロジーのための研
究開発に適用される法規がないために、AP1 のスク
リーニングを開始が大変先に延期されている。 

<背景> 
東部コスタリカから西部コロンビアを含むパナマ全土
は、地球上、最も植物の生物多様性が豊かな地域とさ
れている。この地域をもとにした生物多様性を用いた
判断法は、生物資源調査に関わる多様性を評価する際
に最も有用な空間把握方法である。 
 
本プロジェクトでは、効率的な新薬・遺伝子発見をパ
ナマの保全と持続可能な発展に結びつけるという目標
の達成に役立つ画期的な工夫が見られた： 
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ィの理解を深める（コミュニティ会議およびコミュ
ニティ組合の推進）； 

- クック・ホング国立公園内（CPNP）のムオンコミ
ュニティ（Muong communities）が使用する薬用植
物、公園内に生息するが現地のコミュニティで使用
されていない薬用植物、またはプロジェクトの対象
となっている地域に生息し、外国に輸出して利益を
得ている薬用植物のうちの 1種もしくは数種の経済
効果を決定する。これらの活動の中には、現地レベ
ル、地域レベルおよび国レベルでの種の利用範囲
（文献、インタビュー、市場調査で調査）の決定、
さらには、植物の潜在的毒性の決定（文献調査）が
含まれる。伝統的手法（種の発芽、切り枝）および
近代的手法（組織培養による繁殖）を通じて、首尾
よく選択された種のバイオマス生産（Biomass 
production）を行なう。これらの活動により、（原
料の栽培や収穫を通じて）コミュニティーのメンバ
ーが収入を生み出すことができるようになること
が期待されている。 

ラオス -多くの経済発展プランは薬用植物研究所
(RIMP)との関連で、伝統医薬局（Traditional Medicine 
Stations）を通じて実施される： 
- 設備購入、旧来の必須薬品の購入、現地教育または
現地発信広報活動普及の支援を含む伝統医薬局
（Traditional Medicine Stations）の改善； 

- 伝統医薬局（Traditional Medicine Stations）の周
辺コミュティを協力して、健康管理および教育等、
ICBGが取り組むべきニーズを決定； 

- 伝統的医師団体の発展、ベトナムの薬用植物研究所
(RIMP)と伝統医薬局（ Traditional Medicine 
Stations）職員の会議、過去に伝統医薬局
（Traditional Medicine Stations）に回覧されてい
た薬用植物研究所(RIMP)四半期報の復刻等、伝統医
薬局（Traditional Medicine Stations）と連携する
伝統的医師の組織活動（の支援） 

リーニングを開始が大変先に延期されている。 
 
チアパスを選定した理由 
- 主要な調査員がチアパスにおいて長期の言語学およ
び民族植物学上のフィールドワークを行なっていた
ため（ECOSUR およびメキシコ社会保障協会
（IMSS）の協力者と連携して行うマヤ高地の医用民
族生態学に関する学際的な研究プロジェクトが
1987年に開始され、最初の ICBGプロジェクトに影
響を与えた） 

- 過去10年間のマヤ高地の医用民族生物学の研究によ
り、Tzeltalおよび Tzotzilを話す民族が住む地域は、
驚くべきほど複雑な民族医用学の観点から解剖学、
生理学および 250 人の健康状態の症候学についての
知識を持っていることがわかっていた。 

第一に、一般的な生物資源調査では重視されない種や
組織の収集のために、広範囲な植物保護研究を行い、
新しい化合物の発見の可能性を高めた。 
第二に、パナマ人の研修およびパナマへの技術移転に
高い比重が置かれた。 
第三に、このプロジェクトのために開発した契約は、
いかなるロイヤリティまたは目標達成報奨金も、パナ
マ政府、保全と持続可能な発展を推進する現地の基金
および現地の 3つの研究機関の間で配分されることを
規定した。 

VII-(2) Activity of Biodiversity 
conservation (and Economic 
Development) 

 
 

生物多様性インベントリー 
研究対象地域の維管束植物に関する広範囲かつ一般的
な調査（チアパス高地、中央台地および北方高地（面
積約 16,000 km2）の 28の地方自治体を含む）が行なわ
れており、最終的には高地の民族植物の調査へ発展さ
せていく予定である。1999年 10月末の時点で、4つの
地方自治体、Chnalhó (Tztozil言語を使用)、Tenejapaと 
Oxchuc (Tzetal 言語を使用 )および Las Margaritas 

パナマの原住民コミュニティと協調するための 2大戦
略： 
(1) 民族植物の伝統を記録（この ICBG 民族植物プロ
グラムは、Conservation International の Manuel 
Ramirezおよび Dr. Capsonに指導され、原住民グル
ープ、Ngöbeおよび Nsoが参加した。） 
これらの伝統の記録より、現地の住民は、現在ま
たは将来の世代のために永久的に伝統を保存する
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(Tojolabal言語を使用)において約6,000のコレクション
（7 セット）が出来上がった。これらのコレクション
は、105科 1,044種をカバーしている。すべての民族植
物学／民族生態学データは、それぞれの自治体で使用
されるマヤ言語（Tzellal、Tztotzilまたは Tojolabal）で
登録され、プロジェクトデータベースおよび各コレク
ションの永久版植物標本バウチャーの一部となってい
る。 
*Tzeltalまたは Tztozilを話す学生 10名とスペイン語を
話す大学院生 1名が 7週間の研修ワークショップを履
修した。ワークショップの内容は、言語転写、地形図
の読み方と土地案内、GPS（グローバル・ポジショニ
ング・システム）装置の使用法、人類学的インタビュ
ー、植物収集と加工（マッシュルームを含む）、電子デ
ータ入力手順および倫理（知的所有権および事前合意
等）であった。このマヤ人アシスタントたちは、ICBG
の正規の研究スタッフに混じって、日常の民族医薬・
民族植物フィールドワーク、さらには研究所や植物標
本の作成の仕事に携わった。 

ことができるようになる。 
- この ICBGプログラムを通して、これらのコミュ
ニティの若者は、伝統的な治療家から学ぶ機会を
得、得た情報は若い世代へ受け継がれていく。 
- また、プロジェクト支援のために、必要な設備
や運搬器具が提供された。 
- 民族植物プロジェクトの一環として、ワークシ
ョップを開催し、パナマの原住民の交流を図った。 
- 共同研究を行なった原住民グループから、将来、
ICBG の生物資源調査に協力したいと意思表示が
あった場合は、その可能性について話し合うこと
になっている。 
小児科疾患および寄生虫学の医学博士号を持つ
Gorgas Memorial Institute の Dr. Ortega-Barríaは、
ICBG と共同研究を行なっているコミュニティを
訪問すること、および適宜、医療と物資を提供す
ることに合意している。 

(2) 原住民インターンシッププログラム 
パナマの生物多様性保全におけるパナマの原住民
グループの活躍の幅を広げることを目的としてい
る。 
- このプロジェクトでは、Ngöbeおよび Naso 原住
民グループの代表者に、ワシントン州で行なう
Conservation International のインターンシッププロ
グラムに参加する機会を提供する。Conservation 
Internationalは生物多様性保全および世界的な持続
可能な発展の推進のための多種多様なプロジェク
トに関わっており、原住民のインターンは、知的
所有権、土地利用計画および持続可能な森林製品
の売買等の課題を学び、携わる機会を得られると
考えられる。 

  - 伝統的なマヤ高地の医薬品の普及と管理。このプロ
ジェクトには以下の 3つの目的がある： 
1) 現地の医療ニーズを直接的に満たす薬用植物種を
コミュニティの民族植物庭園にて栽培； 

2) 絶滅の危機にあっている薬用植物種を栽培； 
3) 経済発展に貢献する見込みのある薬用植物種を栽
培 

 
� 2000年夏の終わりまでに、4つのコミュニティ庭園
が設立された- Oxchucの Tzeltalを話す自治体に 2、
Chenalhó の Tzotzil を話す自治体に 1、そして、
Tenejapaの Tzelta を話す自治体に 1。その他、7つ
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のコミュニティから同種の庭園を開発するように
要請されている。各庭園の規模は、参加するコミュ
ニティによって提案されるが、だいたい 625m2の広
さである。 

� 予備の活動の一部として、ICBGは Tzelta とスペイ
ン語の 2言語で cuadro básico の植物の多くを網羅
し、各健康状態に応じた調合法と管理について述べ
た基礎健康マニュアルを作成した。 

� 別の AP3 の研究グループは現在、cuadro básico の
薬用植物種を現地マヤの園芸の害虫駆除として使
用できるかどうか調査している。 

� 4つの特別研究 
1) Tenejapa の自治体内で選定されたコミュニティ
の cuadro básico 植物の生物防除の可能性について
の原住民の知識； 
2) 自然生息地で選定された cuadro básico植物に発
生する昆虫と天敵； 
3) cuadro básico芳香植物5種をキャベツに間作する
Leptophobia aripa eloidiaの繁殖の抑制に利用できる
かを実験的に評価 
4)芳香植物 10 種をキャベツに繁殖する L. aripa 
eloidiaの抑制として利用できるかを実験的に評価。
最初の評価結果では、多くの種の抽出物が害虫に対
して非常に大きな抑制効果を及ぼすことがわかっ
た。 

� AP3 の研究者はブロメリアの組織培養の繁殖につ
いて画期的な研究を行い、薬用植物の一つとして位
置付ける予定である。 

 
 
VIIVIIVIIVII    

 東南アジア G（ベトナム・ラオス） メキシコ G パナマ G 
サンプル収集上の選定基準 ①植物多様性のインベントリー 

②医療植物学に基づく収集（医療植物学インタビュー
および異端ビューに基づく植物収集） 

ランダムなコレクション（薬用植物的スクリーニング
対ランダムスクリーニングの効果を実験するための植
物化学および薬理学分析の対象となる植物種）Random 
collection (of botanical species that will be subjected to 
phytochemical and pharmacological analysis to test the 
relative efficiency of ethnomedically driven vs. random 
screening) 

－ 

その他基準 －  － 
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３．第３期３．第３期３．第３期３．第３期(2003(2003(2003(2003 年～年～年～年～))))    
 
I I I I 目的目的目的目的 

 中央アジア G（ウズベキスタン・キルギスタン） マダガスカル G パナマ G 
正式名称  マダガスカルにおける創薬・生物多様性プログラム 

(2003-2008) $356,000 
パナマにおける生態学を利用した創薬 
(2003-2008) 歳計$600,000  

I 目的  このプログラムは、経済的利益を創出し、マダガス
カル南東部の Ranomafana 国立公園周辺の生物資源
に恵まれた湿性森林の生物多様性を保護するために
策定された。 

 

 
 
II II II II 推進体制推進体制推進体制推進体制 

 中央アジア G（ウズベキスタン・キルギスタン） マダガスカル G パナマ G 
II-(1) 米国政府の担当機関 （研究助

成金の拠出） 
･国立衛生研究所（NIH）の Fogarty International Centre（全体取りまとめ、担当官：Dr. J.P. Rosenthal） 
・国家科学財団（National Science Foundation, NSF）*財政の大部分は NSF が負担し、NIH へ出資 
・Foreign Agriculture Service of the USDA 

II-(2) 主管研究者と大学等 ・ Iiya Raskin 
ニュージャージー州立大学 Rutgers’ Cookカレッジ 

Cookカレッジの出身の Jerry Kukor、Lena Struwe、Jim 
White と David Zaurov、およびイリノイ大学出身の
Marn Ann Lilaは、Raskinに同行して、医療の向上、
自然資源と受入国の経済利益の保護のために、今回
策定された大規模な生物多様性調査を行なう 

・ Patricia Wright, Ph.D.、人類学の教授兼 Institute for 
the Conservation of Tropical Environments (ICTE)（ス
トウニー・ブック大学に拠点を置く）の事務局長
を務める 

・ Iwao Ojima、高名な教授、化学部の議長であり、
ニューヨークのストウニー・ブック大学のストウ
ニー・ブルック生物化学および創薬機関長（Stony 
Brook’s Institute of Chemical Biologiy and Drug 
Discovery）も務める。 

※本プロジェクトは、人類学部と化学部の共同プロ
ジェクト 

Smithsonian Tropical Research Institute 

II-(3) 米国側の企業    
II-(4) 米国側の協力機関 イリノイ大学シカゴ校(UIC) 

 
  

II-(5) 現地側での協力機関および企業 <ウズベキスタン> 
Tashkent State Agrarina University  
Uzbek Scientific Institute of Botany 
Uzbek Scientific Research Institute of Forestry 
Uzbek Institute of Microbiology of the National 
Academy of Sciences 
Cardiology Institute of the Ministry of Health of the 
Republic of Uzbekistan  
The Institute of Oncology of the Ministry of Health of the 
Republic of Uzbekeistab 
<キルギスタン> 
Kurgyz Agricultural Institute 
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Kyrgyz Agricultural Academy (composed of five 
research institutes) 
National Academy of Kyrgyz Sciences 
Kyrgyz National Botanical Garden 

II-(6) 研究目標  ・創薬 ・創薬 
II-(7) 対象生物  ・熱帯植物 ・陸生植物および海洋植物 
II-(8) 抽出、分析などの作業分担    

 
 
IIIIIIIIIIII 契約形態契約形態契約形態契約形態 

 中央アジア G（ウズベキスタン・キルギスタン） マダガスカル G パナマ G 
III-(1) 基本契約の名称    
III-(2) 基本契約の形式  

  
マダガスカルで研究を行なう場合は、研究者は
ANGAP（マダガスカル公園公益事業）から研究許可
を取得しなければならない。 

 

    
III-(3) 契約締結にかかった時間    
III-(4) 契約の主な条項    
III-(5)-1 契約の長所    
III-(5)-2 契約の画期的な点    
III-(6)-1 契約の短所    
III-(6)-2 契約の問題点    
III-(7) 今後の課題    
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III-(7) その他の契約関連事項  Institute for the Conservation of Tropical Environments 
(ICTE)は、17 年間、マダガスカルにおいてマダガス
カルの役人および現地の代々の長と契約に関して交
渉を行なってきた実績がある。この実績に基づき、
許可を取得し、マダガスカル現地のロジスティクの
支援を行なうつもりである。. 
マダガスカルにおける研究許可の要件は、

ANGAP(国立保護地区管理協会)（National Association 
for the Management of Protected Areas）、水資源森林部
（Department of Water and Forests(DEF)）および高等
教育省（Ministry of Higher Education）の代表者で構
成される委員会 (CAFÉ/CORE)の管轄下にある。委員
会(CAFÉ/CORE)は、マダガスカルにおいてのマダガ
スカル人と研究者の関係を相互恩恵の一つとしてと
らえている。研究者は、マダガスカルへのアクセス
という恩典を得、マダガスカルの人々は研究の成果
および研究者からの科学教育・研修の恩恵を受ける。 
これらの利益を求めて、CAFÉ/CORE委員会は、マ

ダガスカルにいる外国研究者に対してさまざまな要
件を規定している。ICTEは、誠心誠意にこれらの要
件を支持し、研究者がこれらの要件を満たすように、
研究者と密接に連携している。  

 
下記の要件は審議し、ANGAPに提出する研究企画

書の作成の際にも考慮しなければならない。ANGAP
は、研究者が要件の一つでも満たさない場合は、研
究許可の更新または新規の研究許可の発行を行なわ
ない： 
1. 外国の研究者はマダガスカルにいる間に、現地の
学生を支援し、教育しなければならない。 

2. すべての研究者は、パスポート、ビザおよび研究
許可を提示し、研究について話し合うために、現
地の政府当局へ儀礼訪問を行なわなければなら
ない。 

3. 研究者は、マダガスカルを出国する際は、その出
国前に、研究成果を報告し、書面の出国報告書を
提出するために、調査地およびアンタナナリボの
ANGAP代表者に会わなければならない。 

4. 最終報告書は、マダガスカル出国後 6-8ヶ月以内
に ANGAPへ提出しなければならない。 

5. いかなる出版物も、その写しを 5部、ANGAPに
提出しなければならない。 
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IVIVIVIV 成果成果成果成果 
 中央アジア G（ウズベキスタン・キルギスタン） マダガスカル G パナマ G 
IV-(1) Drug Discovery Efforts    

IV-(2) Drug Discovery 
Results 

   

IV -(3) 備考    

 
 
 
VVVV アクセスと利益配分の方式アクセスと利益配分の方式アクセスと利益配分の方式アクセスと利益配分の方式 
V-(1) アクセスに関して 

 中央アジア G（ウズベキスタン・キルギスタン） マダガスカル G パナマ G 
V-(1)-1 アクセスの契約方法  動物を捕獲、または生体学的試料を収集する予定があ

る場合は、水資源森林部（DEF）が発行する収集許可
を取得しなければならない。 
これらの許可を取得する作業は、マダガスカルに研究
企画書が到着してから少なくとも 2、3ヶ月はかかる。
許可は 12 ヶ月有効で（研究許可は 6 ヶ月）、その後は
更新の必要がある。 

 

V-(1)-2 Governmental  水資源森林部 (DEF)  
V-(1)-3 Local    
V-(1)-4 問題点    
V-(1)-5 Proprietary Information    
V-(1)-6 その他  水資源森林部（DEF）は、マダガスカルから輸出する資

源に関しての輸出許可も発行している。 
 

 
 
V-(2) 利益配分に関して 

 中央アジア G（ウズベキスタン・キルギスタン） マダガスカル G パナマ G 
V-(2)-1 金銭面（ロイヤリティ）    

V-(2) -2 その他支払    
V-(2)-3 Fund    
V-(2)-4 Training (Capacity Building)    

V-(2)-5 Infrastructure (Capacity Building)    
V-(2)-6 Information Management （データベース）
(Capacity Building) 

   

V-(2)-7 Collaboration (Capacity Building)    
V-(2)-8-1 Research on diseases or regions that are 
important to the host country(Priority Research) 
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V-(2)-8-2 Specimen collection and identification 
(Priority Research) 

 創薬・生物多様性プログラムにおける最初の創
薬研究は、伝統的な鎮咳薬および抗マラリア成
分を含むと思われる植物に焦点をあてる。 

 

 
 
VIVIVIVI教訓教訓教訓教訓 

 中央アジア G（ウズベキスタン・キルギスタン） マダガスカル G パナマ G 
    

 
 
VII その他の重要事項その他の重要事項その他の重要事項その他の重要事項 

 中央アジア G（ウズベキスタン・キルギスタン） マダガスカル G パナマ G 
VII-(1) Background of Biodiversity conservation 
(and Economic Development) 

 Wright博士は、国際的に高い評価を受けている
人類学者である。1986年、Wright博士は同僚と
ともにキツネザル、ゴールデンバンブーリーマー
（キンイロキツネザル）を発見した。この発見は、
1991 年の Ranomafana 国立公園の設立に至っ
た。この公園は、全面積 43,500ヘクタールで、
マダガスカルで 3番目に設立された公園である。
1987年以来、Ranomafana国立公園は、現地の
動植物の保護と保全および周辺地域の農村開発、
教育、および医療サービス振興に注目した保護・
発展統合プロジェクトの対象地とされている.  
絶賛された2001年の映画ドキュメンタリー「Me 
and Isaac Newton」の中で、Wright博士は、現
在のトップ科学者 7 人のうちの 1 人となってい
る。 
 
世界的に有名な化学者、Ojima 博士は、抗がん
剤およびその他の医薬品の研究支援により、科学
技術局および学術研究局（NYSTAR）より
Faculty Development Program award を受賞
している。大学の生物化学・創薬機関（Stony 
Brook’s Institute of Chemical Biologiy and 
Drug Discovery）は、長年、アメリカ国立衛生
研究所（NIH）と国家科学財団（NCF）の支援
を受けて、疾患の分子基盤、 治療法の研究の理
解に焦点を当ており、また、医療に役立つ生体活
性化合物の設計、および構造活性相関解析に構造
活動の関係に注力している。 

 

VII-(2) Activity of Biodiversity conservation (and 
Economic Development) 
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VIII 
 中央アジア G（ウズベキスタン・キルギスタン） マダガスカル G パナマ G 
サンプル収集上の選定基準    
その他基準    

 
その他 hite Point Systems, Inc.は、アメリカ国立衛生研究所（NIH）およびフォガティインターナショナルセンター（FIC）より、$22億 3千万（基金）の委託を受け、ICBGプログラム用にグローバル
データセンター（DGC）を設立し、監督する契約を締結したと公表した。この 6年間の契約は、情報技術支援の提供・ICBG統合関連データベース使用の簡易化、FIC用世界データセットの維持と顧客の
報告による管理支援の提供、および ICBGのトピック、ツールおよびプロジェクトに役立つサイトへのリンク等を網羅する公的ウェブサイトの作成を目的としている。White Point Systemsが開発し、産
業基準となっている NAPIS技術が統合関連データベースの使用簡易化に用いられる。 
 
NPAISデータベースのソフトウェアは、その他の地理的、科学的、分析的な情報管理システムを統合したラボラトリー情報管理システム（LIMS）を使用している。このシステムは、バイオアセイによる
単離とバイオアセイの結果を結びつけるプロセスを用いて、天然物サンプルを追跡する。NPAIS技術を利用した体制や高速分析は、天然物の研究者にスピードが要求される創薬の世界での競争についてい
くための手助けとなっている。NAPISは、モジュール方式で、計測可能かつ安全である。 
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第第第第２２２２章章章章    契約形態と利益配分方式の分析契約形態と利益配分方式の分析契約形態と利益配分方式の分析契約形態と利益配分方式の分析    
 
プロジェクトごとに、契約形態、利益配分等について、可能な限り詳細に調査すると共に、比

較分析を行う。 
 
１．スリナム・グループ１．スリナム・グループ１．スリナム・グループ１．スリナム・グループ    

(1)(1)(1)(1)契約形態契約形態契約形態契約形態    

①契約の経緯 
当初、注目された ICBGプログラムの主旨は、生物多様性についてのリオ協定での原理を実践
に盛り込むことであり、またこれには参加した全ての集団間で協議された“研究協定”が必要で

あった。 
この協定が進展することは、いくつかの原因に対する挑戦であった。一つ目の原因は、このよ

うに例のないものは、ある契約の当事者によって事前に協議されていたということである。二つ

目の理由は、その契約者は全く異なる観点やアプローチから端を発したものであるということで

あった。三つ目の理由は、その研究自体の複雑さにあった。 
例えば、どのようにしたら“この植物は伝染病を治す”ということと、抗ガン剤を任意に採集

された植物から分離された合成物と、わずかに(しかし明確に)関係する適切かつ公正に民族の治療
者がいった“この植物は伝染病を治す”ということに対し、十分な利益を識別することが可能で

あるか、そして一方で、任意に採集された植物から分離された合成物とわずかではあるが明確に

関係している人工の合成物が、どこで新たな抗ガン剤が開発されたかということ。 
結局、NIH は署名された協定が適所になければならないというデッドラインを規定したので、

協定を深めるための時間的なプレッシャーがあった。企業から出される協定というのは良いこと

であるが、文書が不完全であった。 
 
②契約の名称 

Research Agreement 
 
③基本契約の形式 

dual contract 
 
④契約の画期的な点 
スリナムの森林部族資金の形成 

(創薬による前払い報酬と未来のロイヤルティは、スリナム固有の及びMaroonコミュニティーに
支払われるメカニズム) 
 
⑤契約の問題点 
・いかなる組織にも、事前に交渉されていなかった。 
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・組織が非常に異なった見地から集まってきた。 
・非常に複雑な作業；部族の治療者が、伝染病を治す植物という仮説に対して、どのように 適
正なロイヤルティを見出すのか。抗がん剤が、それから分離され、一方で化学合成物質から、

新しい抗がん剤が発見されたケースである。 
・NIHが署名した協定が実施されなければならなかった締め切り期限を明記していたときから、
協定を進める実際のプレッシャー。 

 
⑥今後の課題 
・少なくとも６カ月が、類似の複雑さのために、協定準備期間として割り当てられる(グループ
メンバーの間の異なった展望) 
・初期の段階でそれらの議論ができる適切な政府代表者を取り込みなさい。 
・製薬パートナーによって、前払いや出来高払いへの若干の準備が、研究協定に盛り込まれる

べきである。 
 
(2) (2) (2) (2) 利益配分方式利益配分方式利益配分方式利益配分方式    

①利益配分の問題－メリットとデメリット 
メリットしては、スリナム共和国に、体系的なロイヤリティ支払規定を確立したことである。

すなわち実際の支払いは（伝統的知識およびランダムな収集）によって得られた抽出物のタイプ

や、発見された創薬の化合物の性質に基づく。 
ロイヤリティ率は、実際に薬に使用される天然化合物の場合は高く、天然物の前駆物質／天然

物由来前駆物質をもとに設計された合成化合物の場合は低い。それはまた民族の治療者は、特許

の考案者、またはその協力者になり得るということを認めたことである。 
デメリットとしては、ある団体による安全性の問題から、最後には調査の邪魔になる抽出物の

ための扱いづらいコード変換が必要であったことである。最終的に、この後者の問題点は以下の

説明にもあるように、解決はされたが、とくその協定は BMS によって作られた発見方法に対す
る画期的な支払い方法や競争の最前線の分野においては弱かった。 
 
②植物採集認可 

2 番目の法律の検討材料は、植物採集認可についてであった。リオでの生物多様性に関する協
定では次のように述べられている。“遺伝資源の利用を決定する権利は政府にある”この宣言は十

分明確であり、また協定との関連で素晴らしい意義を生み出す。 
しかしながら、それはインパクトに欠け、スリナム共和国のような国の内部では、森林居住民

族(原住民、もしくはマルーンのどちらかがこの場合に当てはまるかもしれないが)、そこに数百年、
そうでなければ数千年もの間住み続けているので、彼らは森林に対して主張できるのは確かであ

る。 
実際、我々の植物採集プログラムは二つの異なる権利が必要であった：一つはパラマリボ(スリ
ナムの首都)の中央政府によるもの、またもう一つは採集エリアの周辺の森林を管理している森林
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居住民族によるものである。 
どちらの承認も得るための交渉には多くの月日を要した。森林居住民族の場合、我々はサラマ

カ民族が居住している中央スリナム地域において仕事をすることにした。交渉はスリナム川沿岸

の村に住んでいる 17,000人以上の原住民の代表として、サラマカ民族の大酋長である Granman
と共に開始された：彼の家は Asindopoの村にあった。 
第一に、Granman と CI スタッフとの間の同意書は、CI とサラマカの人々との間に存在する

信頼関係を具体化したものである。その同意書では、Granmanが CIに対してサラマカの人々と
協力して、民族植物学の研究を始めることを承認するものであった。 
この同意は、CIがプロジェクトの遂行において、サラマカの人々への利益を表すだろうという
条件で与えられたものであった。 
またその同意書では、CBDの要求に応じた 15項目の状況をよく説明して、相手の同意を得る(イ

ンフォームド・コンセント)事に基づいた、サラマカ/マルーンと CI間の関係の基盤も定めた。 
サラマカ人の承諾更新は、部族の代理人により形式的な話合いによって定期的に成された。プ

ロジェクトを始める上で最初の同意を得るために CIはその研究プロジェクトの目的、必要事項、
潜在的利益、関係者の意図を説明し、同時に植物の採集探査を始める前に参加しているシャーマ

ンから得たインフォームド・コンセントを確認した。 
このようにして同意を得たことがよかったため、最近もう 5年間更新された。 

 
③植物採集認可の問題点 
植物採集の許可を得る上での問題は、生物的資源の保護において国家政策が不十分であったり、

スリナム国家関係者の認識を的確に高めることに失敗しているために、進み具合が遅いという点

である。 
こうした理由のため、CIは仕事上、スリナム国家関係者を十分なパートナーと見なしておらず、
最初の承諾は、プロジェクトが始まって 1年経っても問題視されなかった。CIが政府間の関係改
善を模索し始めてから今に至って、ようやく相互理解が深まってきている。 
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２．ペルー・グループ２．ペルー・グループ２．ペルー・グループ２．ペルー・グループ    

(1)(1)(1)(1)契約形態契約形態契約形態契約形態    

①契約の名称 
 Collaborative Agreement 
 
②基本契約の形式 
 “wheel-triangle” relationships  
 他の人から有効性についての確認が非常に重要であることを含む、バイオ材料を使用のすべて

の局面に関して、詳細かつ主要な民族医学的情報を得ること。 最後に、固有あるいはその他の人々
の持つ貴重な知識を共有するためには、協定を結ばなくてはならない。 
 
③共同合意 
 極めて重要であるが、しばしば戦略が軽視され、他人によって効果の確定がなされることを含

め、生物学的材料の利用に関して重要な民族医学情報を入手できないことがある。 
 この確定では、異なる民族間で同様の方法で同じものを用いていることを意味しているのかも

しれないし、医者や治療師、クランデロらが、治療過程に気付いたのかもしれない。医学治療、

植物標本集の事実証明のために用いられる生物学的材料と共に、そのようなデータは、民族医学

情報と関連する戦略の基礎となる。倫理的、実用的、法的な理由のため、これらの分野の研究を

完結する上で、原住民や他の人々ととの重要知識の共有に向けて取り決めがなされなければなら

ない。 
 それゆえ我々は無形の財産や知識、有形財産や生物学材料の両方は、直接的、間接的に情報に

寄与する個人によって提供されるということを認識しなければならない。しかし誰の知識が与え

られるのだろうか。 
 独特なデータを提供しているのは、単に個人の情報提供者なのであろうか、共同体や地域、部

族やそれ以上の集合体での通常の知識は情報というのであろうか、また情報提供者の家族または

訓練されたような個人に制限されるのであろうか。 
 同様に個人の所有者の生物学材料は、共同体、部族の所有物となるのであろうか、単に国家の

遺伝資源なのであろうか。適切な同意がなされる前に、また民族植物学の研究が始まる前に、こ

れらの重要な質問には説明が必要である。 
 我々は 1996 年に ICBG-ペループロジェクトの一部として“新しい薬剤に関するペルーの医学
的植物資源”という一連の取り決めを行った。願わくは、これらの取り決めは、あらゆる場所で

の交渉のため原住民との協同体に関するモデルとして役立つだろう。 
 その取り決めはワシントン大学、ICBG 助成を 5 年間受給する地域、3 つのタイプの機関や組
織の間で成された。3 つのタイプというのは：リマの 2 つの大学、ペルー北部の原住民のアグル
ナ一族、あとアメリカの企業 G.D Searle & Co. である。取り決めはすべてに相互接続している。 
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④協定の骨子 
a. 特許オプションや特許オプション修正案の協定では、医薬品に対する特許権使用料の率や、こ
れらの料金はどのように分けるかを決定し、ワシントン大学（WU）とサール間の相互関係の元
となった。 
b. 収集プログラムに関する生物学収集協定の概要では、収集プログラムに誰が関与しており、ど
んな状況下で、どこで収集を行うことができ、どれだけの年間手数料が企業からアグルナの組織

へ提供されるのかが取り決められた。この協定は大学とアグルナ民族間での主要な取り決めであ

る。 
c. 特許協定のノウハウでは企業からアグルナ一族への年間の特許手数料が掲載され、一方アグル
ナの知識は抽出やスクリーニングプログラムで利用されている；それはまた企業から支払われる

画期的な報酬として確立された。これらはアメリカ企業と地元グループ間の独特な協定であった。 
d. 歴史的天然物の博物館とサンマルコスの国際属官大学（USM）の協定ではその分野でのプロ
グラム、目録、保存、生態学研究、標本の保護・管理の概要をWUを通じて決定した。このUSM
と WU 間の下請け契約は#５に応用され、助成や研究室由来の研究が増加することにより途中で
フィールド研究が緩和されたときなどを例として予算や研究の重要性を考慮し 1 年毎に改定され
た。 
e. Universidad Peruana Cayetano Heredia（UPCH）協定ではWU を通じ植物抽出プログラム、
特異的な病気の機能分析について述べられている。 
 
⑤協定の重要な点 
 これらの協定のなかでいくつかの重要点を記述する。 
 地元民の権利を尊重し研究団体は、はっきりとアグルナ民族による薬効植物の知識(ノウハウ)
についての所有権を認め、かれらの知識は文化遺産であると表し、それらは現在ばかりでなく将

来人々に役立つよう賢明に、責任をもって利用された。 
 薬効植物についての情報は、インフォームド・コンセントや信用を得て自発的に受け入れられ

た。そのようなデータは生物学的、科学的実験に従って価値が証明されるべきであり、本来の知

識の所有やそれに続く研究は、適切な特許のファイリングにより保護されるであろう。これらの

特許は考案者であるアグルナに関わってくるであろう。 
 協定の一部でアグルナは、具体的な形のある資源という面から、所有権とペルーの歴史的遺産

を認めた。例えば、それには科学的な目的でペルーにおいて研究者によって収集された遺伝的材

料がある。 
 彼らは事実証明をする収集物は、国際収納庫で半永久的に保存し、治療に役立て、非商業的な

目的で研究を行う上でその必要性を認めた。しかしながら商業利用に対する抽出化合物を目的と

して入手された収集物は、ICBG助成の受領者としてWUに対する信用があり、所有権を手放さ
ない限りはアグルナの所有物である。 
 指定された地域においての植物種集活動では、薬効植物種の群生や原住民による薬効植物の供

給や利用が、危険にさらされることはないことを保証している。薬効植物や既に有効に利用され
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ている植物の保護のために、またそこの住民に対する資源維持のために、さらに森林再生のプロ

グラムが始まるであろう。 
    

(2) (2) (2) (2) 利益配分方式利益配分方式利益配分方式利益配分方式    

①商業的利用への保証金 
 植物収集、研究、開発やプログラムの商業利用に対する保証金という特別な枠は、協同研究者

や機関、アグルナ族の承諾を得ることができた。今のところ植物収集やノウハウの手数料などの

年間報酬は、企業によってアグルナに提供されており、これは ICBG助成期間引き続き行われる。 
 記憶に対する給付金は、収集の必要性に応じて交渉が行われた。さらにノウハウに対する手数

料は ICBGの助成が終了しても、抽出物や分留の研究が行われている限りは、アグルナに支払わ
れ続けることになる。 
 研究や開発によって利用価値のある製品が創られることで、アグルナは画期的な報酬を得られ

る。商業製品が一般に利用できるよう売り出されると、売上高に基づいて特許使用料が企業から

支払われることになり、活性や発見が大学によってその相関を証明されると報酬率は上がること

になる。報酬率は、たいてい 3 つの大学や協力しているアグルナ族間で均等に分けられ、ペルー
にとって収入が 75%を下回ることはなかった。 
 法表示はこれらの同意を導く交渉上では、基本的に必要である。全ての参加団体はその点を詳

細に書き表されることや、最終的に協定に同意する必要性を説き、インフォームド・コンセント

による決定や知的財産、補償金、評価、他の様々な取り決めに同意した。 
 
②サンプル利用協定 
 専門的な関心のある多数の研究室と共に材料運搬の協定、同意文書やスクリーニングの協定が

確立された。これにより、特に抗感染薬として収集された植物をターゲットとし、民族医学的な

利用に関するスクリーニングの範囲を広げた。 
a. WU医学部、Daniel Goldberg：抗マラリアスクリーニングスクリーニング 
b. タフツ大学、Saul Tzipori：抗クリプトスポリジウムスクリーニング 
c. パロ・アルト医学基金、Fausto Araujo：抗トキソプラズマスクリーニング 
d. ルイジアナ州立大学、Scott Franzblau：実用的な抗結核スクリーニング 
e. コロラド州立大学、Michael Mcneil：機械的抗結核スクリーニング 
f. 国際ガン機関、Gordon Cragg, David Newman：抗ガンスクリーニング 
いくつかの付加的な同意は最終的な署名待ちである。 
 WU、UPCH、Searle による抽出物の選択的スクリーニングの結果はテーマ上の限りある文献
から得られたものと比較し、我々のモデルを利用した活性レベルに焦点をあてたコメントと供に

提供された。 
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３．コスタリカ・グループ３．コスタリカ・グループ３．コスタリカ・グループ３．コスタリカ・グループ    

(1)(1)(1)(1)契約形態契約形態契約形態契約形態    

①契約の名称 
 Consortium Contractual Agreement 
 
②基本契約の形式 
 “wheel-triangle” relationships  
 
③契約のフレームワーク 
 コスタリカの現在の国策および 20を越える法律および規定は、生物多様性所有権のための生物
資源に対するアクセス及び使用についてのフレームワークを決定している。それらの間では、森

林法 7174、国立公園貢献法 4465、天然資源及びエネルギー庁の設立法 7317、知的財産保護法
6867そして科学及び技術促進法 7169が、このフレームワークの鍵となる要素を含んでいる。 
 1998年 4月、以下の生物多様性保護についての通達とガイドラインである生物多様性法 7788
をコスタリカが承認した。これらの法律は、先のインフォームド・コンセントを通じ、承認に基

づいたサンプリングのための規定を含んでいる。 
 それらはまた、州が保有する保護された荒れ地や私有地における生物多様性登録簿や生物調査、

そして生物多様性保護や運営のために制度上の開発や協力を認めるといった、基本方針のフレー

ムワークも形成している。 
 野生動物保護法および生物多様性法によると、保護地域において発見された生物資源を用いた

特殊なプロジェクトは政府の承認のシステムによって規定されている。荒野資源へのアクセス権

を得たいと望んでいる全ての調査員たちは、最初に調査を実際に行う保護地域から署名を得なけ

ればならない。 
 一度許可が得られたら、ホストとしている保護地域によって許可された証書と共に、調査員は、

完成した調査登録書をMINAEの野生生物機関に提出する。 
 コスタリカ ICBGの目的で、INBio共同プログラムは、野生生物機関に承認文書を提出し、ま
た証書は、INBio-MINAE の共同承認フレームワーク内で許可された。場所とプロセスの収集に
ついての取り締まりを規定することは、保護地域の責務である。 
 
④コンソーシアムの契約協定 
 この ICBGの参加者間に、先の広範囲で科学的な相互作用があった。 
 1992年 9月 24～25日、Jon Clardy、Terence Doyle、Thomas Eisner、Athulla Attygalle、
Ana Sittenfeld、Giselle Tamayo、Daniel Janzen、Winifred Hallwachs、Herrold Meinwaldは、
この ICBGの創設を計画するためにコーネルで会議を行った。 
 また、この会合には当時コーネル調査機関の代表であり、特許及びマーケティング部門の重役

であったWalter H.Haeusslerも出席し、知的財産の保護について議論を交わした。 
 INBio共同プログラムは、特別なユーザーへのサンプルの流通を生み出した：コーネル、UCR、
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BMSそして工場内での抗菌薬に対するスクリーンである。 
 過去数年以内のプロジェクトでは、少量のサンプルが、WRAIRやNCIに搬送された。これら
のユーザーの一部は、ICBGのサンプルから特許性のある化合物を開発している可能性がある。 
 INBioのアプローチは、各団体に対し個別の協定を持たせることであった(以下の記述)。その条
件や共有された利益は、INBio が他のパートナーと共に使用していたものと同じ分配プロセスに
影響を与えた。 
 ICBG のために、INBio とそのパートナー達は、最初に科学的な問題および作業計画をまとめ
た。その後、我々は広くビジネス問題を定義し、後に法的フレームワーク内にそれらを位置付け

た。 
 INBio 協会が必要としている、保護された地域を支援するための収入の発生、保護運営活動及
び地域開発というものは、印税と同様に直接的に貢献している。処理技術の転送や補償された将

来の利益分配は、この ICBGにおけるプログラム提携者間の研究交渉の一部であった。 
 サンプリングは、ACGを破損しないように組み立てられた。印税の適切な割合は、他の産業先
例に基づいて規定された。先進国経営コンサルタントを伴うコスタリカから一組の制度上の代表、

および環境上の弁護士、そして無料弁護士は、この ICBGの産業パートナーとの契約上の処理開
発において非常に有効だった。 
 
⑤契約の長所 
 制度上の代表者、コスタリカから環境保護弁護士、先進国の経営コンサルタント、プロの企業

弁護士をペアにすることは、ICBGにおける企業パートナーとの契約の取り決めをする上で、大い

に効率的であった。 
 
(2) (2) (2) (2) 利益配分方式利益配分方式利益配分方式利益配分方式    

 －INBio-MINAE(formerly MIRENEM)－ 
 MINAEと INBioの全体にわたる協定は、国際保護地域からサンプリングに対して法的な基礎
を提供し、また共同研究活動に起因する、金融利益の共有を確立している。それは、1992年 5月
のMINAEと共に調停され、1997年に更新された。 
 その協定は、政府の国立公園資金が、すべての産業研究予算の 10%、および生物調査する共同
研究活動の結果 INBioに生じる、実現されたすべての金銭的利益(印税、マイルストンペイメント、
あるいはライセンス料)の 50%を受け取るだろうと述べている。 
 直接的な生物調査から保護地域への金融利益分配の返還を通じて、INBio は、中心となる任務
の一部を遂行した。最近承認された 1998年の生物多様性法は、1992年から INBio-MINAE協定
によって設立された利益分配条件を組み込んでいる。 
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４．アフリカ・グループ４．アフリカ・グループ４．アフリカ・グループ４．アフリカ・グループ    

(1)(1)(1)(1)契約形態契約形態契約形態契約形態    

①基本契約の形式 

 dual contract 

 

②今後の課題 

 サンプルへの支払いは、ケースバイケースで決定される。 
 追跡研究のための植物サンプルが大量に必要とされる場合、許可を受けた者は、サンプルが持

続可能な方法で集められ、環境への影響評価を行い、その植物が採り過ぎによる悪影響がないこ

とを書面で提出する。 

 

(2) (2) (2) (2) 利益配分方式利益配分方式利益配分方式利益配分方式    

①利益配分計画 
 ICBG は、数年の様々なパートナーへの利点の範囲を伝えることを目指した。意図した目標グ
ループに達するために利点を伝えることは、非常に困難な仕事であると分かった。それは利益を

共有する計画の中で次の質問に取り組むために最初に必要になった：誰が利益を得なければなら

ないか。それらはどのように利益を得なければならないか。それらはいつ利益を得なければなら

ないか。 
 現代文学の中で、および擁護グループ中に表現された見解に反して、これらの問題に取り組ま

ずに、公平で公正な利益共有計画を行うことは可能ではない。議論と交渉のプロセスが、利益の

性質および分配の詳細な会計を決定することが要求されるのは避けられないが、広範囲のパラメ

ーターは最初から概略を述べることができ、またそれは我々が次の議論で行おうとしたものであ

る。 
 しかしながらこの種の学際的、多重制度上のプログラムによって提供される最も著しい利益の

多くが明らかにほとんどないことに注目することは重要であり、最も日常的な考え方において、

それらは確かにほとんど注意を要さないものであった。 
我々は、例えば、非公式の交換を通じて開発途上のキャパシティー、および専門知識中の、人

間および制度上の関係の役割を数値で表すことが、困難なものを引用する。これは、共同開発者

の拡張したネットワークの資金、出版物および文学へのアクセス、潜在的な企業共同者およびそ

の考えによって明示されるかもしれない。 
 補償は年金基金積立機関の目的および目的に忠実であったが、相手国に対し利益を直ちに、そ

して長い時間上持続可能な方法での両方を保証する戦略が開発されていた。私たちの補償計画は、

決して実現しないであろう、あるいはせいぜい発見の 8～10年後に実現する、大きなロイヤルテ
ィの見込みではなく、薬発見のプロセスから最大の利益を引き出すことに基づいていた。 
 利益は 2 つのカテゴリーに分類されている：即時のものは、プロジェクトの研究開発過程を行
うプロセスの利益から発生する。例えばインフラストラクチュア建物、サンプルを提供された設

備、トレーニングなどである。長期的なものは、プロジェクト(例えばロイヤルティ)のポスト開発
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か製品ライセンス過程から発生する。 
 
②補償の形態 
a.短期的直接的補償-個人やコミュニティーへの収集フィー 
 植物は、地域コミュニティーと支払いから直接集められ、また補償は 3 つのモードで構成され
ている。第一に、少ない現金支払は報告者/収集者に対して行われる。第二に、コミュニティーは
彼らの開発事業で支援され、そして第三に、民族植物学チームの医学メンバーは地方の治療者と

相談し、もし要求されればボランティアの医学の援助を提供する。 
 
b.長期的利益-ロイヤルティ支払い 
 この ICBGの下で提供される鉛板のうちのどれからでも、開発されていた薬の許可に由来した
ロイヤルティは、報告者/採集者とコミュニティーおよび科学的な発明者の間で分配されるだろう。 
 この分配における資源国科学者の役割は、本質的に ICBGと治療者の間の接触を促進すること
であり、問屋またはブローカーとしてではない。彼らは、薬の開発に知的に寄与し、先進国のそ

れらの共同者と同じ分類の中で考慮されるだろう。 
 製品が由来するコミュニティーのメンバーとしての利益の下でも、このカテゴリー(彼の貢献の
範囲に依存して)の下でも、従来の治療者か報告者が利益を得ると予想される。個々の報告者は、
さらに容積再収集物から利益を得るだろう。 
 
その利益は以下のように述べられている： 
 発明のライセンスから生成されたすべてのロイヤルティ、および他の考察の 20%は、それらの
相対的な貢献、および各場合でのその発明者への保証として最低 15%を受け取ることを考慮に入
れて、発明に知的に寄与する党の間で公平に分配されるだろう。 
 ある BDCPに対するあらゆるロイヤルティ収入および他の考察の 50%は、もっぱらナイジェリ
アとカメルーンで、生物多様性保存に関係のある持続可能な経済開発を促進することを目指した

プログラムプロジェクトのために使用した。これらの利益を分配するために、計画を共有する補

償および利益で概説されるように、無所属派信託基金が確立された。 
 あらゆるロイヤルティ収入および他の考察の 30%は、さらに開発途上国の研究が行われていた
疾病について取り組むために、ウォルター・リードで基礎が作られた熱帯病薬開発計画に寄贈さ

れるだろう。 
 次の一般的な法則は、ナイジェリアとカメルーン内の ICBGパートナーに生じる利益の数回の
議論後に届いた。結果は、部外者によって識別されたマトリックスから利益が選ばれ、外部から

書き取らせたということである。この議論は決して完了しておらず、また利益共有は絶えず発展

する部分になるだろう。 
 
③利益配分計画の一般理念 
 出所国の機関への補償の準備、およびロイヤルティの配分は、次の法則が厳守されることを保
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証するために公式化された： 
a. 利益の分配は、経済的便益が個人、田舎のコミュニティーおよび地方の機関に賠償するために
行なわれた準備で、出所プラントが見つけられたエリアへ溝があることを保証する。その様相は

現金が最も適切な利益ではないかもしれないという事実を考慮して、個々の状 
況を解決するために選択されるだろう。 
b. このプロジェクトから生成された収入は、田舎のコミュニティーのエコノミック・ウェルビー
イングのためにも、生物多様性および薬開発の保存を促進するプロジェクトのためにも使用され

るだろう。 
c. 地域コミュニティーは、町協会、村頭および治療者の専門のギルドによって、それらの地点で
賠償金およびプロジェクトに関して、決定する権限を与えられるべきである。 
d. この ICBGのアフリカのメンバーは、すべての段階で、および薬開発プロセスのすべての面に
おいて複雑であり、またこの経験は、同様のベンチャーを今後独力で試みるそれらのキャパシテ

ィーを増強するだろう。我々の仕事は、製薬の鉛板として純粋な化学単離物を生成するだけでな

く、サイトメディシンを標準化する際に資源国を手助けしたり、伝統的な治療者に対する利益と

してそうした情報を戻すということが我々の希望である。すべての場合において、補償はケース

バイケースであるだろう。 
e. 薬の開発がこの ICBGの下の最も目に見える活動かもしれないが、同様の重要性は、このプロ
ジェクトの保存および経済の開発の様相にも与えられている。ICBG は、ナイジェリアとカメル
ーンでアメリカの科学者とそれらの同僚間の実行可能な科学的な協力を確立した。目標は資源国

の科学者が現在、そして将来にそれらのエリアの生物多様性を計画するそれらのキャパシティー

を強くするのを支援することである。 
f. 医薬の代理人として薬用植物およびそれに続く単離物の選別や識別およびその処理において知
的に貢献した全ての科学者および個人が適切に保証されるだろう。プラント用品を識別するのを

支援し、かつプラント選別過程で寄与した伝統的な治療者も保証されるだろう。 
g. 適切な認識は、治療代理人の開発に、すべての加担者の貢献に与えられるに違いない。プラン
トからの活性分子の発見に結びつく情報を提供した個人は、仕事から発生するすべての出版物お

よび特許で認められなければならない。資源化されたプラントからのコミュニティーは、出版物

および特許の出願で引用されるだろう。このプロジェクトのために採用された方法論は、専門家

からの情報により依存するようになり、また素人の人々からの情報の獲得は最小になるだろう。 
h. 利益の公正な分配の保証における必要な作業が、侵犯のための保護、およびモニタリングの道
具、そして技術的・法的なエキスパートの援助を利用するための帰属性やアイデアのラベリング

について包括していることを我々は認識している。知的所有権(特許、著作権、起源の商標、トレ
ード・シークレットおよび名称)を保護及び完成する慣習的・普遍的な適用可能な方法は、この
ICBGに適切ではないかもしれない。 
 それらの土地への個人の権利およびそれに由来した資源が、利益の割付けの中で尊重されてい

るかもしれない一方で、グループは、植物薬剤の特定の使用に関する情報が多くの場合個々の報

告者か治療者の排他的な特性ではないが、全コミュニティーか村が所有している CR の領域に属
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するという事実を知覚している。 
 これは、保管者として彼に任せられた情報を明らかにする任意の 1 人の能力に関して、倫理問
題を持ち出す。この関係を、彼らの私財および知識に権利で個人として扱われる専門の採集者の

基本的人権と比較検討しなければならない。 
 
④信託基金 
 主な業績は FIRD-TM のナイジェリアであげた。この信託基金の経営陣は、ICBG に完全に依
存しないが、その憲章の中ですなわち概説された目的、地元のコミュニティーの保存、薬開発お

よび社会経済的な安定のためのみ資金を処理する。 
 FIRD-TM は、従来の治療者の科学的な機関からの協会、政府高官、村会議の代表および技術

的なエキスパートのリーダーから無所属派理事会を構成している。従来の結束システムの優位は、

社会構造(それは FIRD-TMプロジェクトへのコミュニティー参加を保証する)を供給する。 
 このプロジェクト中に開発されていた薬の許可から生成されたロイヤルティの 50 パーセント
は、法的な信託基金によって分配されるだろう－GFH、それはこの目的のために確立されたもの
である。 
 管理の理事会は、アメリカ合衆国、カメルーンおよびナイジェリアの代表から成る。GFHは完
全に独立しているが、そのチャーターで概説された目的のためののみ資金を処理する。 
 この ICBG下のほとんどの仕事は、コミュニティー森林地帯で行なわれ、またロイヤルティ共
有は、これらの地方自治体会議エリアに制限されるだろう。各コミュニティーは、村結合か町協

会、村頭および治療者の専門のギルドの幹部から引き出された顧問の委員会を設立した。 
 補償や資金が提供されるべきプロジェクトに関して、優先事項を決定及び選択するのはこの村

委員会である。BDCPは過去にこの方法を用いてかなりの成功を遂げた。 
 遺伝資源へのアクセスに対する賠償金を決定する場合、短期の現金支払ではなくキャパシティ

ー建物に重点が置かれている我々の位置である。ナイジェリアとカメルーンは、サンプルを交換

する前に、彼らの資源に価値を加えることを努力するべきである。 
 目的は即時の補償のために交渉することではなく、関係機関の永続する関係を構築することで

ある。もし適切に計画されれば、生物学の資源は、持続可能な開発の実行可能な媒体になるだろ

う。 
 
⑤倫理上の問題と社会経済学的配慮 
 このプロジェクトで概説されたアプローチの重要な部分が、プロジェクトエリアに住んでいる

固有の開業医および現地人の人口から集められた知識の使用法を含んでいるので、このアプロー

チの本質的で巨大な倫理と経済問題の解決は重要なこととして考えられた。 
 これは、世界の異なる地域および、従来の社会の公共の資源として知覚されたものから個々の

資料および知的所有権を分けることについて特に試みることに対して複雑な、文化に特有の所有

権パターンを含んでいる。 
 ほとんどの生物多様性が権利消滅として適切に分類されるかもしれないものに属するところで、
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先のインフォームド・コンセント用の要求を、文化的環境内に試みなければならない。 
 上記の関係は、ここに概説されたプロジェクトのデザイン、およびさらに研究されうる疾病の

選択の中で考えられた。ステップは、相手国の利益およびプロジェクト・サイトの近くの地域コ

ミュニティーに、このプロジェクトに由来したロイヤルティが水路を開かれるだろうということ

を保証するために取られた。 
 これらの関係に取り組む普遍的に適用可能なモデルがない状態で、グループは、国民参加型発

展、環境上の維持能力および貧困緩和をアドレスする生物多様性からの利益の相互性および公正

な分配用のフレームワークを採用した。 
 機密情報が資源国や、特に資源国が ICBGのメンバーでなければ、従来の治療者によって提供
される前に、合意またはインフォームド・コンセントのドキュメンテーションは要求される。 
 オリジナルのサンプル収集の出所国から製造することと同様に、ライセンスは、すべて特許受

領者が研究開発のために、原料の将来の供給を得るように努力することを必要としている(「それ
は営利上実現可能な範囲までである」)。 
 サンプルに対する報酬は、ケースバイケースで決定される。プラント資料の大規模なサンプル

が続きの研究のために必要になる状況で、特許受領者は、資料が持続可能なやり方で集められた

という陳述書を提供し、また適切な場合において、環境アセスメントおよび(または)種の国勢調査
は委任されるか、あるいはプラントが過度に収穫することによって脅かされないことを保証する

ために指導された。 
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５．ラテンアメリカ・グループ５．ラテンアメリカ・グループ５．ラテンアメリカ・グループ５．ラテンアメリカ・グループ    

(1)(1)(1)(1)    契約形態契約形態契約形態契約形態    

①基本契約の形式 
 contract wheel 

 
②契約の長所 
 個別の協力者に特定の関心を払い、そして協定を前へ動かすための能力が、決まった場所にあ

った。 全体的に、共有された哲学は、我々が経験を積むに連れて、柔軟であり、協定を調整する

ことができるようにした。 
a. 機密性 
 機密性の高い書類は、本質的に必要なとき使用された（個々の国での種の名前や場所などのデ

ータベースへのアクセスは、アリゾナ大学に限定されていた） 
b. 機密性と公表の間の対立 
 ・ホスト国からの植物に関する生化学的データは、情報源国の同意によって公表されることに

同意した。 
 ・アリゾナ大学が、公表を再検討するために、準備された提出された原稿に基づく暫定的な特

許出願書をファイルするシステム(暫定的な特許出願書が、公開されるまでに最大 1年間、可能

な限り遅く提出される。アカデミー会員が結果を発表する必要がある間、コマーシャルパート

ナーは財産権を守る必要がある。) 

 
③契約の問題点 
 保護と持続可能な農業プログラムを意図した補償を定義することの困難さ。アリゾナからその

国のためのプライオリティを判断するという最初の試みがつまずいた。そのために、ICBGがプロ

ジェクトの不可欠な部分として、これらの保護と 持続可能な農業問題の研究のために提供する方

法として、実際の計画と実行は、収集した国から ICBG関係者を通してである。 
 
④契約の協議 
 ICBG のメンバーの連携がうまく行ったのは、様々な分野の参加者の詳細にわたる同意があっ
たからである。それは範囲の決まった仕事や財政支援の公約、材料の所有権、特許や将来財政的

に利益が生まれた際の分配などである。 
 最初のプロジェクト(1993-1998)には 8つの団体があった。全ての参加団体の要求を時期にかな
った方法で一つにするのは実現可能ではなかったので、アリゾナ大(正式には the Arizona Board 
of Regents on behalf of The University Arizona)は、共同体の同意に基づいて、下請け業者へ仕
事を振り分ける、主要な請負業者として指名された。 
 このデザインはアリゾナ大が車輪の中心となり輪止め(スポーク)の位置にある共同研究機関で
あり、それぞれへ仕事を受け渡していくことに似ている。これにより 7 つの共同研究機関は、う
まく合わせていかねばならなかった。この構造で研究を行っていくことは全てのそれぞれの意見
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を他と確実に一致させるために必要不可欠であった。利点は各参加者独自での特別な関心事を解

決したり、同意のある場所から一旦中心へ持ってくることができることであった。 
 2 通り上での取り決めにより、アリゾナ大学や共同研究機関の仕事の責任範囲や許可に対する
責任や状況をよく説明して相手の同意を得たり、データ収集や保管、考案の所有権、機密性、財

政支援、バイオアセイ・スクリーニング、レポート、収集した地域での植物生体活性の農業資源

を持続的に定着させることの責任、参加団体に対する著作権使用料の収集や配分などについて明

確にされた。 
 これらの取り決めが最初になされた 1993 年、生物調査の共同研究機関では理にかない、公平
な報酬システムに対するモデルは未だ開発途上であった。我々は知的財産法や伝統的なライセン

ス専門用語、条件についてはアメリカに依存しており、全体の過程に対し公正で適正な保証金に

ついて解決するための契約を協議した。 
 
⑤協定の認可 
 アメリカでは特許法の専門用語や長年の事例があることによりより、特に薬学の分野で発達し

た特許システムを所有しているので、ICBG の元で開発された多数の発明は、はじめアメリカに
提出され、共同体間に現在存在する協定に従って認可された。 
 これらの協定は、我々の通商パートナーの AHP(American Home Products Corporation)に対
し排他的な特権として生物活性の先導、公開に関する使用許可などを決定するために与えられた。

もし AHP がライセンスとして選択したならば、ライセンスを望む国々で決定することができる
が、ライセンスを所有している国々において、特許全ての準備、実行、維持費に対し、アリゾナ

大学が補償の責任を負うことになる。 
 AHPがライセンスを選択しなかったならば、主催国の各共同体が参加する協議において、アリ
ゾナ大学は保護やライセンス考案を慎重に行わなくてはならないだろう。 
 インベンターシップ(（Inventorship）は、アメリカの特許法によって決定され、発明された場
所や、時期における雇用契約によって所有権が作られた。特定の国からの情報に関する特許の適

用は、アルゼンチンを例外として、その国で最小限にファイルされるが、薬学上の特許は未だ認

識されていない。 
 
⑥契約更新と合併問題 
 1998年、競争的な更新に関しこのプロジェクトが提示されている時、我々のアルゼンチンとチ
リの共同研究者は、最初の同意に付け加えいくつかを要求してきた。それらの変更点が、最初の

5 年で話し合われ、変更点は公平に組み込まれた。メキシコの共同研究者は、最初の同意交渉に
おける最大の関心事の解決に努めている間、新しい取り決めがまた相互になされた。 
 1998-2003年間の新しい取り決めは、American Home Products Corporationと共に実施する
という最も複雑な自体に遭遇した。1993年から 1998年の間、合併と買収の波が、医薬や農業ビ
ジネス界を襲った。 
 1993年、我々の商業パートナーは American Cyanamid Corporation(AC)であった。しかしな
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がら 1995年、ACは American Home Products Corporationによって買収され、ICBGの異なる
経営で着手されるため、第二段階として新しい交渉が必要となった。 
 さらに 1998年交渉更新が始まり、American Home ProductsとMonsantoとの合併話が出て
きた。American Home Products Corporationの弁護士は、提示された新しい取り決めに関し、
批評やコメントすることが出来なかったため、合併の話は直接プロジェクトに影響を及ぼした。 
 これらの合併やそれに引き続く再組織化は、他のグループによる吸収や排除により AHP グル
ープをこのプロジェクトのトップに押し上げることになったのかもしれないと関心が高まった。

幸いにも我々にとって、この合併について問題はなく、Monsantoとの合併もなかった。 
 
⑦契約と研究範囲 
 1998-2003年 ICBGは、収集エリアの植物に関連して生育している内向微生物などの研究にま
で手を広げていった。これまで我々は、再抽出が不可の植物抽出材料に対する分析のために AHP
へ輸送していた材料を制限していた。 
 その中には種や根、塊茎などがあったが、抽出するための植物繁殖は、テストする前に縮小さ

れていった。資源国への説明もなしに連鎖的に植物材料を大量に手に入れることのできる資源国

団体があり、それによって我々の心配事は軽減していった。 
 不幸にも微生物材料には同様に適用できず、法に従った新しい収集過程や材料のコントロール

の話し合いが必要となった。我々はスタートする手段としてNIH Universal Biological Materials 
Transfer Agreement(BMTA)を利用するつもりであった。 
 材料に対する全権利の所有者として、生物材料資源は、研究の範囲において同意をしていない

機関へは運搬せず、データや情報資源の運搬に対する責任を考え、受け取り側には手数料を課す

ことで一致した。受け取り側は、材料の天然生成物やその派生物を商品化するために材料を選ぶ

べきであり、そのようにしていくために受け取り側は適切な認可について交渉して行かねばなら

ない。この BMTAは ICBG機関の一部になり、ICBGの規約や状況に影響を受けることになるだ
ろう。 
 我々は AHP と植物収集共同研究者と連携して収集手順の開発について計画し、ベンチサイズ
のインキュベーターで増殖させ、多角的サンプルを生成して AHP へ運搬したり、資源国の参考
材料として、残りを保管するために分配した。 
 計画を成し遂げるため HP は各共同資源国において植物収集やインキュベーションワークショ
ップを実行するために、高いお金で技術のある専門化を雇って送り出すことに同意した。 
 我々は確立された研究モデルが、アリゾナ大学の ICBGのメンバーや同様な植物収集への取り
組みに興味がある人々の間で、将来の共同研究者への基盤になることを信じている。 
 
(2) (2) (2) (2) 利益配分方式利益配分方式利益配分方式利益配分方式    

①利益配分 
 ICBG プロジェクトの協定により、通常のライセンス専門用語を商業パートナー、収集家への
報酬分配に関する契約協定、適切な管理プログラムに組み合わせた。協定の言葉は Reidらによっ
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て出版されたものをモデルにしており、通常のスタートポイントとして財政支援機関によって推

奨された。 
 AHPはまた、現物支給での報酬として主催国の共同団体へ 12台の高性能なコンピューターを
提供したり、蔵書や書籍の出版するための資金援助を行ったり、資源国において無料で微生物の

標本集を提供したり、微生物手法のトレーニングを実施した。 
 他にも報酬は“収集家”、“発明”、“保管”の分け前として分配された。全ての命名された特許

の発明家を雇用している機関は、“発明”の分け前を平等に分け与えた(全報酬のうちの 45%)。 
 さらに機関による発明家への分配は既存の政策によって決定された。収集家は一般的に発明家

として認識されていなかったため、収集家は“収集家”の分け前(5%)を分け与えられ、残りは収
集国家の収集地域への保管資金として割り当てられた。 
 報奨金に関し最も決定が困難なのは、農業プログラムにおける保存や維持についてである。 
 アリゾナ大学の意見は、その国よりも優先的に決定され資源国の外部の国が、独自で厚かまし

くなってしまうという点である。アリゾナではこれらの動きによって最初の試みは失敗に終わっ

てしまった。それゆえ ICBGでは、プロジェクトの不可欠な一部として、これらの農業プログラ
ムにおける保存や維持の問題を研究する場を提供し、実際の企画や実施は採集国から、ICBG の
参加団体を通じて行われた。 
 ICGB グループの中の１つが、商業的に利用可能な医薬を発見し、開発する可能性が極めて低
いということを認識することは重要である。薬学研究やアメリカの製造業者は医薬として商業的

に認められ、公的に利用可能となった 5,000 種の化合物が合成・選別されたというデータを引き
合いに出している。 
 地元の治療医の知識により、ICBGグループの先導者達の成功率が高かったのかもしれないが、
可能性はかなり低い。それゆえ ICBGグループの実際の利点は、参加国間で確立された共同相互
作用であり、データベースは、プロジェクトや研究者のトレーニング、プログラムの活発なやり

とりの結果として開発された。 
 はじめの同意が成された時、生物探査の問題について、経験のある学術的な機関はなかった。

生物探査への関心が高まるにつれ、同定において全ての参加者に報酬がわたるふさわしいメカニ

ズムにより、各国内でのディスカッションやディベートの機会が増し、新奇材料の商品化や開発

が行われた。 
 ディベートでは様々な国で異なる地域、国家レベルで行われた。こういった経緯にも関わらず、

アリゾナ大やチリやアルゼンチンの研究機関の間における取り決めは、公平かつ早急に行われた。 
 
②情報公開と機密性 
 機密性と公表の対立は、もう一つの関心事であった。研究主要国からの植物に関する化学的、

生物学的データは資源国同意の下、公表されたほうが良いと認められた。さらに我々商業パート

ナーは、新しく生物活性の認められたものについて特許維持を確実にする必要性を説き、一方学

者は、その都度結果を公表する必要性を説いた。 
 この正反対の意見を管理するため、我々はアリゾナ大が原稿を基に一時的な特許の申請をファ
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イルし、同業者の論評に従うというシステムを開発した。一時的な特許申請はその譲渡を最大１

年かけてできるだけ遅く、しかし原稿が公表される前にファイルされたため、プロジェクトの研

究長と科学技術転送機関の間のタイミングが計られなければならなかった。 
 ゲラ刷りが著者から戻ってきた後、同業者論評誌は、コンピューター上において数時間以内で

行われるようになったため、この時間は現在、かなり短くなってきている。我々の商業パートナ

ーは特許を取得するために同様に 1年掛かっており、一時的な特許申請の利用は創案を守った。 
 企業が新しく生物活性が認められたものは商業的に潜在能力があるのか、十分な材料が得られ

るのかどうかを決定するために、仮特許は必要不可欠な付加分析を行う上で利用された。場合に

より、時期や他の制限要素によって、特許を入手できない時もあるが、他に応用することで(例え
ば公表やアリゾナ大が支持している特許の提出を遅らせるなどして)特許申請を行っていった。 
 
③信託基金 
 環境保護トラストファンド（fideicomiso）は、ICBGから得られる製品から生まれるロイヤルテ

ィを管理するために準備される。 
 アルゼンチン、チリ、メキシコ、行政機関（SEMARNAp、CONAMA）、全国組織（CONABIO、

INI）と生産部門の代表者で構成。 
 情報と植物が商業生産からの利益を生む協力者は、いかなるロイヤルティについても知らされ、

ロイヤルティからの資金で、コミュニティーのためにプロジェクトの改善するための提案書を提

出するために招待されるであろう。 

 

④残された問題 
 この時、我々は特許使用料の分配計画について十分に理解しておらず、未だ開発されていない

製品の特徴も十分に理解していなかった。願わくはその計画には、一方で参加者に報奨や独立心

を与え、特有の製品に対し調整を認めてもらえるような十分な柔軟性とバランスがあって欲しい。

商業パートナーが、医薬を市場へ持っていくことは相当な投資(一つの新しい医薬品は平均 8~10
年、100~200ドル掛かるが)であると考えられており、パートナーにその投資を埋め合わせするた
めの売買価格を設定させている。またその医薬精製に関係している参加者にもその価格を基準と

させている。 
 ICBG の結果は共同研究資源国が保護や生物多様性探査において国、地域レベルでの規定を作
成する際、我々の構造組織や同意を利用たことで生まれたものである。 
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６．東南アジア・グループ（ベトナム・ラオス）６．東南アジア・グループ（ベトナム・ラオス）６．東南アジア・グループ（ベトナム・ラオス）６．東南アジア・グループ（ベトナム・ラオス）    

(1)(1)(1)(1)契約形態契約形態契約形態契約形態    

①契約の概要 
 プロジェクトを実施するために、グループメンバーの 5 団体は、各メンバーの義務と責務、す
べてのメンバーの連携義務と連携責務を規定した 5者合意覚書を締結。 
 メンバー全員は、植物遺伝資源（植物の種）の所有は、その資源が発生する国に帰属し、ICBG
フレームワークの結果生じうる発見や発明のいっさいと遺伝資源をベースに開発された新しい技

術を保護し、発見によって生じた利益は参加メンバー間で公平に分配することに合意する。利益

配分は ICBGの活動によって生じうる版権の譲渡も対象とする。ただし、GWは、ロイヤリティ
から生じる金銭的利益の配分に関する権利を放棄している。 
 プロジェクトの実施は、シカゴ大学と各メンバー期間の個別国間外注契約によって効力を生じ

る。これらの契約は履行する仕事および基金の譲渡を有効にするメカニズムを規定する。 
 
②交渉過程 
図表２－１図表２－１図表２－１図表２－１    東南アジア・グループの交渉過程東南アジア・グループの交渉過程東南アジア・グループの交渉過程東南アジア・グループの交渉過程    
1997年 仮の利益配分プランの大枠が完成。その後、ベトナムとラオスの協力機関の研究

者たちと連絡をとりあう。 
1997年 10月 提案書および契約の詳細について話し合うために、プロジェクトリーダーがベト

ナムとラオスを訪問。Single Agreement が締結されるとことが合意され、5-way 
MOA（5者の合意覚書）の草稿にとりかかる。 

1998年 1月 20日 各期間において提案書の作成が終わると、さらなる微調整のために 2回目の訪問
を行った。ICBG 提案書と MOA 案は、プロジェクトメンバー機関に受理された
が、この時点では署名はされず、FICへ送られた。で 

1998年 9月 29日 ベトナムとラオスの関係機関より回答に対応して、いくつかの要項およびさまざ
まな要項の詳細を修正を行う。 
MOAを改訂し、シカゴ大学知財局（UIC CPO）へ提出して審査を依頼。この後、
さらに改訂。 
この改訂後、はじめにベトナム、次にラオスを訪問し、ベトナムのバイオテクノ
ロジー研究所（IBT）IBT、生態生物資源研究所 (IEBR)とクック・ホング国立公
園(CPNP)、ラオスの薬用植物研究所(RIMP)（現在は伝統薬研究センター(TMRC)）
のスタッフと直接に再交渉。MOA 案は、内容を最終確定し、署名できるように
さらに改訂された。プロジェクトリーダーは、国立科学技術センター（NCST）、
クック・ホング国立公園(CPNP)および伝統薬研究センター(TMRC)に、個別に、
弁護士に相談し、MOA案を審議してもらうようにと助言した。契約書を審議し、
現地機関に助言した弁護士たちは、契約書の最終版を審議し、内容を承認した。 
当事者間で十分な合意を得て、MOA の文言および利益配分スキームが再度、シ
カゴ大学知財局（UIC CPO）と FICの ICBGプロジェクトディレクターに審議を
依頼した。 
修正が入り、新たに改訂された文書は、ベトナム、ラオスそして英国にて審議、
内容の承認を行うために、各国にファックスで転送された。 

1998年 10月 1日 プロジェクト提案書が（正式に）作成され、効力を発した 
1998年 11月 MOA案の最終版が各メンバー機関へ審議のために配布された 
1999年 6月 28日 MOAの署名が完了（6月 18日、シカゴ大学総長および理事会に署名された。プ

ロジェクトリーダーは英国、ベトナム、ラオスに署名を得るために）世界一周飛
行（6月 20日-30日）を行った。 
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③契約締結に要した時間 
 新しい ICBGプロジェクト「ベトナム・ラオスにおける生物多様性の調査」：シカゴ大学が先導
する ICBGプログラムは 1998年 10月 1日に誕生し、業務が開始された。しかし、この ICBG連
携プログラムのうちの創薬プログラムは、4 つのメンバー機関と 1 パートナー企業を拘束する合
意覚書（MOA（5者合意覚書と言及される））のすべての当事者署名が終わった 1999年 6月 28
日以降まで開始されなかった。 
 つまり、5者の意見を取りまとめた 5者合意覚書として具体化された契約の署名には 9ヶ月か
かった。仮の署名のない MOA 案（提案書提出の際に添付する必要あり）の作成のために、最初
の交渉（1997年 10月）から署名日（1999年 6月）までには 13ヶ月かかっている。 
 
④契約期間 
 最後の署名日より 6年間有効（つまり 2005年 6月 27日まで） 

 

⑤形態 

 参加者の 5団体による “one-contract” または “full contract-circle” モデル 

 シカゴ大学からその他のメンバー機関（Glaxo は除く。（受領者でない））への基金の譲渡に関

しては、別途外注契約を締結する。 

 *Glaxoは、ICBG基金の受領者ではなく、ICBG連携活動に対して財政的な支援を行わない。た

だし、Glaxo は、遺伝資源（植物）から見込みある化合物が生成できる場合は遺伝資源（植物）

提供国の研究者や機関のキャパシティー・ビルディングに貢献することに合意している。 

 

⑥構成 

 シカゴ大学 ICBGプロジェクトの MOAは、文書は一つで、15ページの文言と 5ページの追補

で構成される。追補ⅠおよびⅡは、パートナー企業の Glaxo から生じるロイヤリティに関連する

長期利益配分手法の詳細、追補 IIIおよびⅣは、目標達成報奨金および ICBGメンバーに配分され

NCST

GW

CPNP

UIC

TMRC

IBT ICH

IEBR
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る金額についての記載がある。一番初めの署名（シカゴ大学）は 1999 年 6 月 9日に行なわれ、
GX／GW が続き、最後に伝統薬研究センター(TMRC)が 6 月 28日に署名。GSK の撤退により、
現在の MOA の文言には GSK の撤退に関しての修正事項が含まれており、この改定版は、2001
年 11月 20日（GSK）から 12月 18日（CPNP）にかけて署名された。 
 

第一部－協力範囲 

第二部－協力に関する一般事項 

研究所のメンバーや研究職員の交換留学、共同研究活動、セミナーや科学会議への参加、学術・

研究資料、その他情報の交換および特別短期学術プログラムを含む 

第三部－共同研究活動の詳細、5条で構成 

 III-A-前例 

 III-B-目的 

 新薬の発見と開発の認可の代わりに、ベトナムのクック・ホング国立公園(CPNP)の森林

およびラオスの森林保護と持続可能な利用、経済発展（ICBGプログラムが行なわれるコミュニテ

ィーの経済発展および ICVH主要機関におけるキャパシティー・ビルディング）を提供 

 III-C-課題 

 クック・ホング国立公園（CPNP）の種子植物の選定法、研究対象疾患、インベントリー

およびデータベース構築、ラオスの見込みのある薬理活性種のバイオマス生産（biomass 

production）、キャパシティー・ビルディング、保全の教育、公園周辺コミュニティーの家庭経済

の向上、医薬植物のインベントリーおよびデータベース構築（およびコミュニティー恩恵主義）、

ベトナム、ラオスの ICBG関連機関の人材開発およびインフラ強化。 

 III-D-責務 

 *連帯責務：MOAの有効期間、メンバー機関の撤退条件、スクリーニング用第 1回収集、

単離および構造決定のために第 2 回収集のサンプル額、キャパシティー・ビルディングの一環と

しての人的交流の条件、技術関連報告書提出の条件、契約満了後の資源および情報の状態と利用、

ICBGフレームワークに基づくメンバー機関の共同遺伝資源利用の制限、公表認可に関して必要な

認識、紛争が生じた場合の国際仲裁に関する規定 

 III-E-契約書で企画されている研究、研修の実施のための財源、FIC/NIHが出資。 
第四部－MOAの有効期間、契約満了、延長および修正に関する要項および協力メンバーが署名す

るMOA副本の数 

 

追補 I-AP-3が新薬を発見し、Glaxoがその薬品の開発と商品化を行った場合の長期利益配分 

追補 II- Glaxoが新薬を発見、開発、商品化を行った場合の長期利益配分 

追補 III-ICBGフレームワークにおいてUIC-ICHの発見のラインセンスを交付した場合のGWの権

利、および GW第一拒否権を承認 

追補 IV-UICに新薬が発見された場合の GWの目標達成報奨金、およびその支払条件 
追補 V-GWが開発、商品化した薬品の目標達成報奨金およびロイヤリティの支払 
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⑦知的所有権に関する問題 
－UICが発見した場合－ 
 UIC PCRPSは、同大学の知的所有者協会を通じて、「ICBGグループのメンバー全員の支持を
もって、派生した知的財産の所有者を決定する」 
 発明または発見に対する各貢献度に応じて、GW、 UIC-PCRPS、IBT-IEBR-ICG、CPNP ま
たは伝統薬研究センター（TMRC）/薬用植物研究所（RIMP）のいずれの人物も発明者と名乗る
ことができる。 
 所有権の問題は、発明や発見が生じた国の該当する法律に従って決定される。 
 シカゴ大学知財局（UIC CPO）は、ICBGグループのメンバー全員の支持をもって、シカゴ大学

が特許権の保護を得ることが適切とみなされた場合は、この保護の権利を取得する。 
 シカゴ大学知財局（UIC CPO）は、契約書の条項に従って、当該発明や発見の管理およびライ

センス付与の責務を負う。 
 MOAで定義される ICBGフレームワークにおいて、GWが収集もしくは入手した植物をもとに

発明や発見をした場合も上述の条項が適用される。当事者は、支援には、適宜、GW が派生した

知的所有権を登録できるように、サンプルの原産国、分類学上の特定を含むいっさいの関連情報

を利用可能とすることも含むことに合意している。 

さらには、 

・GWは、ICBGフレームワークにおいて受理した植物サンプルや抽出物にもとづく発見の特許権

保護の申請する権利を有する。しかし、共同発見の場合の、発見主体の決定に関しては、ICBGグ

ループのメンバーに相談することとなっている。 

・GWは、ICBGが提供した植物から派生した化合物の開発を決定する場合も、グループに通知を

行うことに同意している。 

 
⑧焦点 
 焦点となった課題は、プロジェクト実施国による植物遺伝資源の所有の承認、植物遺伝資源お

よび原住民の医用情報の入手をするための事前合意取り付けの処置、原住民の知的財産、知的所

有権の承認、ICBG 調査に参加したコミュニティーに対してのさまざまな支援方法、信託基金を
通じた長期的な利益配分（ロイヤリティ）の設計である。 
 この ICBG 用に企画された調査を実施するための契約書の核となる課題は、植物遺伝資源の所有

権、ICBG 調査で使用される植物の医用情報の所有権、発見および原住民の伝統的知識の知的所有

権および ICBG 調査活動を通じて派生する利益の配分である。 

 
⑨2つの画期的な特徴 
・5つの団体（ICBGの一部もしくはメンバー）は、各メンバーの義務と責務、すべてのメンバー
の連携義務と連携責務を規定した 5者合意覚書によって統轄されている。  

・商品化された化合物のもととなる植物の原産国へはロイヤリティの 51％以上の還元を確保する
信託基金の設立、およびこの ICBGプロジェクトに参加し、成功に関与した植物原産国への小
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額ロイヤリティの還元等、特定の利益配分スキーム 
 
⑩アクセス 
a.事前合意 

 ベトナム-ラオス ICBGの契約書においては、事前の同意には 2つの特徴がある： 

 ベトナムおよびラオスで採取される植物／遺伝資源の収集と利用の事前同意 

 ICBG 調査が行なわれるコミュニティー内の個人へのインタビューを通じで得る植物の医用情

報および ICBGプロジェクトで定義される創薬の目的のために、情報の利用に関する事前合意 

 

b.アクセス許可を得るプロセス： 
・ベトナム 
1998年 8月 15日 農業農村開発省（Ministry of Agriculture and Rural Development（MARD））
からの許可 

1999年 1月 28日 クック・ホング国立公園（CPNP）の承諾の書簡 

・ラオス 
1998年 9月 18日 農業農村開発省（Ministry of Agriculture and Rural Development（MARD））
からの許可 

1999年 4月 19日 首相官邸からの認可の書簡 

 

c.原住民伝統的医用情報の所有権およびインタビューの同意 

いくつかの関係当局から同意を得ている。 

・ベトナム 
国レベル 
 ICBGプロジェクトの目標、提案する業務内容、利点と潜在的長期的な利益について説明するた

めに、ICBG調査員と地方自治体長が会議を開催した。 

 クック・ホング共同体長は、共同体のメンバーに ICBGの要請を報告した。 

 これに応じて、クック・ホング共同体はハノイに拠点を置く国家人民委員会（National People’s 

Committee）に ICBGの要請を報告した。 

 この結果、クック・ホング共同体の代表者は ICBG の研究者に ICBG 調査を支援する旨の書簡

を送り、業務の実施を承認した。 

地方レベル 

 インタビューを実施するために、治療家およびコミュニティメンバーに、個別に文書をもって

事前合意を得た。 

 インタビューのプロセスは、簡単な導入説明、インタビューの目的の説明、受ける質問の種類、

回答した際の利点、情報の提供によって将来得られる利益、そして、最語に、説明した事項を回

答者が理解しているか、質問を行ってもよいかを尋ねる、という流れとなっている。 

 



 

  - 290 - 

・ラオス 
国レベル 

 ベトナムと同様、いくつかの関係当局の許可が必要。ただし、ラオス場合はトップダウン型。 

伝統薬研究センター（TMRC）が厚生省（Ministry of Health）の傘下政府機関であることから、対

象となった伝統医薬局（Traditional Medicine Stations）周辺地域のインタビューの事前合意を
得る作業は、伝統薬研究センター（TMRC）より始まった。  

 伝統薬研究センター（TMRC）と ICBG のスタッフは、まず最初に、訪問する伝統医薬局

（Traditional Medicine Stations）が所在する地域向厚生部（provincial Health Department）に連

絡をとり、伝統医薬局（Traditional Medicine Stations）への訪問日と訪問目的を伝え、厚生部
に伝統医薬局（Traditional Medicine Stations）長とインタビューが行なわれる地域の共同体長
に連絡するように依頼した。 

 上記の一連の手続きを経て、調査員は対象地域へ出かけ、厚生部（Health Department）に到着を

伝えた。 

 地域向厚生部（provincial Health Department）長は、ICBG の一団を伝統医薬局（Traditional 
Medicine Stations）へ連れて行った。伝統医薬局（Traditional Medicine Stations）に到着する
と、調査員は局長、村長に挨拶し、訪問の目的を説明した。ICBG プロジェクト、訪問目的、プ
ロジェクトがコミュニティーに提供する利点を説明するために、正式なコミュニティー会議も開

かれた。（この作業のために調査員が現地に何日か滞在することもある。） 

 

地方レベル 

 治療家、伝統医薬局（Traditional Medicine Stations）周辺の現地コミュニティーのメンバー
との事前合意。このプロセスは、フィールドインタビューが予定されるたびに繰り返された。 

 ベトナムと同様に、対面インタビューでは、ICBGフィールド調査員が最初に、訪問の目的、受

ける質問の種類、協力した場合の回答者の利点、情報の提供によって将来得られる利益を説明し、

そして、インタビューの許可を得た。 
 
⑪利益配分 
a. ロイヤリティ： 

 利益配分は ICBGの活動によって生じうる版権の譲渡も対象とする。ただし、GWは、ロイヤ
リティから生じる金銭的利益の配分に関する権利を放棄している。 
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図表２－２図表２－２図表２－２図表２－２    利益配分の方式利益配分の方式利益配分の方式利益配分の方式    

    
図表２－３図表２－３図表２－３図表２－３    利益配分のスキーム利益配分のスキーム利益配分のスキーム利益配分のスキーム    

 

ROYALTIES
Gross income from drug company [$500,000 – a hypothetical figure]ROYALTIES

Gross income from drug company [$500,000 – a hypothetical figure]

Less UIC’s DIRECT: the cost of patent filing [variable; $30,000 is used for this model]Less UIC’s DIRECT: the cost of patent filing [variable; $30,000 is used for this model]

NET REVENUE [$470,000]NET REVENUE [$470,000] TRUST FUND (50% of Net Revenue)
(0.5 ×$470,000 = $235,000) (intended for the country of origin 
of the genetic material of a commercialized compound) 

TRUST FUND (50% of Net Revenue)
(0.5 ×$470,000 = $235,000) (intended for the country of origin 
of the genetic material of a commercialized compound) 

FUNDS TO BE SHARED (50% of Net Revenue) (0.5 ×$470,000 = $235,000)FUNDS TO BE SHARED (50% of Net Revenue) (0.5 ×$470,000 = $235,000)

ICBG INSTITUTIONS (20% share)
(Research efforts) 
(0.2×$235,000 = $47,000)

ICBG INSTITUTIONS (20% share)
(Research efforts) 
(0.2×$235,000 = $47,000)

“INVENTORS” (40% Share)
(Inventiveness)
(0.4×$235,000 = $94,000)

“INVENTORS” (40% Share)
(Inventiveness)
(0.4×$235,000 = $94,000)

Split equitably among inventors (UIC AND non-UIC inventors)
(if 4 inventors, each will receive $23,500)Split equitably among inventors (UIC AND non-UIC inventors)

(if 4 inventors, each will receive $23,500)

Vietnam-Laos ICBG Benefit-Sharing Plan –Scheme 1

UIC/IPO (40% Share) 
(Administrative/Legal efforts)
(0.4×$235,000 = $94,000)

UIC/IPO (40% Share) 
(Administrative/Legal efforts)
(0.4×$235,000 = $94,000)

(President Office, OVCR, IPO,
PR, etc.)(President Office, OVCR, IPO,

PR, etc.)

If compound is derived from a plant from LaosIf compound is derived from a plant from LaosIf a compound is derived from a plant from VietnamIf a compound is derived from a plant from Vietnam

Vietnam (75% Share)
(0.75×$47,000 = $35,250)Vietnam (75% Share)

(0.75×$47,000 = $35,250)

Vietnam (80% Share)
(IBT-IEBR-ICH+CPNP)
(0.8×$35,250 = $28,200)

Vietnam (80% Share)
(IBT-IEBR-ICH+CPNP)
(0.8×$35,250 = $28,200)

IBT-IEBR-ICH (50% Share)
(0.5×$28,200 = $14,100)IBT-IEBR-ICH (50% Share)

(0.5×$28,200 = $14,100)

UIC/PCRS (25% Share)
(0.25×$47,000 = $11,750)UIC/PCRS (25% Share)

(0.25×$47,000 = $11,750)

Lao PDR (20% Share)
(RIMP)
(0.2×$47,000 = $7,050)

Lao PDR (20% Share)
(RIMP)
(0.2×$47,000 = $7,050)

CPNP (50% Share)
(0.5×$28,200 = $14,100)CPNP (50% Share)

(0.5×$28,200 = $14,100)

Lao PDR (75% Share)
(0.75×$47,000 = $35,250)Lao PDR (75% Share)

(0.75×$47,000 = $35,250)

Lao PDR (80% Share)
(RIMP)
(0.8×$35,250 = $28,200)

Lao PDR (80% Share)
(RIMP)
(0.8×$35,250 = $28,200)

IBT-IEBR-ICH (50% Share)
(0.5×$7,050 = $3,525)IBT-IEBR-ICH (50% Share)

(0.5×$7,050 = $3,525)

UIC/PCRS (25% Share)
(0.25×$47,000 = $11,750)UIC/PCRS (25% Share)

(0.25×$47,000 = $11,750)

Vietnam (20% Share)
(NCST-IEBR-ICH+CPNP)
(0.2×$35,250 = $7,050)

Vietnam (20% Share)
(NCST-IEBR-ICH+CPNP)
(0.2×$35,250 = $7,050)

CPNP (50% Share)
(0.5×$7,050 = $3,525)CPNP (50% Share)

(0.5×$7,050 = $3,525)

ROYALTIES
Gross income from drug company [$500,000 – a hypothetical figure]ROYALTIES

Gross income from drug company [$500,000 – a hypothetical figure]

Less UIC’s DIRECT: [$0]Less UIC’s DIRECT: [$0]

NET REVENUE [$500,000]NET REVENUE [$500,000] TRUST FUND (50% of Net Revenue)
(0.5 ×$500,000 = $250,000) (intended for the country of origin 
of the genetic material of a commercialized compound) 

TRUST FUND (50% of Net Revenue)
(0.5 ×$500,000 = $250,000) (intended for the country of origin 
of the genetic material of a commercialized compound) 

FUNDS TO BE SHARED (50% of Net Revenue) (0.5 ×$500,000 = $250,000)FUNDS TO BE SHARED (50% of Net Revenue) (0.5 ×$500,000 = $250,000)

VIETNAM AND LAOS (40%)
(Research efforts + Contribution +
Inventiveness equivalent) 
40% Share (UIC’s policy)
(0.4×$250,000 = $100,000)

VIETNAM AND LAOS (40%)
(Research efforts + Contribution +
Inventiveness equivalent) 
40% Share (UIC’s policy)
(0.4×$250,000 = $100,000)

UIC-PCRPS (20%)
(Overall Research efforts)
20% Share (UIC’s policy)
(0.2×$250,000 = $50,000)

UIC-PCRPS (20%)
(Overall Research efforts)
20% Share (UIC’s policy)
(0.2×$250,000 = $50,000)

Vietnam-Laos ICBG Benefit-Sharing Plan –Scheme 2

UIC-IPO (40%) 
(Overall Administrative/Legal efforts)
40% Share (UIC’s policy)
(0.4×$250,000 = $100,000)

UIC-IPO (40%) 
(Overall Administrative/Legal efforts)
40% Share (UIC’s policy)
(0.4×$250,000 = $100,000)

If compound is derived from a plant from LaosIf compound is derived from a plant from LaosIf a compound is derived from a plant from VietnamIf a compound is derived from a plant from Vietnam

Vietnam (80% Share)
(0.8×$100,000 = $80,000)Vietnam (80% Share)

(0.8×$100,000 = $80,000)

IBT-IEBR-ICH (50% Share)
(0.5×$80,000 = $40,000)IBT-IEBR-ICH (50% Share)

(0.5×$80,000 = $40,000)

Lao PDR (20% Share)
(0.2×$100,000 = $20,000)Lao PDR (20% Share)

(0.2×$100,000 = $20,000)

CPNP (50% Share)
(0.5×$80,000 = $40,000)CPNP (50% Share)

(0.5×$80,000 = $40,000)

Lao PDR (80% Share)
(0.8×$100,000 = $80,000)Lao PDR (80% Share)

(0.8×$100,000 = $80,000)

IBT-IEBR-ICH (50% Share)
(0.5×$20,000 = $10,000)IBT-IEBR-ICH (50% Share)

(0.5×$20,000 = $10,000)

Vietnam (20% Share)
(0.2×$100,000 = $20,000)Vietnam (20% Share)

(0.2×$100,000 = $20,000)

CPNP (50% Share)
(0.5×$20,000 = $10,000) CPNP (50% Share)

(0.5×$20,000 = $10,000) 

1) Since UIC does not file a patent in this case, no direct costs to UIC are deducted. In this scenario, the total amount of funds from 
the net royalty income that remains in the USA will be: $50,000 UIC/PCRPS Share + $100,000 UIC/IPO Share = $150,000(or  30%)

2) The total amount that will go back to the source countries (Vietnam/Laos) will be: $250,000 Trust Fund + $100,000 Source Country
Share = $350,000 (=70%).
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 50%-発明者もしくはその発明者の所属団体に配分される。 

・シカゴ大学の治験者（シカゴ大学の発明者は知的所有権を有する）によって新薬が発見され、

製薬会社がその化合物を開発、商品化した場合 

--40%- 発明者に配分される (発明力に対するインセンティブ=ロイヤリティ総純額の 20%) 

--20%- 大元の学術機関（originating academic unit） （PCRPS、関連研究機関、もしくはその他機

関=ロイヤリティ総純額の 10%） 

--40%- シカゴ大学の経営幹部（経営幹部全体、法的支援= ロイヤリティ総純額の 20%） 

 

・製薬会社（ライセンシー）が発見、特性化、開発および商品化した場合（シカゴ大学の発明者

は知的所有権を有さない） 

--40%-大元の学術機関（originating academic unit）、その協力団体、もしくは（同様の発明力のある）

その他機関 （ロイヤリティ総純額の 20%）  

--60%- シカゴ大学の経営幹部 (=ロイヤリティ総純額の 30%) 

50%-商品化された製品の遺伝資源原産国のコミュニティーに信託基金を通じて還元 

 

 2002 年 11 月、シカゴ大学において上記のロイヤリティスキームに関しての新たな議論および

分析によって、現在、特定のケースに適用される新しい利益配分方法が生まれた。この方法は新

しい共同天然物創薬のケースにも適用されており、ロイヤリティ純額のうちの 60％は連携研究機

関、40％はシカゴ大学へ配分される（後者の 40％はシカゴ大学内のロイヤリティ配分に関する内

規に準ずる）。利益配分方式に変更があったにもかかわらず、最初の利益配分スキームは、ICBG

メンバーに制定され、合意され、ICBG 契約書（MOA）において具現化され、上述のように今日

でも有効である。 
 
b.キャパシティー・ビルディング： 

 直接的な恩恵主義措置の目的のためだけでなく、以下の目的のために、伝統薬研究センター

（TMRC）-ICBGメンバーは、上述した 4つの地域伝統医薬局（Traditional Medicine Stations）
の施設に対する改修を行った：収集された植物を科学的により価値のあるように文書化、伝統的

医薬品の体系化、より優れたサンプル加工、収集した資料をより長く、保管寿命をよくするため

の保管施設の改善、より優れた植物収集業務。 
 本プロジェクトの技術移転としては、収集・分類学上特定、薬用植物標本集と管理、分類学的

改訂・植物相研究方法と分析・民俗植物学方法と分析、GIS を用いたフィールドデータ収集と登
録、生物多様性保護のための実務、データ管理と分析、伝統的種子繁殖、バイオアセイ、化学的

単離およびバイオアセイ法の分野の技術がある。 

 

c.研修： 

 ベトナムの研修活動は、研究拠点において職員に対するオンサイトおよびオフサイトの研修が

ある。対象サイトは、ベトナムは、クック・ホング国立公園（CPNP）、生態生物資源研究所（IEBR）、
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ベトナムバイオテクノロジー研究所（IBT）、ラオスでは、薬用植物研究所（RIMP）である。 
 国外の研修は、シカゴ大学の共同薬学研究プログラム（Program for Collaborative Research in 
the Pharmaceutical Sciences（PCRPS））にて、および英国、スティーブニッジの GWで行なわ
れることになっている。 
 

 ラオスの伝統医薬局（Traditional Medicine Stations）長に、共同体へのサービスを提供に関
しての最新の知識を教えるために、施設研修ワークショップ（1-2 日、10-20 人）が、ICBG の財

政援助を受けて、定期的に、ベトナムの伝統薬研究センター(TMRC)で開催された。講義の内容は

以下のとおりであった：ICBG プログラムと活動（哲学、目標、利益配分）、プロジェクトが対象

とする疾患、フィールドインタビューの手法、インタビュー内容と収集した植物の文書化、伝統

的医薬品調合の品質管理、科学的な薬用植物研究、薬用植物と生物多様性保存の重要性。 

 

 ラオスの伝統医薬局（Traditional Medicine Stations）職員に最新の知識を提供し、コミュニ
ティーのラオスの薬用植物調査に関する知識を深めるための活動の一環として、ICBG の財政援
助を受けて、伝統薬研究センター(TMRC)は、「ラオスの伝統的医薬品」に関して、ラオ語で四半

期報を発行した。  

 

d.信託基金： 

2001年 11月 GSKは、撤退の際に、シカゴ大学 ICBGプロジェクトに対し、125,000の補償金

を提供した  

2002年下期 以下の設立の承認を得た 

・ベトナム-“自然保護基金（Nature Conservation Foundation）（NCF）”  

・ラオス-“ライ生物多様性基金（Lao Biodiversity Fund）（LBD）”  

 2002年 6月 25日 シカゴ大学の信託基金ワーキンググループは、ベトナム-“自然保護基

金（Nature Conservation Foundation）（NCF）”およびラオス-“ライ生物多様性基金（Lao Biodiversity 

Fund）（LBD）”の補償金総額を送金することを決定。各基金でその補償金を半分づつ受領するこ

とになっている。 

 

 ベトナム-“自然保護基金（Nature Conservation Foundation）（NCF）” 

・絶滅危惧野生生物と自然エコシステムのための戦略の改善 

・ベトナムにいるベトナムの生物多様性の研究事業本部を行っている現地研究者のキャパシティ

ーの強化 

・クック・ホング国立公園（CPNP）のコミュニティーをはじめ、ベトナム人の環境保護教育を推

進し、環境に対する知識を深めさせる 

・クック・ホング国立公園（CPNP）をはじめ、ベトナムの少数民族コミュニティーの経済発展。

特にクック・ホング国立公園（Cuc Phuong National Park） 

 ラオス-“ライ生物多様性基金（Lao Biodiversity Fund）（LBD）” 



 

  - 294 - 

・ICBG調査対象地域の少数民族コミュニティーをはじめ、少数民族コミュニティーの経済発展を

推進 

・ラオスの伝統医薬品の価値を高め、保護するための研究の推進 

・ラオスの生物多様性および保護地域に関する科学的研究・分析力、政策研究・分析力の強化 

・ラオ人の環境保護教育を推進し、環境に対する知識を深めさせる 

 新薬が発見され、商品化された場合、シカゴ大学の利益配分政策で示されている信託基金は、

ベトナム-“自然保護基金（Nature Conservation Foundation）（NCF）”およびラオス-“ライ生物多様性

基金（Lao Biodiversity Fund）（LBD）”のそれぞれに配分される。 

 
e.経済発展：（利益配分に該当） 
 ベトナム-ICBGが推進する直接的な支援を提供する基金プロジェクトをはじめとして、数々の
プロジェクトを通じてベトナム-コミュニティメンバーの生活水準の向上を達成させる： 
 
・教育（現地学校設備の改善と強化）； 
・公衆衛生（きれいな水の調達、適切な衛生実務の教育、現地保健所および診療所の助成と強化） 
クック・ホング国立公園（CPNP）の例をはじめとして、生物多様性保護の重要性に関してコミ
ュニティーの理解を深める（コミュニティー会議およびコミュニティー組合の推進）； 
・クック・ホング国立公園内（CPNP）のムオンコミュニティ（Muong communities）が使用す
る薬用植物、公園内に生息するが現地のコミュニティーで使用されていない薬用植物、またはプ

ロジェクトの対象となっている地域に生息し、外国に輸出して利益を得ている薬用植物のうち、1
種もしくは数種の経済効果を決定する。これらの活動の中には、現地レベル、地域レベルおよび

国レベルでの種の利用範囲（文献、インタビュー、市場調査で調査）の決定、さらには、植物の

潜在的毒性の決定（文献調査）が含まれる。伝統的手法（種の発芽、切り枝）および近代的手法

（組織培養による繁殖）を通じて、首尾よく選択された種のバイオマス生産（Biomass production）
を行う。これらの活動により、（原料の栽培や収穫を通じて）コミュニティーのメンバーが収入を

生み出すことができるようになることが期待されている。 
 
 ラオス-多くの経済発展プランは薬用植物研究所(RIMP)との関連で、伝統医薬局（Traditional 
Medicine Stations）を通じて実施される： 
・設備購入、旧来の必須薬品の購入、現地教育または現地発信広報活動普及の支援を含む伝統医

薬局（Traditional Medicine Stations）の改善； 
・伝統医薬局（Traditional Medicine Stations）の周辺コミュティを協力して、健康管理および
教育等、ICBGが取り組むべきニーズを決定； 
・伝統的医師団体の発展、ベトナムの薬用植物研究所(RIMP)と伝統医薬局（Traditional Medicine 
Stations）職員の会議、過去に伝統医薬局（Traditional Medicine Stations）に回覧されていた薬
用植物研究所(RIMP)四半期報の復刻等、伝統医薬局（Traditional Medicine Stations）と連携す
る伝統的医師の組織活動（の支援） 
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 また、ベトナムとラオスの発展は、ICBG の連携機関に対しての研修や設備投資を通じでも推
進される。国立科学技術センター（NCST）、クック・ホング国立公園（CPNP）および薬用植物
研究所（RIMP）への設備投資はプロジェクトの一部として重要であり、科学研究施設（たとえ
ば、植物標本のケース、ガラス製品等）および必要な事務所設備と PC の提供も含む。ICBG プ
ロジェクトで使用された部屋の改築も現在、進行中である。 
 
（具体例） 
a.ベトナム 
- “マイクロローン（Micro-loan）” プログラム 

 2000年 5月、4者経済発展委員会（4-member Economic Development Village Board）（クッ
ク・ホング共同体の代表者、クック・ホング国立公園のディレクター、バイオテクノロジー研究

所(IBT)／国立科学技術センター（NCST）における AP4 のプロジェクトリーダーおよび ICBG
森林経済調査委員で構成）の決定に基づき、クック・ホング国立公園（CPNP）の緩衝地帯に住
む家族のうち選ばれた最貧の 5家族に、「このお金は家計の向上のためにお使い下さい」というメ
ッセージを添えて、VDN250万（約 US$170）の貸付を行った。各家族は、プログラム開始の基
本データと比較しながら、3ヶ月毎にインタビューを行って、監督された。その後も（2001年と
2002年の春）、20以上の世帯にマイクロローンが貸し付けされ、今日も監督が続けられている。 
 このマイクロローンプログラムの基本的な目標は、貸付先の家族の生活水準を向上させること

で、必要な日用品を収集するために定期的に公園に立ち入ることをやめさせ、公園の生物多様性

を保護することである。 

・応急処置用薬品の提供  

ICBGチームは、アスピリン、抗生物質、バンドエイド等、クック・ホング共同体の診療所の基礎

的な医薬ニーズの補充に努めた。 

・現地の学校へ子供の教育資材（書籍、学用品）を提供 

クック・ホング共同体の小学校へ提供 

・コミュニティーの教育設備へ金銭援助を提供 

 ICBGは、クック・ホング共同体にある幼稚園の改善および向上のために補助金を提供 

・コミュニティー用民族医用植物園の設立（村のクリニック近辺） 

 この民族医用／民族植物学用植物園は、コミュニティー全体のメンバーに薬用植物の特定と使

用を教え、薬品調合のために加工した原料を提供することを目的としている。この植物園の多く

の植物は現地の市場で販売されている。 

・共同体の教育 

 20 から 25 の共同体が参加する教育セッションが定期的に開催された。この活動には、以下の

テーマに関するレクチャー式するワークショップがあつた；クック・ホング国立公園（CPNP）の

生物多様性の重要性；傾斜面での農林業モデル；果樹・穀物栽培・薬用植物、経済状態が最もよ

い世帯への訪問と最近の改善事項；クック・ホング共同体の社会的経済的発展政策クック・ホン

グ国立公園（CPNP）博物館。 
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b.ラオス 
 現地の 4 つの伝統医薬局（Traditional Medicine Stations）、Bolikhamsai、  Champassack, 

Oudomxai、および Savannaketにおいて、以下の形式で恩恵主義措置がとられた： 

・小学校における物質的向上のための基金 

・存立病院の向上と設立のための基金 

・基礎的医薬品（アスピリン、抗生物質等）および基礎的医用品（バンドエイド、防腐剤等）の

提供 

・教科書やその他教材を学校へ提供 

・村立小学校へ体育用教材（サッカーボール、バレーボールセット、バドミントンセット）を提

供 

 共同体へより良いサービスを提供するために伝統医薬局（Traditional Medicine Stations）の
施設を改修し、人材開発を手がけている。 
 
図表２－４図表２－４図表２－４図表２－４    プロジェクト推進体制プロジェクト推進体制プロジェクト推進体制プロジェクト推進体制    

Structure of Soejarto ICBG

FIC/Scientific Coordinator/TAG

Group Leader

AP-1
Biodiversity Inventory

USA/Hanoi/CP

AP-2
Medicinal Plants

Laos

AP-3
Drug Discovery

USA/Hanoi

AP-5
Drug Discovery

GSK

AP-4
Economic Dev.

Hanoi
Plant collection
Taxonomy/extraction

Extraction/Bioassay
Chemical Purification

samples
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７．メキシコ・グループ７．メキシコ・グループ７．メキシコ・グループ７．メキシコ・グループ    

(1)(1)(1)(1)契約形態契約形態契約形態契約形態    

①基本契約の名称 
 Drug Discovery and Biodiversity Among the Maya of Mexico 
 
②契約の主な条項 
 マヤ ICBG のメンバーは、利益配分と知的財産を規定する契約を締結した。現在、別途契約を

締結しているものは以下のとおりである： specific agreements currently include: 

  a.生体物質および関連情報の譲渡に関する条項； 
  b.マヤ ICBGメンバーの版権を規制する条項； 
 生物多様性の研究、および利用のための国家委員会（CONABIO）および環境庁（INE）をは
じめとして、地方自治体、州、連邦政府機関の認可のもとに行なわれる生体物質の収集およびプ

ロジェクトの利益配分手法に関する条項。 
 
(2) (2) (2) (2) 利益配分方式利益配分方式利益配分方式利益配分方式    

①組織化と資金援助 
 マヤの ICBGの主な構成組織は、アレンジ 8の利益共有に対処している。AP3の最も重要な活
動の一つは、生物多様性を推測する主要なワークショップに関する組織化と資金援助である。 
 “Mexican Experiences on Access to Biological Resources, Distribution of Benefits , and コ
ンサベーション and Development”ワークショップは、1999年 4月中旬、San Cristobalで開
催された。そのワークショップは、メキシコでの遺伝資源の規定利用における制度強化に寄与す

ることを目的としていた。 
 マヤ ICBGは、生物利用プロジェクトにおいてすべての参加団体に対し、公平なその試みと資
源国家における強い国家政策意識の欠如、これらの問題に対する助言やガイダンスを与える特別

に設置される官庁の欠如が、大きな問題の１つと認識している。 
 ２日間に渡って開催されたワークショップには、遺伝資源へのアクセス方式を含む多数の過去

や現在進行中のプロジェクトからの代表者が参加し、会議の主要なテーマはこれらの２つの問題

に起因していた。 
 これらのプロジェクトに含まれる一般的な問題に関する議論により、その後より多くの聴衆に

提示された一連の提案が導かれた。メキシコ政府高官およびメキシコ上院のメンバーは、最終議

論に参加し、その結果に寄与した。 
 
②PROMAYAの設立 
 さらにマヤ ICBGは PROMAYAを設立した。それは革新的な非営利的組織であり、マヤ ICBG
の活動による財政上の利益に関し、原住民コミュニティーの信用を得て管理をすることになる。 
 PROMAYAは、マヤ ICBGの活動により調合薬を含む商用製品の販売から生じる既に同意済み
の著作権料の収支に対する信託基金を確立するであろう。健康に関連した小規模な開発プロジェ
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クトの資金援助をし、そこへマヤ共同体は財政支援を求めることができる。 
 マヤ ICBG の共有および商業化合意は、次のことを明示している「...研究計画において任意の
2 つの参加団体における研究者によって共同で考案され、成されたすべての発明あるいは発見で
は、参加団体がみな販売から等しくどんな売上高であっても共有し、かつ、製品を認可や、発明

はそのような団体(UGA、AECOSUR、MNLおよび PROMAYA)間において共同で保持されるも
のとする。」 
 しかしながら、薬、農薬あるいは他の化学製品からの著作権料、同様のプロジェクトにおいて

正常なものとして共有されるものばかりでなく、天然産物発見への MNL アプローチは、
PROMAYAへの財政収入用の速いルートとして、植物スクリーニング費のため、他の会社(制限の
ある権利を備えた)に供給することができるマヤ ICBG 合同図書館を設立することができるであ
ろう。これらの料金からの収入は、潜在的な著作権使用料よりはるかに少ないが、一旦化学薬品

が浄化されれば、それは短期利益として速く利用可能となる。 
 さらに、潜在的な著作権利用料は、収入に対するマヤ ICBG図書館の準備によって縮小される
ことはない。NML は、さらに広範囲な商用バイオアッセイのために、浄化された化合物(複雑な
混合ではなく)を準備することで、新しい商用製品の発見成功するの機会がかなり増すと信じてい
る。マヤ ICBGは、天然化合物の合成または関連する化学物質による著作権利用料の忌避を保護
した。 
 PROMAYAによって管理される信託基金は、研究に協力してくれない共同体を含むチアパス高
原への研究力を注いだ結果生じるかもしれない、財政利益を幅広く公平に分配するような方法で

利用されるであろう。 
 マヤ ICBGのメンバーはチアパス高原のマヤ共同体の協力団体によって、知的財産に関する利
益が共有・保護されるという運営条件において合意に達した。特別な取り決めには以下が含まれ

る： 
a.生物材料と組織情報の移送についての条件 
b.マヤ ICBGのメンバー内の出版権が規制される条件 
c.生物材料の収集や地域、州、連邦政府機関、特に National Commission for the 
Knowledge and Use of Biodiversity（CONABIO）や National Ecology Institute（INE）プロジ
ェクトの利益共有戦略に対する条件 
 これらの記事がレヴューに掲載された時、バイオテクノロジーの目的に対し、生物収集活動を

実施するための最終的な承諾がメキシコの生態学機関によって与えられた。記事が公表される時

までに、そのような認可が達成されるということを我々は願っている。
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８．パナマ・グループ８．パナマ・グループ８．パナマ・グループ８．パナマ・グループ    

(1)(1)(1)(1)契約形態契約形態契約形態契約形態    
①契約の準備と作成 
 この ICBG は、パナマの短期キャパシティー建物に大きな重点を置いている。2 つのパナマの
機関にある、7 つの研究所のトレーニング、技術移転および増強する研究を含む努力はすべて、
利益を生みだし続けるパナマで自立する生物調査プログラムを計画することを短期及び長期にお

いて目指している。 
 生物調査からの製品の商業化に起因するどのようなマイルストーンおよびロイヤルティも、生

物多様性保存にさらなる刺激を与えるだろう。その目的のために、我々は一連の包括的で公正な

契約上の準備を深めた。 
 Capson博士は、このプロジェクトのための、契約上の準備の主要な事業計画立案者であり、多
くの個人と一緒に作業し、特に Kursar博士と親密に作業をし、さらに弁護士や Conservation イ
ンターナショナルのマリアンヌ、GuerinMcManusおよび Venable法律事務所のマイケル Gollin
氏、Baetjer、Howard&Civilettiと作業を行った。 
 これらの契約の開発全体にわたって、我々はさらに、我々が協力しているパナマの機関の同僚

と同様にMirei Endaraや ANAMの前の管理者、ミリセカンドと緊密に相談した。十分にそれぞ
れの特別機関の必要性を検討し、かつ法的な準備の起草を促進するために、我々は STRI と各機
関に、一連の二大パーティの契約を開発した。 
 これらの契約上の準備は、パナマにおける仕事のほぼすべてのコンポーネントをカバーしてい

る。それらは、相手国関与および保存への明示的なリンクの大きなコンポーネントを持っている

公正な生物調査プログラムのために明示的に設計されている。 
 機関の義務、発明、知的財産の管理およびロイヤルティの区分の共有、およびマイルストーン

支払いのような契約上の問題は注意深く、そしてより標準の契約上の条件に加えて、明白にアド

レスされた。 
 
②契約の主な条項 
 核となる標準的な契約条項のほかに、機関の義務、発明の共同所有、知的財産の管理およびロ

イヤリティ、目標達成報奨金の配分について入念かつ明確に規定している。 
 
③契約の画期的な点 
 パナマ政府との契約での重要な条項は、環境上の信託基金が生物調査活動から生成されたすべ

ての収入のシェアを受け取ることを規定している。信託基金は、パナマの至る所での広範囲の保

存と持続可能な開発のイニシアチブを促進する、パナマの基礎（Fundacion Natura）と共同でセ
ット・アップされた。 
 Fundacion Natura は、競争率の高い許可プログラムによって民間の組織あるいはコミュニテ
ィー組織に資金を分配する。提案は高度に資格のある地方の科学者および環境保護論者によって

調査される。 
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(2)(2)(2)(2)利益配分方式利益配分方式利益配分方式利益配分方式    
①利益配分の方式 
 我々は発明の開発への彼らの相対的な貢献に関係なく、個々の合作する科学的な設立および

STRI がロイヤルティの等しい小片を受け取る STRI とそのパナマの共同者へロイヤルティの区
分のために「クラブ」モデルを使用した。 
 この配置は、ロイヤルティの分割が、inventorship または所有権に比例する一つの対立するも
のとして、機関と研究所の間の共同作業を促進するように考えられている。 
 将来の生物調査活動が固有のコミュニティーと共同作業を含んでいる場合、コミュニティーは

さらに、「クラブ」のメンバーとして参加するだろう。我々は現在、契約の編集されたバージョン

の出版の準備をしている。これらは、相手国機関の大きな程度の参加を行っており、生物多様性

保存を促進するように努力する他の生物調査プログラムに役立つかもしれない。 
 
②信託基金の設置 
 パナマ政府との契約での重要な条項は、環境上の信託基金が生物調査活動から生成されたすべ

ての収入のシェアを受け取ることを規定している。信託基金は、パナマの至る所での広範囲の保

存と持続可能な開発のイニシアチブを促進する、パナマの基礎（Fundacion Natura）と共同でセ
ット・アップされた。 
 Fundacion Natura は、競争率の高い許可プログラムによって民間の組織あるいはコミュニテ
ィー組織に資金を分配する。提案は高度に資格のある地方の科学者および環境保護論者によって

調査される。 
 これは草の根の参加、様々なアプローチ、および長所に基づいたプロジェクトの評価を促進す

る。我々はこれが生産的に様々な保存問題に取り組むだろうと予想する。Fundacion Natura を
備えた我々の共同作業は、パナマで学術的な共同者と働く際に我々が使用したアプローチに匹敵

する：地方の機関での仕事や機関の強化は、論証可能な生産力を持っているが、それでもなお補

足支援を受けることから利益を得るかもしれない。 
 結局、ロイヤルティとマイルストーンからの収入の 1 部分は、Fondo Nacional de la Vida 
Sylvestre(間接的に中へ国定公園の保護を含んでいた ANAMの支局)にいく。我々の収集はすべて
保護されたエリアで作られるだろう。したがって、収入がこれらのエリアを保護することを支援

することは特にふさわしい。 
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第３章第３章第３章第３章    紛争事例紛争事例紛争事例紛争事例    

    

 ラテンアメリカ・グループのメキシコでは、紛争が発生し、プロジェクトを中止した。プロジ

ェクトが中止に至る原因や経緯など要旨を以下にまとめ、それらの詳細については要旨のあとに

整理した。なお、本章中にでてくるプロジェクトの主な推進派と反対派の概要も参考にされたい。 

 

１．ラテンアメリカ・グループのメキシコ１．ラテンアメリカ・グループのメキシコ１．ラテンアメリカ・グループのメキシコ１．ラテンアメリカ・グループのメキシコ    

【要旨】 

 1990年代チアパスは、メキシコの経済開発と世界資本にとって、バイオ資源だけでなく石油資
源もあることから、戦略的な重要性を高めていた。国際化という世界的な潮流の中で、チアパス

の原住民族や固有のコミュニティは、元来土地を所有する概念がなく移動しながら生活していた

が、政府及び資本家が開発のためにこの土地を買い占め、彼らは必然的にこの土地から追放され

た。 
 2000年 7月、大統領に選出されたフォックス大統領は、ICBG-マヤ計画により国際資金の流入
を期待した。ICBG-マヤ計画は、世界銀行と米州開発銀行の支持を得ていたが、このときすでに
原住民を支持する NGO 環境保護団体は、同計画を徹底的に非難するなど、原住民の権利と巨大
資本による開発との間で争いが避けられず、国内の政治問題から国際問題へと発展していった。 
 ICBG-マヤ計画推進側は、チアパスにおける薬草などの科学的な採集に関して、土地所有者で
ある特定のコミュニティにプレゼンテーションを行い、メキシコの法律と CBD で必要な事前合
意(個々の署名が、ICBG-マヤによって作成され印刷された同意書)も得ているとして、正当な法手
続きを取っていることを前面にして反論した。すなわち、チアパスのコミュニティは、合法的な

土地所有者であると規定し同意を取り付けたのである。 
 しかしこの同意は、この土地を追われた原住民族や固有のコミュニティが、その対象から外さ

れていたことに大きな問題を孕んでいた。このため 2000年 8月、地元チアパスの祈祷師が「ICBG-
マヤコンソーシアムが、生物多様性を所有することに十分な透明性を示さず、このプロジェクト

に係わる多国籍の利害関係の文脈を明らかにする客観的な情報提供をしなかった」と主張した。

主張している主な点は次の通りである。 

・ICGB-マヤは、生物の生体及び遺伝子の採取も許可されていない。 
・ICGB-マヤは、遺伝子組み換え製品の開発だけでなく、それらを生み出すために使われる植
物の採取を許可されていない。  
・ICGB-マヤは、コミュニティが使う薬草の利用を制限するだけでなく、コミュニティの文化
的価値に害を及ぼすであろう。 

 
 現在なお、ICBG-マヤ計画の再開に目途が立っていない。相互の不信は、初期段階で ICBG-マ
ヤ側が、広範囲に住む原住民に対して十分な情報を提供しなかったことと、あまりにも法手続き

を優先したことにある。 
 なお、ICBG-マヤ・プロジェクトの紛争事例に登場する主な団体組織は以下の通りである。 
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【プロジェクト推進派】 

・ ECOSUR…このプロジェクトにおけるメキシコ側の推進母体である。ジョージア大学-アテネ
研究財団（UGARF）、メキシコの El Colegio de la Frontera Sur（ECOSUR）（南部国境学院）、
ウェールズのバイオ企業Molecular Nature Limited（MNL）により推進された。 

 
【プロジェクト反対派】 
・ COMPITCH…Consejo de Medicos y Parteras Indigenas Tradicionales de Chiapas（チアパ
ス原住民族伝統医師産婆組織協議会）の略。ICBG-マヤ・プロジェクトに反対する 11団体の
総称。 

・ RAFI…Rural Advancement Foundation International(RAFI)は、COMPITCHが反対運動
推進のために、助けを求めたNGO団体。団体名は、途中から、ETC（The Action Group on 
Erosion, Technology and Concentration。読み方はエトセトラ。）へ変更。カナダのWinnipeg
に拠点を持つ国際的な市民団体で、文化的多様性保護、生物多様性保護および人権の発展の

貢献に努めている。 
・ OMIECH…Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas（チアパス州原住民
医師組織）の略。チアパス州 Altos出身の伝統的知識を用いる治療家および産婆によって設立
され、原住民の伝承的医療方法に関する伝統的知識を保護することを目的としている。

OMIECHは、マヤの伝承的知識の知的所有権を有すると主張し、プロジェクトに反対。ただ
し、ICBG プロジェクト側は、OMIECH はプロジェクト説明会にも参加していたとし、

ECOSURは bioprospecting agreementに参加するように呼びかけたと言及しており、時々、
名前が出てくる団体である。 
http://www.laneta.apc.org/omiech/cedemmen.htm 

・ SEMARNAP…Programas de Dearrollo Regional Sustentable of the Secretaria de Medio 
Ambiente, Recursos Naturalesy Pesca（環境天然資源漁業省）の略。アクセスを管理してお
り、ICBG-マヤ・プロジェクトの反対運動が激しくなると、バイオテクノロジカル研究のため
の承認申請を却下。 

 
【その他】 
・ PROMAYA…Promotion of the Intellectual Property Rights of the Highland Maya of 

Chiapas, Mexico（チアパス高地の知的所有権拡大）の略。ICBG-マヤ・プロジェクトの活動
を通じて生じた金銭的収入の一部は、原住民族に割り当てられる。PROMAYA は、この原住
民族分の収入を保管し、管理するために設立が予定されている非営利団体。また、ICBG-マヤ・
プロジェクトの活動を通じて開発された商品（薬品を含む）の売上から派生するロイヤリテ

ィの受領および配当を行なう資金運用部を開設する（ロイヤリティの配分についてはすでに

合意されている）。原住民族の利益を代弁する団体でありながら、メンバーにプロジェクト推

進者が選任されていることが、プロジェクト反対者の争点の一つとなっている。 

 

http://www.laneta.apc.org/omiech/cedemmen.htm
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(1) (1) (1) (1) 社会的背景社会的背景社会的背景社会的背景    

1）経緯 
 チアパスでの 6年にわたる対立は（2000年現在）、根本的に 2つの異なったモデルの間の矛盾
を曝け出した。 
 メキシコがNAFTA（北米自由貿易協定）に加盟した最初の日、1994年 1月 1日、サパティス
タ民族解放軍（EZLN）が、メキシコ政府に対して武装反乱を起こした。サパティスタ民族解放
軍は、NAFTA 加盟が原住民への死刑宣告であると、民主主義、経済社会正義と差別の終焉を要
求する文書を公表した。 
 彼らは、彼らの生活と文化を組織化するために、原住民と貧しい人々の物質的基盤として、肥

沃な土地が返されることを要求している。資本主義の会社や政府独占から、森林、川、湖、海、

鉱物資源が解放されるべきであり、昔と同じように原住民が定住できるように、それらの一部を

使用し、一部をエコロジーの保存のために使用することを求めた。 
 1996年にサパティスタ民族解放軍と政府の間で取り交わされた協議（原住民の諸権利と文化に
関する San Andrés協定）が、原住民に対して、原住民自身による統治形態の決定権と民族特性
を認める憲法のフレームワーク内での開発権を与えた。チアパス州原住民問題については、定期

的和平交渉を行い、96年 2月には「原住民の諸権利と文化」問題で合意していたが、同年 9月以
降は、交渉が中断したままである。 
 1996 年末、チアパス州における平和及び修復委員会（COCOPAS）は、Ernesto Zedillo 大統
領の支持により、修正された協定案を作成した。当時、National Action Party（PNA）の Vicente 
Fox Quesada氏も、原住民の権利と文化に関する COCOPA法に、選挙公約として賛成すると期
待された。しかし Zedillo大統領は、道路建設を阻止しようとするサパティスタ支持者を妨害する
ために、Montes Azules Integral Biosphere Reserve(RIMBA)の周囲を囲んだ。 
 2000年 7月、フォックス大統領が選出された。フォックス大統領は、ICBG-マヤのようなグロ
ーバリゼーションの成果がメキシコでも得られると期待した。 ICBG-マヤ計画は、世界銀行と米
州開発銀行の支持を得ていたが、環境団体などからは、徹底的に非難されていた。ICBG-マヤ・
プロジェクトは、原住民の権利と開発との争いが避けられなくなった。 
 2001年 2-3月、サパティスタ民族解放軍（EZLN）の代表者は、COCOPA（the Commission of 
Concordance and Pacification（同意平和条約委員会））法の承認を推進するために、12州を遊説
した。同時に、CNI「Congreso Nacional Indigena（原住民議会）」の第３回議会に参加した。 
 Fox大統領は、2001年 4月の国会において、最終的に単一自治体内のコミュニティに対する固
有の自治権の範囲を制限する改正案を承認した。 
 2001年 4月議会は、固有の権利と文化のための、COCOPA法の効力を弱め、改訂したものを
最終的に認可した。それは、原住民の自治レベルは、単一の市町村内のコミュニティレベルに制

限し、原住民が、独自の統治および開発を決定する権利を有する主体であるという憲法上の認識

を否定し、連邦政府が、原住民コミュニティに社会的役務を提供するという家父長的関係を維持

する内容であった。 
 しかしながら、有力な原住民たち（チアパス、Oazaca、ゲレロ）は、この COCOPA法改定版
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を却下した。 
 2001年 8月 14日、Fox大統領は、新しい法律の公布を決定した。 
 
2）錯綜する利害 
 2000 年 4 月、数人のエコロジストとＷＷＦは、メキシコ政府に対して先住の農夫のために、
RIMBAの破壊をしないよう要求した。 
 2000 年 12 月、Fox 大統領は、EXLN との和平会議を再確立する戦略の一環として、RIMBA
の地域を、開発対象から外すことを命令した。 
 
①RIMBAの実質的な管理 
a. 大きな影響力を持った組織；2つの ICBG資金受取人、ひとつはワシントン DCに本部を置く
NGOコンサベーション・インターナショナルとモンテレーに本部を置く Pulsarグループ（世界
銀行などと緊密な関係にあるメキシコの代表的な財閥）。 
b. メキシコ国有石油会社 PEMEX。同社はこの地域に 15本の井戸を所有。 
 
②原住民間の意見分裂 
 原住民は、西洋スタイルの開発でアクセスを要求する人たちと、開発の代わる形態を実施して

いる人たちの間で、明らかに分裂していた。弱い規定の枠組みと多種多様な環境で、高地チラパ

スにおける矛盾する組織は、事前同意と利益共有を得ることに失敗し、2000年秋にプロジェクト
は停止した。 
 
③CI（コンサベーション・インターナショナル）の活動 
 CIは 1980年代に活発になった。なぜなら環境省は、資金不足と内部抗争により、効率的な管
理が不可能であったためである。 
 CI は最も大きい多国籍企業に人気のある保護論者組織の１つである。CI の理事会は、Pulsa
の Alfonso Romo とインテル、BP アモコ、ユナイテッド航空、Gap、エクソン中東、CEMEX、
ロックフェラー、Starbucksの代表者を含む。企業のスポンサーは、Bristl Myers-Squibb、ブリ
ティッシュ石油、シティバンク、ウォルト・ディズニー社、エクソン、Gap Inc.、Home Depot 、
JPモーガン、マクドナルド、モンサントなどを含む。 
 
3) 政治問題へ発展 
 1990年代、メキシコ与党 P.R.I.は、国営企業のほぼすべてを民営化することに乗り出した。港
湾、空港、鉄道、都市公共輸送、人工衛星、通信などが、1992年までに蓄積した巨額の負債から
逃れるために、政府は外国企業に売却している。米国で教育を受けたリーダーは、熱心に自由貿

易協定を受け入れ、世界第一の地位にある NAFTA への加盟を祝った。チアパスは、多数の私的
投資プロジェクト（International Finance Corporationsとの 500万ドル協定による開発）の対
象となった。 
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チアパスは常に、メキシコの経済開発と世界資本にとって、戦略上の重要性を持っていた。原

住民族や固有のコミュニティは、次第に暴力的に、かつ最も肥沃な土地から最も貧しい地域に追

放された。 
 州にある原住民族の組織である 11 の Council of Indigenous Traditional Midwives and 
Healers of Chiapas（OMIECH）は、ICBGのスキームに憤慨した。同じく異議を唱えたのは、
いわゆる NGOの環境保護活動団体である。 
 ICBG のミッションが、自然の遺産と世界的な生物多様性を守り、人間社会が自然と仲良く暮
すことが可能であると述べている間、NGOグループは、エクソン、フォード・モーター社、ユナ
イテッド航空、インテル、ウォルト・ディズニー、Pulsar、マクドナルドなどから資金を提供さ
れている。 NGOグループは、チアパス州の州都である Tuxtla Gutierrezに事務所を開設し、4
つのプロジェクトが推進されている Selva Lacandonaで活動している。 
 Rural Advancement Foundation International（RAFI）は、薬草などの採取に生物的海賊行
為を働いている世界的な企業リストに、コンサベーション・インターナショナルを含めている。

CIは、多国籍製薬会社との戦略的提携により、植物と微生物を集めている。サパティスタ自治区
の場所は、多くの人が Lacandon 雨林に住んでいるところであり、バイオテクノロジー産業が自
由に開発していくには、多くの原住民のいることが、確かに有り難くない存在であった。 
 メキシコ政府の主要な目標は、外国投資家に彼らのビジネスのために、好意的な環境を見いだ

すことを明示するはずである。彼らにとって好ましい環境こそが、経済成長と資源の採取に邪魔

となる人々を追い出すことに他ならないのである。 
（Chiapas：Genetic Pirates and Black Gold） 
http://www.corporatewatch.org.uk/magazine/issue１１/cw１１f３.html  
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図表３－１図表３－１図表３－１図表３－１    紛争の経緯（その１）紛争の経緯（その１）紛争の経緯（その１）紛争の経緯（その１） 

 
概況概況概況概況    

バイオプロスペクテバイオプロスペクテバイオプロスペクテバイオプロスペクテ
ィング（生物資源探ィング（生物資源探ィング（生物資源探ィング（生物資源探
査）査）査）査） 

生物多様性保護生物多様性保護生物多様性保護生物多様性保護 マヤ・プロジェクトマヤ・プロジェクトマヤ・プロジェクトマヤ・プロジェクト
反対運動反対運動反対運動反対運動 

1994 
 
 

メキシコが NAFTA(北
米自由貿易協定)に加盟
した最初の日、1994年
1月 1日、サパティスタ
民族解放軍（EZLN）が、
メキシコ政府に対して
武装反乱を起こした。 

1994-コロラド州の拠
点 を 置 く 種 業 者 、
POD-NERS がメキシ
コ、ソノーラにて黄豆
を購入。2年後、同会社
の会長, Larry Proctor
は豆の種、通称 Enola
の専属的な特許権を申
請し、取得。その後、
その黄豆を米国で販売
するメキシコの食品会
社 2 社を告訴した。
Proctor氏は、2社の商
業活動は、POD-NERS
の特許権の侵害に当た
ると主張。現在、特許
権は国際熱帯農業セン
ターにて審査されてお
り、米国特許庁が判決
を下すまでは、行使は
保留となっている。 

メキシコの国営会社
PEMEXは、1994年に
撤退する以前は、この
地域に 15 の油田を所
有。 
 
 

－ 
 
 

1995 －  － － 

1996 1996年 2月、サパティ
スタ民族解放軍と政府
の間で取り交わされた
協議(原住民の諸権利と
文 化 に 関 す る San 
Andrés協定)が、合意し
ていたが、同年 9 月以
降は、交渉が中断した
ままである。 
 
COCOPA （ the 
Commission of 
Concordance and  
Pacification（同意平和
条約委員会））が仲介
し、協定の改訂版を草
案（Ernesto Zedilloの
承認を得られず） 

 － － 

1997 －  － － 
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図表３－１図表３－１図表３－１図表３－１    紛争の経緯（その２）紛争の経緯（その２）紛争の経緯（その２）紛争の経緯（その２） 
 

概況概況概況概況    
バイオプロスペクテバイオプロスペクテバイオプロスペクテバイオプロスペクテ
ィング（生物資源探ィング（生物資源探ィング（生物資源探ィング（生物資源探
査）査）査）査） 

生物多様性保護生物多様性保護生物多様性保護生物多様性保護 マヤ・プロジェクト反マヤ・プロジェクト反マヤ・プロジェクト反マヤ・プロジェクト反
対運動対運動対運動対運動 

1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1998 年、メキシコ国立
自治大学（UNAM）が
サンディエゴに拠点を
置 く バ イ オ 企 業 、
Diversa と契約を締結
し、Diversaが、生物資
源探査の目的において
メキシコの国立公園へ
のアクセスを認可。この
アクセスは、研究設備の
寄付、1つの収集サンプ
ルに対し、$50の支払、
製薬売上の 0.5％、およ
び化学薬品の売上の
0.3％のロイヤリティを
交換条件として譲渡さ
れた。ロイヤリティは、
採取地への再投資に使
用される。しかし、
Diversaは、米国内務省
のイエローストーン国
立公園の生物資源探査
プロジェクトでは 10％
のロイヤリティを支払
っている。2000 年秋、
メキシコの環境保護司
法長官は、メキシコ国立
自治大学（UNAM）は
遺伝資源のアクセスを
許可する権限を有さな
いため、違法という理由
で、このプロジェクトを
中止した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ECOSUR は公的に同
意した。 

・1998 年にこのプロジ
ェクトが開始してす
ぐに、反対が沸き起こ
った。 
・ICBG-マヤコンソー
シアムは、アントニオ
組織に近づき、彼らに
プロジェクトに参加
するよう招待した。 
COMPITCHは、プロ
ジェクトを進めるた
めに、国家と固有の知
的財産権を保護する
十分な法律が整って
いないと答えた。
ECOSUR もこの弁論
を公的に同意。 

 

1999 
 
 
 
 

 1999 年、オランダの企
業 、 Quest 
International とミネソ
タ大学は連名で pozol
（マヤ原住民が代々、使
用している醗酵とうも
ろこしから派生した伝
統的な飲料）の特許を取
得し、古典的な還元主義
における pozolそのもの
の特許ではなく、飲料に
含まれる微生物（活性化
合物）の単離の特許を取
得したと主張。この主張
により、Pozolの開発に
原住民の知識を使用を
否定。 

1999年 8月、Zedillo大
統領は、Montes Azules 
Integral Biosphere 
Reserve(RIMBA) の 周
りを囲む道路建設を中
止しようとしていたサ
パティスタ支持者を妨
害した。 

1999 年、原住民の遺伝
子資源と伝統的知識を
商業的に利用すること
に反対する原住民組織
が発足した。  COMTI
は RAFI と連絡を取っ
た。 
1999年 12月、RAFIは
「マヤ原住民により非
難されているメキシ
コ ・ チ ア パ ス の
Biopiracy プロジェク
ト」など小冊子を発行し
た。 
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図表３－１図表３－１図表３－１図表３－１    紛争の経緯（その３）紛争の経緯（その３）紛争の経緯（その３）紛争の経緯（その３） 
 

概況概況概況概況    
バイオプロスペクテバイオプロスペクテバイオプロスペクテバイオプロスペクテ
ィング（生物資源探ィング（生物資源探ィング（生物資源探ィング（生物資源探
査）査）査）査） 

生物多様性保護生物多様性保護生物多様性保護生物多様性保護 マヤ・プロジェクト反マヤ・プロジェクト反マヤ・プロジェクト反マヤ・プロジェクト反
対運動対運動対運動対運動 

2000 ・2000 年の選挙で、
National Action 
Party(PNA) の
Vicente Fox 
Quesada 大統領は、
選挙公約を果たし、
固有の権利と文化の
ための COCOPA 法
を承認すると期待さ
れた。 
・7月、フォックス大統
領が選出された。フ
ォックス大統領は、
ICBG-マヤのような
グローバリゼーショ
ンの成果がメキシコ
でも得られると期待
した。 ICBG-マヤ計
画は、世界銀行と米
州開発銀行の支持を
得ていたが、環境団
体などからは、徹底
的に非難されてい
た。ICBG-マヤ・プ
ロジェクトは、原住
民の権利と開発との
争いが避けられなく
なった 
・議会は骨抜きとなっ
た協定（原住民所権
利保護法案）を認可 

Fox 大統領は、プエブ
ラ＝パナマ計画（Plan 
Puebla-Panamá）を開
始。南部メキシコ 9 州
（カンペチェ、チアパ
ス、ゲレロ、オアハカ、
プエブラ、キンタナロ
ー、タバスコ、ユカタ
ン）およびベリーズ、
コスタリカ、エルサル
バドル、グアテマラ、
ホンジュラス、ニカラ
グア、パナマの新しい
経済発展プラン。 
このプロジェクトは、
“グローバリゼーショ
ンの成功がメキシコに
全土に広がった”の証
し。世界銀行と米州開
発銀行の支援を受けて
おり、環境保護団体や
その他団体より非難を
受けている。 
（ICBG プロジェクト
が原住民の権利と発展
をめぐって長期にわた
る紛争に巻き込まれる
ことは自明の理であっ
た） 

2000年 1月、政府は、
メソアメリカ生物資
源 回 廊 (Corredor 
Biológico 
Mesoamericano 
(CBM))が開始。（国
境を越えた初期の生
物多様性保護プラン
の１つで、より効果的
な絶滅危惧種の保護
のための自然環境を
つなぐ陸回廊）。 

2000年 7月 18日、Mesa 
de Tripartie 
Negociacio’n の設立に関
し 、「 マ ヤ ICBG 、
ECOSUR、COMPITCH、
SEMARNAPおよび INE
の合意成立」という記事
名で新聞が発行される。
Mesa de Tripartie 
Negociacio’n により会議
が 2 回 、 Technical 
Commission of Workが
1回、開催された。（論争
と参加者の要請により、
SEMARNAPは、社会団
体との含意を通じ、仲介
役として参加。）これらの
努力のもとで、Mesa de 
Tripartie Negociacio’n
は 5月に設立された） 
2000 年 8 月、ECOSUR
は、SEMARNAPの前に
て、ICBG マヤ・プロジ
ェクトの生物民族学の目
的における収集許可を要
請することが禁じられ
た。その理由としては、
許可を決定するための要
項が十分に定義されてい
ないことが挙げられてい
る。 
*この時点において（チア
パス州選挙）、老人を意味
する、“tatik”の意義につ
いて討論があった。また、
大 学 院 生 の 報 告 が
COMPITCH へ漏洩され
ていたか否かをめぐって
も 衝 突 が あ っ た 。
COMPITCHN の代表者
は、この漏洩をもとに、
プロジェクトリーダーの
Berlinがチアパスから植
物を盗んで、ジョージア
州で栽培して、現在、生
物民族学的実験を行なっ
ていると結論づけた。こ
れは本当ではなかった
が、疑惑はその後も続い
た。 
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図表３－１図表３－１図表３－１図表３－１    紛争の経緯（その４）紛争の経緯（その４）紛争の経緯（その４）紛争の経緯（その４）    

 
概況概況概況概況    

バイオプロスペクテバイオプロスペクテバイオプロスペクテバイオプロスペクテ
ィング（生物資源探ィング（生物資源探ィング（生物資源探ィング（生物資源探
査）査）査）査） 

生物多様性保護生物多様性保護生物多様性保護生物多様性保護 マヤ・プロジェマヤ・プロジェマヤ・プロジェマヤ・プロジェ
クト反対運動クト反対運動クト反対運動クト反対運動 

2001  
 

 2001年 3月、CNI（Congreso 
Nacional Indigena（原住民議
会））は、サパティスタ民族解
放軍(EZLN)および COCOPA
法への支持を表明し、同時にバ
イオピラシーへの反対を明示。
（2001年 3月、第 3回原住民
議会（Michoacán にて開催）
宣言においては、生物多様性、
水その他資源を対象とするす
べての生物資源探査プロジェ
クトの一時停止を呼びかけた。
この宣言は、同時に、原住民の
時間と条件を配慮した上で、生
物資源の管理に関して話し合
いを行なうまでは、原住民居住
地およびメキシコ全土におい
て行なわれる生物資源探査の
一時停止も呼びかけた。） 
また、同議会は、バイオピラシ
ーを反対。 
1. 公平かつ民主的な決定に関
しての配慮の欠如（さらに
は、現地の資源提供者は、
資源がどこで使用されてい
るかを知る術がない） 

2. 食物供給への配慮の欠如 
3. 健康とエコシステムへの脅
威 
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図表３－１図表３－１図表３－１図表３－１    紛争の経緯（その５）紛争の経緯（その５）紛争の経緯（その５）紛争の経緯（その５） 
 概況概況概況概況    

バイオプロスペクティバイオプロスペクティバイオプロスペクティバイオプロスペクティ
ング（生物資源探査）ング（生物資源探査）ング（生物資源探査）ング（生物資源探査） 生物多様性保護生物多様性保護生物多様性保護生物多様性保護 マヤ・プロジェクト反対マヤ・プロジェクト反対マヤ・プロジェクト反対マヤ・プロジェクト反対

運動運動運動運動 
2001 
 

  2001 年 3 月、サパティス
タ民族解放軍(EZLN)は、
和平条約、San Andrés協
定の受理を求めて、歴史に
残る南部極貧地域のチア
パス集からの森林からメ
キシコシティへの行進を
行なった。この協定の争点
は、チアパス州の森、Selva 
Lacandona の管轄者は誰
であるかということであ
る。この森は、1994 年の
サパティスタ民族解放軍
（EZLN）の反乱以来、原
住民の自治区となってい
た。 
2001 年 4 月、100 以上の
チアパスインディアンコ
ミュティがメイズ会議を
高地街、サンクリストバ
ル・デ・ラスカサスにて開
催し、バイオ加工したとう
もろこしは栽培しないと
投票。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001 年夏、マヤの治療家
であり、Global Exchange
（人権保護 NGO団体）の
パートナーであるドン・ア
ントニオ・ペレス・メンデ
スは、Global Exchangeの
財政支援を受けて、ICBG
バイオピラーを非難する
ために米国を遊説。ペレス
は製薬会社の創薬の 74％
は研究によるものではな
く、インディアンの医師と
治療家の特定によるもの
であると指摘。 
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図表３－１図表３－１図表３－１図表３－１    紛争の経緯（その６）紛争の経緯（その６）紛争の経緯（その６）紛争の経緯（その６） 
 概況概況概況概況    

バイオプロスペクティバイオプロスペクティバイオプロスペクティバイオプロスペクティ
ング（生物資源探査）ング（生物資源探査）ング（生物資源探査）ング（生物資源探査） 生生生生物多様性保護物多様性保護物多様性保護物多様性保護 マヤ・プロジェクト反マヤ・プロジェクト反マヤ・プロジェクト反マヤ・プロジェクト反

対運動対運動対運動対運動 
2001   2001 年 6 月 半 ば 、

COMPITCH は、サンク
リストバルにて、生物・
文化多様性保護のための
バイオピラシー反対国際
フォーラムを開催。 
2001年 6月 24日、バイ
オ会社団体が Diversa の
本拠地であるサンディエ
ゴに集結し、「バイオジ
ャスティス（バイオ調査
における公平）」のための
反対会議を開催。 

2001年 6月、チアパス政
府の代表者が、ICBG プ
ロジェクト参加者すべて
が合意する方法はないか
と検討を開始。考えられ
る方法の一つとして、プ
ロジェクトの創薬の過程
を取り除く－特許、知的
所有権の排除－が出さ
れ、COMPITCH に参加
を呼びかけた。NIHにお
ける ICBG プロジェクト
の責任者はこの提案書に
前向きに署名すると言
及。Berlinは 7月末まで
に新しい企画書を提出
し、その後 NIHの総責任
者 Joshua Rosenthal は
プロジェクトへの投資を
続けるかどうかを検討す
ることになった。 
2001 年 8 月、Berlin は
ECOSUR に改訂した企
画書を提示。 
2001年 10月 7日、在メ
キシコ米国大使館の代表
者は、COMPITCH（チア
パスにおいて最もプロジ
ェクトを反対する団体）
に会うためにチアパスを
訪 問 。 し か し 、
COMPITCH の同意を得
ることに失敗。 
2001 年 11 月 6 日、
ECOSUR の代表責任者
は、ICBG プロジェクト
を中断すると文書に署
名。中段理由としては、
利益闘争を避け、偽情報、
中傷を増大させるという
つらい立場から離れ、学
術、社会、原住民団体・
管轄局によって許可され
た生物資源探査に関する
数多くの説明会を開催で
きるような信頼関係構築
に貢献するためとなって
いる。 
2001年 11月 19日、プロ
ジェクトを中断。 



 - 312 - 

図表３－１図表３－１図表３－１図表３－１    紛争の経緯紛争の経緯紛争の経緯紛争の経緯((((その７その７その７その７)))) 
 

概況概況概況概況    
バイオプロスペクバイオプロスペクバイオプロスペクバイオプロスペク
テテテティング（生物資ィング（生物資ィング（生物資ィング（生物資
源探査）源探査）源探査）源探査） 

生物多様性保護生物多様性保護生物多様性保護生物多様性保護 マヤ・プロジェクマヤ・プロジェクマヤ・プロジェクマヤ・プロジェク
ト反対運動ト反対運動ト反対運動ト反対運動 

2001 2001年 2-3月、サパ
ティスタ民族解放軍
(EZLN)の代表者は
COCOPA（the 
Commission of 
Concordance and  
Pacification（同意平
和条約委員会））法の
承認を推進するため
に、12州で遊説した。
同時に、CNI
（Congreso Nacional 
Indigena（原住民議
会））の第３回議会に
参加。 
 
 
 
 
 
 
 

 2001 年 3 月、CNI（Congreso 
Nacional Indigena（原住民議
会））は、サパティスタ民族解放
軍(EZLN)およびCOCOPA法へ
の支持を表明し、同時にバイオ
ピラシーへの反対を明示。
（2001年 3月、第 3回原住民議
会（Michoacánにて開催）宣言
においては、生物多様性、水そ
の他資源を対象とするすべての
生物資源探査プロジェクトの一
時停止を呼びかけた。この宣言
は、同時に、原住民の時間と条
件を配慮した上で、生物資源の
管理に関して話し合いを行なう
までは、原住民居住地およびメ
キシコ全土において行なわれる
生物資源探査の一時停止も呼び
かけた。） 
また、同議会は、バイオピラシ
ーを反対。 
4. 公平かつ民主的な決定に関し
ての配慮の欠如（さらには、
現地の資源提供者は、資源が
どこで使用されているかを知
る術がない） 

5. 食物供給への配慮の欠如 
6. 健康とエコシステムへの脅威 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 313 - 

図表３－１図表３－１図表３－１図表３－１    紛争の経緯紛争の経緯紛争の経緯紛争の経緯((((その８その８その８その８)))) 
 

概況概況概況概況    
バイオプロスペバイオプロスペバイオプロスペバイオプロスペ
クティング（生物クティング（生物クティング（生物クティング（生物
資源探査）資源探査）資源探査）資源探査） 

生物多様性保護生物多様性保護生物多様性保護生物多様性保護 マヤ・プロジェクト反対運マヤ・プロジェクト反対運マヤ・プロジェクト反対運マヤ・プロジェクト反対運
動動動動 

2001 2001年 4月、議会は、固有
の権利と文化のための
COCOPA法の効力を弱め、
改訂したものを最終的に認
可。（原住民の自治レベル
は、単一の市町村内のコミ
ュニティレベルに制限、原
住民は、独自の統治および
開発を決定する権利を有す
る主体であるという憲法上
の認識を否定、連邦政府が
原住民コミュニティに社会
的役務を提供するという家
父長的関係を維持） 
しかしながら、有力な原住
民たち（チアパス、Oazaca、
ゲレロ）は、この COCOPA
法改定版を却下。 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001年夏、マヤの治療家であ
り、Global Exchange（人権
保護 NGO 団体）のパートナ
ーであるドン・アントニオ・
ペレス・メンデスは、Global 
Exchange の財政支援を受け
て、ICBG バイオピラシーを
非難するために米国を遊説。
ペレスは製薬会社の創薬の
74％は研究によるものでは
なく、インディアンの医師と
治療家の特定によるものであ
ると指摘。 
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図表３－１図表３－１図表３－１図表３－１    紛争の経緯（その９）紛争の経緯（その９）紛争の経緯（その９）紛争の経緯（その９） 
 

概況概況概況概況    
バイオプロスペバイオプロスペバイオプロスペバイオプロスペ
クティング（生クティング（生クティング（生クティング（生
物資源探査）物資源探査）物資源探査）物資源探査） 

生物多様性保護生物多様性保護生物多様性保護生物多様性保護 マヤ・プロジェクト反対運マヤ・プロジェクト反対運マヤ・プロジェクト反対運マヤ・プロジェクト反対運
動動動動 

2001  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001 年 8
月 14 日、
Fox 大統
領 は 、
COCOPA
法を発布。 

 2001年 3月、サパティスタ民族解
放軍 (EZLN)は、和平条約、San 
Andrés 協定の受理を求めて、歴史
に残る南部極貧地域のチアパス集
からの森林からメキシコシティへ
の行進を行なった。この協定の争点
は 、 チ ア パ ス 州 の 森 、 Selva 
Lacandona の管轄者は誰であるか
ということである。この森は、1994
年のサパティスタ民族解放軍
(EZLN)の反乱以来、原住民の自治
区となっていた。 
2001年 4月、100以上のチアパス
インディアンコミュティがメイズ
会議を高地街、サンクリストバル・
デ・ラスカサスにて開催し、バイオ
加工したとうもろこしは栽培しな
いと投票。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001年 6月半ば、COMPITCHは、
サンクリストバルにて、生物・文化
多様性保護のためのバイオピラシ
ー反対国際フォーラムを開催。 
2001 年 6 月 24 日、バイオ会社団
体が Diversa の本拠地であるサン
ディエゴに集結し、「バイオジャス
ティス(バイオ調査における公平)」
のための反対会議を開催。 

2001年 6月、チアパス政府の
代表者が、ICBG プロジェク
ト参加者すべてが合意する方
法はないかと検討を開始。考
えられる方法の一つとして、
プロジェクトの創薬の過程を
取り除く－特許、知的所有権
の 排 除 － が 出 さ れ 、
COMPITCH に参加を呼びか
けた。NIHにおける ICBGプ
ロジェクトの責任者はこの提
案書に前向きに署名すると言
及。Berlinは 7月末までに新
しい企画書を提出し、その後
NIH の 総 責 任 者 Joshua 
Rosenthal はプロジェクトへ
の投資を続けるかどうかを検
討することになった。 
2001 年 8 月、 Berlin は
ECOSUR に改訂した企画書
を提示。 
2001年 10月 7日、在メキシ
コ米国大使館の代表者は、
COMPITCH（チアパスにおい
て最もプロジェクトを反対す
る団体）に会うためにチアパ
ス を 訪 問 。 し か し 、
COMPITCH の同意を得るこ
とに失敗。 
2001年 11月 6日、ECOSUR
の代表責任者は、ICBG プロ
ジェクトを中断すると文書に
署名。中段理由としては、利
益闘争を避け、偽情報、中傷
を増大させるというつらい立
場から離れ、学術、社会、原
住民団体・管轄局によって許
可された生物資源探査に関す
る数多くの説明会を開催でき
るような信頼関係構築に貢献
するためとなっている。 
2001年 11月 19日、プロジェ
クトを中断。 
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(2) (2) (2) (2) 反対派の主張反対派の主張反対派の主張反対派の主張    

1）経緯 
 1999年、チアパス（Consejo de ME9dicos y Parteras IndEDgenas Tradicionales d e Chiapas）
の、現地の祈祷師など 11 団体により構成される COMPITCH は、彼らの薬草や伝統的知識に関
連している、bioprospection（生物資源探査）/バイオパイラシープロジェクトの中止を求めた。 
 委員会は、チアパスで 2000 年 9 月 12 日に開催された。11 団体は、メキシコ当局とプロジェ
クトリーダーである ECOSUR とジョージア大学が、原住民を操っていると考えた。単に委員会
は、プロジェクトをしばらく見合わせることを要求しただけではなく、原住民とメキシコ社会が、

遺伝子資源や伝統的知識を保護するための適切な法律ができ、この種のプロジェクトの影響を評

価できるまで、メキシコにおけるあらゆるバイオ・プロジェクトの中止を求めた。 
 COMPITCHは RAFIに連絡を取った。 
 RAFI にとって明確な地元の反対は、チアパス州からこのプロジェクトが撤回されるのに十分
であった。この主張は、メキシコシティで 2000 年 9 月中旬に開催されたセミナー「バイオプロ
スペクティング（bioprospecting）or バイオパイラシー」において、地元の農民や他の市民団体
によって支援されたことが確認された。 
 1999 年 12 月、RAFI は「マヤ原住民により非難されているメキシコ・チアパスのバイオパイ
ラシープロジェクト」など小冊子を発行した。 
 2000年 9月 12日、COMPITCHは記者会見を開き、再度、ICBGプロジェクトの中断ととも
に、すべての生物資源探査プロジェクトの中断を訴えた。また、メキシコにおけるすべての生物

資源探査プロジェクトの早急な一時停止を求めた。 
 そして、原住民とメキシコ社会が生物資源探査プロジェクトを調査する機会を得て、遺伝資源

および伝統的知識の保護のために適切な法律が制定されるまでは、一次停止は有効であるべきだ

と主張した。 
 この後すぐに、メキシコ政府は、ICBG マヤプロジェクトメンバーがチアパスで収集した植物
のバイオアセイを行なうことを禁じた。 
 
2）反対派の論点 
①出発点 
 1998年 9月、ICBGは、チアパス州 Los Altosにおけるマヤ地域での医薬調査と伝統的知識の
プロジェクトに対して 250万ドルの予算を認可した。このプロジェクトは、ジョージア大学-アテ
ネ研究財団（UGARF）、メキシコの Colegio de la Frontera Sur（ECOSUR）、ウェールズのバイ
オ企業Molecular Nature Limited（MNL）により推進された。 
 当初プロジェクトは、チアパス州の市民社会にカウンターパートを作るとみられていた。前述

の組織（UGARF、ECOSUR、MNL）と共に、チアパス州にある非営利団体 PROMAYAも参加
するとみられていた。PROMAYAも、マヤの伝統的知識や資源から得られる医薬品のロイヤルテ
ィあるいは販売からもたらされるファンドの使用に関して、技術的な意見をする諮問委員会に招

かれるはずであった。 
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プロジェクトは、1998年からチアパス州で伝統的な祈祷師などの委員会と連絡をとっていたが、
委員会は、このプロジェクトへの参加を決して受け入れなかった。PROMAYAは初めから、プロ
ジェクトの影響を受けるコミュニティによって、実際に評価されるまで、組織の透明性とプロジ

ェクトの中止を求めていた。 
 この時点で、PROMAYAは、メキシコの法律が、この種のプロジェクトに十分対応できないと
みていた。そこで彼らは、メキシコでのあらゆるバイオ・プロジェクトの中止が決定され、同じ

理由から現在実行されているプロジェクトも、しばらく見合わせるべきであると主張した。 
 
②COMPITCHの抗議 
 2000 年初めに、この種のプロジェクトの許認可権を持つメキシコ環境省、資源省は、
COMPITCHの抗議から判断して、ICBG-マヤの代表者と COMPITCHを召集し交渉をスタート
させようとした。COMPITCH は、ICBG-マヤが、交渉に一度も興味を示さなかったと主張して
いる。 
 2000年 8月 14日、COMPITCHは、メキシコ当局によって提案された戦略に同意しなかった
という事実を、冊子にして出版した。それには、第一に、ICBG-マヤのコンソーシアムによって、
2000年 4月に提出されたバイオ目的のための収集許可への要求に対して、直接的に回答したマネ
ジメント・マニュアルと、第二に、交渉過程に同グループを含むこと、などが盛り込まれていた。 
 
③SEMARNAP(当初メキシコ側の ICBG-マヤ協力機関)への批判 
 Alejandro Nadal 教授（ECOSUR）によれば、類例として Diversa 社とメキシコの国立
Autonomous大学の間での協定を挙げて、SEMARNAPが誤っているだけでなく、危険であると
指摘した。メキシコが遺伝子資源へのアクセスの規制で、法律上不備であることを指摘するだけ

ではなく、必要なものは、この重要地域を規制する情報と法律を必要とするときの基準あるいは

「手続きマニュアル」の作成であると提案している。  
 Nadal教授は、SEMARNAPと National Institute of Ecology（INE）が、もし現在の法律が
十分でないならば、すべてのメキシコ人の権利を保護する法律が出来るまで、彼らを調停者とし

て位置付けると付け加えた。ただ連邦議会だけが、法律を通過させることができるわけであり、

調停者としての SEMARNAPは、行政手続きの機能はない。 
 この見解は、メキシコで資源にアクセスすることを望んでいるいかなる個人も、地元住民に直

接交渉することができるというメッセージを与え、国家が、両者間の交渉で合意できない場合に、

両者間の交渉に SEMARNAPを調停役とすることで、交渉の進展・改善へのひとつの方法を提示
した。 
 
④すでに採取されていた多くの植物 
 チアパス州における ICBG-マヤ・プロジェクトのコーディネーターであるBrent Berlin博士は、
ICBG-マヤ・プロジェクトの 1999/2000年の報告書が、2000年 7月にジョージア大学に提出し、
それには、4 つの自治体（ChenalhF3、Oxchuc、Tenejapa、Las Margaritas）で調査が順調に
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進み、5,961 のコレクション数があり、1,000～1,500 異種から構成され、こうした収集による植
物学的エコロジカル的なデータが、電子データベースとしてコンピュータ化された、と報告して

いる。 
 知識のあるマヤ協力者からも、3 つの自治体で 200 近い種が集められた。これには、この地域
の最も重要な薬草 96 種が含まれ、この 96 種は、エコロジー研究所(SEMARNAP に属している
研究所)が、最終的な許可を得られれば、抽出とバイオアセイが、初めて行われる予定であった。 
 この状況について、2000年 7月の COMPITCH会議において、ECOSURプロジェクトのコー
ディネーターの一人である Luis GarcEDa Barrios氏が、次のように説明している。「このプロジ
ェクトが必要とするあらゆる植物は、すでに科学的な採取方法により集められており、バイオテ

クノロジーによる評価を実施するために、当局からの許可を待っているだけである。」 
 科学的な採取とバイオテクノロジーを利用した採取の間の違いは、単に形式であるように思わ

れる。ICBG-マヤが、今までバイオアセイは実行しなかったと述べたにもかかわらず、彼らは、
コミュニティが許可を得るための必要条件という、形式的な役割を演ずるだけであり、相談せず

に何でもできると考えているように思われる。  
 
⑤コミュニティへの説明不足 
a. ICBG-マヤの説明 
 RAFIは 2000年 6月、チアパス州の ICBG-マヤの年次会合で、初めてすべてのプロジェクト・
コーディネーターと、長い話をする機会を持った。我々は ICBG-マヤが方言である tzeltal語で、
いくつかのコミュニティにプレゼンテーションしているのを目撃した。ICBG-マヤは、コミュニ
ティの代表者たちに、ECOSURの施設をみせるために招待した。 
 そしてもしコミュニティが必要とするならば、彼らは、ICBG-マヤについて、コミュニティに
説明する資料の場所に連れて行く考えであった。プロジェクトを公開するまでに、チアパス州の

高地地方で、およそ 50のコミュニティに、メキシコの法律と CBDで必要な事前合意を得たと言
われている。 
 この同意は、ICBG-マヤ・プロジェクトが、コミュニティでプロジェクトを実施するために、
植物と菌類の収集することを行なうということに関して、個々の署名が、ICBG-マヤによって作
成され印刷された書面の形式になっていた。しかしながら、植物と菌類の収集は、同意を得るま

でもなく、すでに実施されていた。 
 2000年 8月、地元の祈祷師が「ICBG-マヤコンソーシアムが、生物多様性を所有することに十
分な透明性を示さず、このプロジェクトに係わる多国籍の利害関係の文脈を明らかにする客観的

な情報提供をしなかった」と明らかにした。 
 その代わりに、想定される地元の利益に対してひどく偏った方法で言及し、この協定を早く認

可させる意図が隠されていた。チアパス州には、石油、鉱物資源、多様な生物資源、水と森林な

ど豊かな資源があるにもかかわらず、原住民は、極貧の生活をしている。 
 そこはメキシコの武装化した地域でもあり、さまざまなコミュニティ生活をし、争いが絶えな

い。これらのコミュニティは、軍にひどく抑圧され、厳しく罰せられた経験があり、そして一部
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の住民は、94年のサパティスタ反乱に共鳴して、土地を離れている。 
 ICBG-マヤ・プロジェクトの研究者達は、コミュニティの代表者を招待し、プロジェクトを説
明し、薬草を採取する代償として、ある特定コミュニティに薬草ガーデンを創り、農産物を害虫

から守るエコロジカル的な使用の情報を提供し、ロイヤルティの 25%が、コミュニティのために
開発プロジェクトへのファンドになる、などと説明した。 
 ICBG-マヤは、プロジェクトの 3 地域における収集作業と分析について手短に説明し、医薬品
が開発された場合に得られる明らかなロイヤルティについては、UGARF、ECOSUR、小さなバ
イオ企業(MNL)、ICBG-マヤが作るトラストに対する 25%を含めて、均等に配分される。すなわ
ち、商品化された場合に、コミュニティへの利益還元については、何ら触れられていなかったの

である。 
 
b. PROMAYAの批判 
 非営利団体である PROMAYAは、コミュニティがトラストファンドに従属する立場であり、プ
ロジェクト全体を決定する専門委員会のメンバーにすぎないと主張した。これに対して ICBG-マ
ヤは、プロジェクトの最も大きな利益が金銭ではなく、金銭的な利益は、このプロジェクトで直

接働く人か植物を採取するか、いずれかの賃金として支払われる場合を除けば、数年を要する見

込みであると明らかにした。 
 PROMAYAの意見では、これは、賃金やプロジェクトに係わる物品の購入ぐらいしか、利益配
分が考えられていない、と判断した。プロジェクトのプレゼンテーションは、ICGB-マヤの倫理
上の所感が述べられたにすぎなかった。 
 
 PROMAYAが指摘するいくつかのポイント。 
・ICGB-マヤは、生物の生体及び遺伝子の採取も許可されていない。 
・ICGB-マヤは、遺伝子組み換え製品の開発だけでなく、それらを生み出すために使われる植
物の採取を許可されていない。  
・ICGB-マヤは、コミュニティが使う薬草の利用を制限するだけでなく、コミュニティの文化
的価値に害を及ぼすであろう。 

 
c. RAFIの批判 
 RAFI も、ICGB-マヤのプレゼンテーションとコミュニティへの情報の普及において、重大な
問題があると考えている。 
 8 月末までに、ECOSUR は、SEMARNAP が ICBG-マヤ・プロジェクトのバイオの目的を一
定の枠組みの中で採取する許可を求め、そして政府がこの要請を決定する十分な必要条件を定義

する前に、公式に中止した。 
 ICBG-マヤ・プロジェクトは、このプロジェクトの法的、政治的、社会的正当性が認められな
い限り、いかなる採取のための許可を求めることができないだけでなく、地元のコミュニティで

医薬データを収集することもできない。  
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⑥参加コミュニティの追加 
 SEMARNAPとNational Institute of Ecologi（INE）は、固有の地域におけるバイオ研究を目
的とした採取に対して、住民との事前合意と情報提供を持って、正確に必要条件を満たすことが

可能である手段として、法律上、管理上の手段を定義している。ECOSURには、メキシコにおけ
るバイオ活動に対して、特定の法律を定義することに興味を持った企業経営者、住民組織、教育

機関などと共に参加するであろう。  
 チアパスを中止に追い込んだ固有のコミュニティが、プロジェクトに彼らを公式に代表するメ

ンバーとして構成すること。この住民組織は、プロジェクトとコミュニティの間で、知的財産権

の保護、事前合意の手続き、物質の移動、などの合意において、契約に参加する。 
 この主導権を持って ECOSUR へ参加することは、団体と固有のコミュニティの行動に、枠組
みの定義と拡張の可能性を開いた。 
（Bulletin of press ECOSUR and the project of bioprospecting ICBG-Maya in チアパス） 
http://tools.search.yahoo.com/language/translation/translatedPage2.=http://www.soc.uu.se/m
apuche/indgen/ecoportal011213b.html 
 
⑦MAYANの参加 
 MAYAN を構成メンバーとする。ひとつは、自分達で組織化しているコミュニティが、プロジ
ェクトのメンバーとして活動を始めており、同じものから得られることができる商業化製品の共

有、ライセンシング政策の監視と定義、そしてプロジェクトに関する利益と情報を受け取る機能

を持つ民間団体である。 
 MAYAN は、知的財産権や利益配分に関して、プロジェクトの提案を分析、交渉、修正などの
重要な機能を持つ。 プロジェクトの 4つのメンバーだけが、いかなる製品も商業的に使うことが
できる。 
 
 2つの段階で両者の役割に、倫理上の原則の定義： 
 a. 1999年 5月、ICBG-マヤ議定書を詳述した 3つの団体の間で、最小限の原則を含む私的合意
に調印した。このグローバルな協定は、3者間で財産権と利益の均等配分を求めている。 
 これは ICBG-マヤの第 4番目の組織として、MAYAN ace an, A.C.をメンバーに加えることを
推進する前に、不可欠な必要条件であると思われた。MAYAN は、チアパスの山地や多くの村落
から選出された代表者と共に組織化されるべきである。MAYAN は、利害関係を調整して、私的
協定を修正する権威を持っている。 
 b. ICBG-マヤの 4番目のメンバー（11MAYANから構成）との間で特定の協定を調印する。 こ
れら協定には、財産権、物質の移転、利益の分配を含むであろう。 
 
 調査地域のコミュニティと MAYAN との間で、防衛と分配のため信頼の創造。原則として、
MAYANA のコミュニティメンバーが、プロジェクト推進のための資金を求める組織のもとに置
かれると予想される。 
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（ ECOSUUR and their participation in project bioprospecting, conservation of the 
Biodiversity and development sustainable in the Chiapas Stops（Maya-ICBG）） 
http://tools.search.yahoo.com/language/translation/translatedPage. 
（ECOSUR and the ICBG-Maya Project） 
http://tools.search.yahoo.com/language/translation/translatedPage. 
 
 初め、プロジェクトの関係者は、我々がメキシコにおけるバイオパイラシーのケースを考えて

いない段階で、次の倫理基準を明らかにした。 
a. プロジェクトのあらゆる局面で、コミュニティ・グループと関連したメキシコの研究機関

の利益を優先する。 
b. 国家及び国際的に有効な法律により求められるバイオ採取の許可を得るための法律的必要

条件と現地語で書かれたものによる事前承認と情報提供による同意の保証を必要とする。 
（Bulletin of press ECOSUR and the project of bioprospecting ICBG-Maya in Chiapas） 
http://tools.search.yahoo.com/language/translation/p://www.soc.uu. 
 
(3)(3)(3)(3) ICBG ICBG ICBG ICBG----マヤの反論マヤの反論マヤの反論マヤの反論    
 2000 年 10 月 17日、ECOSUR は業務を一時停止することを決定し、新聞を通じて表明した。
環境関連庁も ICBGマヤ・プロジェクトに関しては、科学的目的、生物学的目的のいかんを問わ
ず、いかなる種の収集も許可しないことを決定した。ECOSURは、プロジェクトを停止すると同
時に、以下の条件が満たされるまでは収集の許可申請を行なわないとした： 
 ・生物資源探査に関して明確かつ厳密な規程の制定 
 ・科学的研究の条件について交渉を行なう原住民の政治団体代表者の選出 
 
1）主要論点 
①概要 
a. 少数の地元支持；ICBG-マヤプロジェクトは、わずかな地元コミュニティが受け入れているだ
けである。プロジェクトを続行すべきであるという一致した意見は、チアパスの人々にはない。

プロジェクトのオーガナイザーは、人々を確信させるために、もっと多くの時間を必要とすると

語っている。オーガナイザーは、事前合意（PIC）を求めている人々が、承諾する意図を意志表
示する権利を持っているか、持っているとしても不透明と考えている。 
 
b. 外部の影響：チアパスは、地元のコミュニティが、外部の利害関係によって操られているかど
うかについて、避けられない討論をひき起こした。ICBG プロジェクトのパートナーは、これを
非難した。Consejoは、ICBGプロジェクトが、部外者によって支配されたと非難した。 
c. RAFI：地元コミュニティの権利と利益を危険にさらすバイオ協定が、まだ機能しているかどう
か考えている。RAFIは、地元コミュニティの権利と利益を保護することができるCBDを含めて、
適切なメカニズムが存在すると信じていない。  
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（固有の医学の知識：保護のための法律と政策）http://www.oiprc.ox.ac.uk/EJWP０３００.pdf  
 
 次に我々は、RAFI の新聞発表に関して、我々の立場を明確にして、プロジェクトに反対して
いる個々の批判的な報道をしている組織に、我々から情報を故意に得ていないことを指摘する。

RAFI が述べている固有の権利への支援を目標とするならば、ICBG-マヤ関係者への攻撃は、実
際の協定締結の意思について疑わしい。 
 
②誰の知識であるか 
 ICBG-マヤへの攻撃についての基本問題は、伝統的なマヤ治療者で構成されたNGO（OMIECH
と Traditional Healers Council of Chiapas）が、あらゆるマヤの民族的知識をコントロールする
権利が所有しているかどうか、ということである。 これら治療者あるいはシャーマンが、薬草に
関して一般的な民衆と比べて多くの情報を持っているかどうか、高地チアパスで日常マヤ語を話

す人々の健康被害の 80%以上が、呼吸器系疾患と皮膚伝染病を持っているが、これらの病気を治
す能力を持っているのかどうか、ということである。 ICBG-マヤの研究者は、彼らを“専門家”
あるいは神聖な知識を持つと見做していない。 
 
③誰の財産であるのか＜科学的な採取許可＞ 
 メキシコの天然資源は、1992年の CBD によって補強された法律により、メキシコ独自の財産
である。しかしこれら資源の採取許可は、天然資源のある土地の合法的な所有者にある。OMIECH
や Council of Traditional Healersのような、政府か、あるいは非政府機関が、この許可を与える
ことはできない。General Law of Ecological Equilibrium and Environmental Protection の 87
条に記載されているように、資源の採取は、メキシコの国立エコロジー研究所（National Institute 
of Ecology）が許可を与えることになっている。 適切に発効された許可の下で、我々は、市当局
と土地所有者の許可を持って、4つの自治区で科学的な収集を始めた。  
 
 a. バイオ採取許可 
 我々の科学的な採取許可は、BIS87 条に示された条件のもとで唯一認められているにもかかわ
らず、バイオテクノロジー利用の目的でバイオ採取を認められていない。バイオテクノロジー目

的の収集が、Council of Traditional Healersと RAFIから求められているにもかかわらず、始め
られない。  
 
 b. 厳密な規則 
 BIS87条で述べられるように、National Institute of Ecologyは、バイオテクノロジー目的の
ためのバイオ収集だけを許可している。それは要請した者が、植物収集がなされるはずの土地の

合法的所有者に、事前の同意を得たときだけである。さらに BIS87条は、合法的な土地所有者に、
バイオ資源の利用から得られるいかなる利益に対しても、公正な補償を受ける権利を持っている

と述べている。 
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 さらに、この許可を得るために＜過去の努力として＞ 
 ICBG-マヤは、この計画を十分理解してもらうために、ビデオの作成（in Tzeltal and Tztotzil 
May）、テキストの作成（in Tzeltal and Tzotzil）などを含め努力している。8つの自治区 38以
上のマヤ・コミュニティから 187人が、El Colegio de la Frontera Surにある我々の事務所を訪
れ、プロジェクトの詳細について説明する 1 日研修会を開催している。これには、OMIECH の
代表者も参加していた。 
 
 c. 今後の計画 
 2000年初め、マヤ語を話す協力者チームが、我々の研究を行なうために、マヤの土地所有者と
のグループミーティングに参加するであろう。プロジェクトの詳細な説明の後、議会は、我々の

採取開始を許可するか、拒否するか、回答するであろう。もし許可が得られないならば、署名さ

れた協定書は、適切な連邦許可のために我々の要請の一部として、National Institute of Ecology
に提出されるであろう。もし許可が与えられるならば、我々は収集を始めることが可能である。

我々は、事前同意を受けたコミュニティでのみ、収集を実行するであろう。 
 
④誰の利益であるか 
 知的財産の問題にメキシコの法律は役立たない。結果として、我々は National Institute of 
Ecology及び他の政府機関と緊密に連携して作業を進める。この協力は秘密ではない。 1999年 2
月、メキシコ上院議員とともに、National Institute of Ecology、National Indian Institute、
National Commission for Biodiversity（CONABIO）の代表者が、チアパス州 San Cristóbal de 
Las Casaの El Colegio de la Frontera Sur（ECOSUR）に集まり、3日間にわたり、ICBG-マヤ
の問題について討議した。 
 
 基本的な質問は、我々が、個人あるいはグループが所有する土地から集める特別なバイオ資源

について、いかにして利益の公平な分配を保障するか、それら資源の利用と知的財産（伝統的知

識）を結びつける利益が、高地マヤ地域で、広く公正な分配を保障できるか、ということである。

質問によって導かれた結果が“Promotion of the Intellectual Property Rights of the Highland 
Maya of Chiapas, Mexico"（PROMAYA）に使われる。非営利団体は、ICBG-マヤの研究結果と
して生ずる、いかなる利益からでも均等なファンドが配分されるように準備されている。 
知識？ 誰の財産であるのか？ 誰の利益であるのか？ 
http://guallart.dac.uga.edu/ICBGreply.html  
 
2）具体的な反論 
①事前権利の原則 
 ICBG-マヤは、薬草と彼ら自身の持つ薬草の知識に対して、チアパス高地マヤの権利を十分尊
重している。 
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②自己決定の原則 
 ICBG-マヤに参加していない個人あるいはコミュニティは、そうした圧力をかけられないであ
ろう。我々は自己決定の原則の主張に拍手する。そして我々はこのような権利を保証し、促進す

るために絶え間なく働く。ICBGプロジェクトに協力しないことに決めている Personaとグルー
プにおいても、PROMAYAを通してベネフィット・シェアリングの資格を有する。 
 
③譲渡不能の原則 
 この原則は、地元住民の譲渡できない権利、伝統的地域やその地域内の天然資源や関連する伝

統的知識に関する地元コミュニティの権利を認めた。 
 我々の医薬研究は、コミュニティに密着した知識と高地で一般のマヤ成人に知られている薬の

種に焦点を合わせている。この知識は、伝統的な治療者によって持たれた秘密の薬の知識とは異

なる。これは、我々が現在、政府機関あるいは NGO の伝統的な治療者組織よりむしろ、マヤ全
体の利益を代表する個別のマヤ・コミュニティから、許可と協力を求めている理由のひとつであ

る。とにかく、研究のあらゆる許可が、高地マヤ自治区内の個々のコミュニティによって与えら

れなければならない。個々のコミュニティは、合法的な土地所有者である。 
 
④伝統的保護者の原則 
 この原則は、人類の全体論的な相関性を認めている。地元の人々、伝統的社会、地元コミュニ

ティの義務と責任が、彼らの文化、神話、崇高な信念、慣行などを維持することである。 
 ICBG-マヤは、薬草に関する 1 ヶ月間の研修をするために、チアパス教育省から招待された。
これらの研修会は、若いマヤ族の人達に、伝統的な医学知識の維持を促進する。 
 マヤの人達が、地元の健康に必要かもしれない特定の薬草に関して、薬理学上の研究を実行し

ている。他の ICBGプロジェクトは、特にトウモロコシとキャベツ生産に影響を与えている多く
の害虫を管理するために、伝統的な農業での薬草の利用を研究している。 
 
⑤積極的な参加の原則 
 フルタイムのマヤ協力者チームは、ICBG-マヤのもとで、専門的な訓練を受けている。彼らは、
通常の研究スタッフの一部であって、実地調査に関して責任がある。 
 我々のマヤチームメンバーは、実地調査で使われるアンケートを作ることや、ICBG-マヤを説
明する Tzetall、Tzotzil、Tojolabalシリーズのビデオ作成にも関与している。 
 さらに、我々のマヤチームメンバーのアシスタントは、プロジェクトで毎日の協力者として参

加している。プロジェクトに参加しているすべてのメンバー対して、給与が支払われている。 
⑥公開の原則 
 事前同意を得るための努力の一部として、プロジェクトが文化的に適切な方法で進められてい

ることを紹介するために、マヤ語でのビデオや冊子を作成している。1999年 10月に ICBG-マヤ
に関するオープンハウスと情報研修会が、ECOSUR で開催された。この長い研修会は、ICBG-
マヤのすべての面を扱い、マヤの人達約 200人が参加した。 



 - 324 - 

⑦事前同意と拒否の原則 
 ICBG-マヤは、チアパス山地における植物相のバイオ目録の一部として、植物採取を始めるた
めに、いくつかのマヤ・コミュニティから事前同意を受け取っていた。我々はインタビューした

個人からも、事前同意を受け取っていた。 
 事前同意を得るプロセスは、米国保健省とジョージア大学が作成したガイドライン通りに進め

られた。現在、ICBG-マヤは薬草を収集するために、メキシコ政府の National Institute of Ecology
からの許可を求めて働きかけている。 
 しかしながら、すべてのコミュニティは、ICBG-マヤの活動を受け入れるか拒否するかどうか、
決める選択を与えられるであろう。この決定は、その地域で興味を持った政府か、あるいは非政

府団体によってのみできる。 
 
⑧機密の原則 
 ICBG-マヤの調査員による事前研究は、マヤの薬草に関する調査として、マヤ語でも出版され
ている。ICBG-マヤの結果も、両方の言葉で発表されるであろう。  
 
⑨尊重の原則 
 このプロジェクトに関係しているマヤ協力者が、35年以上の ethnoscientific研究に基づいて、
調査協力者として機能している。彼ら自身の言語への翻訳を訓練したり、植物調査の実地研修、

コンピュータ使用能力、実験技術、知的財産権問題などが、規則的に我々の研究の一部として提

供された。 
 もっと重要なことに、このプロジェクトに関係しているマヤ族は、彼らの母国語を使って、彼

らの伝統的な信念と習慣を維持するよう奨励されている。  
 
⑩積極的な保護の原則 
 薬草の維持管理の促進と伝統知識の使用が、4 つの高地マヤ・コミュニティと ICBG-マヤの協
力により、非常にうまくいっている。 
 ICBG-マヤは現在、害虫制御のために地元マヤ族の園芸のシステムで、生物資源としてマヤの
薬草の効果を探究している。ICBG-マヤは、アナナスと薬草について、革新的な研究を支援して
いる。 
 
⑪補償と公正な配分の原則 
 健康、生物資源の持続的利用、経済成長に代替する形態などに対する直接的、短中期的利益は、

ICBG-マヤの目標としている補償の考えである。ICBG-マヤの直接の利益は、このプロジェクト
の協力者と情報提供者に支払われる賃金であり、ICBG予算のおよそ 12％を占めている。さらに、
高地マヤの薬草の事前研究が、現地語に翻訳され、興味を持っている人なら誰でも利用可能であ

る。天然殺虫剤や bromeliad普及の研究は、比較的短期間に直接マヤ族に役立つことが予想され
る。 



 - 325 - 

 もう１つの短期的利益は、PROYAMA（Promotion of Intellectual Property Rights of the 
Highland Maya of Chiapas, Mexico）の創設を含む非営利組織が、ICBG-マヤの資金的還元の機
関として、マヤ・コミュニティに貢献する。 
 マヤ族への中期的利益は、地元の健康に必要な薬草採取活動について、協力しているマヤ族に

実践的な情報として提供されることである。もし特許取得可能な薬が、ICBG-マヤの努力から生
ずるならば、すべての利益は等しく ECOSUR、UGA、MNL、PROMAYA に与えられるであろ
う。 
 
⑫固有の研究を支援する原則 
 我々のマヤ協力者の技能と能力を向上することは、ICBGの重要な目標である。  
 民族植物学、ethnomedical、ethnoecologicalなデータは、すべてマヤ語で集められるであろう。
結果としてデータベースも、マヤ語で作成されるであろう。 
 
⑬ダイナミック対話型の原則 
 研究活動が合理的な自信がないならば、始められるべきではないと考えるというダイナミック

対話型の原則は、a.準備と評価、b.実行、c.評価、普及とコミュニティへの利益提供、d.プロジェ
クトの不可欠な部分として、結果の実務的な適用を含む訓練と教育、プロジェクトのあらゆる段

階で実施される。 
 ICBG-マヤは、チアパス高地地方で 20年以上の研究経験を持っている調査員によって行われて
いる。 
 
⑭賠償の原則 
 ICBG-マヤのメンバーは、このプロジェクトの直接の結果として起こったことを、文書で逆に
変更することなどは、頑なに拒否する。 
（ow the Maya ICBG implements the International Society of Ethnobiology Code of Ethics）
http://guallart.dac.uga.edu/ethics  
    
3)個々の見解 
 ICBG-マヤの批判は、特にプロジェクトの本質ではない。この時点で、多くの苦情が、研究地
域で皆から許可を得るのに、不十分な努力しかしておらず、地元に配分される資源と情報が余り

にも少ないという罪状を主張している。 
 RAFIさえ、ECOSURに高い称賛を送り、そして実際よりも利用の可能性に関心があるように
思われる。 
（The perils, and profits, of mining nature）http://atlanta.creativeloafing.com/２０００-１２-
０９/news_feature.html 
 
①Say Brent Berlin氏：我々の問題は、チアパスのマヤ族の人々に役立つこのような方法で、持
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続的な開発と保護を結合することができると信じる者とそうでない者の間で、主にミスコミュニ

ケーション、誤解、意見の基本的なイデオロギーの相違であった。と述べた。 
 彼は ICBGには、厳密な予防措置があると指摘した。解決策は、地元のコミュニティに、調査
の結果によるあらゆる利益の 25%を保証することである。このような長期的利益にかかわらず、
プロジェクトは、地域を通じてその共有を想定して、共同の場所、薬草の利用について知識を保

存することを準備している。 
 貨幣でない利益についても話をしなければならない。このような利益は、害虫を追い払うかも

しれない植物あるいは雑草を含むか、あるいはマイナーな病気の症状を和らげることができるこ

となどである。 
 Berli氏は、もし反対者がプロジェクトの中止に成功するならば、価値のある種と知識が失われ
ることを恐れている。さらに、彼が恐れていることは、合法的な研究者が無視されると、バイオ

プロスペクティングのために他の地域が、不当利益者の州のままでいることである。 
“利益を得る人々が、正真正銘の biopirates（生物的海賊）である” 
 
②ロナルド・ナイ氏、Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico   
 協定は、インディオの法的権利の限定された場所として、地元コミュニティの枠を超えると表

現している。 
 しかしながらナイ氏は、現地では地理的な境界が現実として存在しないため、事前同意を得る

ことができないと知っていた。我々は、政治的な実体が、彼らの居住している土地と資源を管理

している自治区の最小単位を認識されるコミュニティから、許可を求めることに決めた。 
 ICBG-マヤは、プロジェクトに反対している COPITCHなどの主な関心である、マヤ高地の事
前同意という権利を主張していたことから、46のコミュニティと個々に協定に署名するという手
続きを取った。現在のメキシコの法律だけでなく、生物多様性に関する協定のいずれにおいても、

すべてのマヤ族の共有した遺産である、知的財産権あるいは植物遺伝子の一般的知識の譲渡に対

する協定に署名するというような権利は、認識されていない。正式の具象的な実体の欠如は、政

府が、バイオ調査のための規定を明確にできない主な理由のひとつであり、地元メキシコの研究

所（El Colegio de la Frontera Sur）が、プロジェクトから撤退した理由である。 
 ナイ氏は、我々が協定に書かれて得た“コミュニティ“が、外から押し付けられた作り話であ

り、原住民か社会組織との関係があろうとなかろうと行政上の道具であると主張を続ける。我々

は彼に 46 のコミュニティが法的な意思決定主体として疑わしいことを明らかにするよう求めて
いる。この情報を手にして、我々は、民主的に地元当局選出された代表者によるコミュニティ集

会の開催を求め、ナイ氏評価にそれらコミュニティが返答するであろう。我々のウェブサイトは、

以下の通りである。  
（http://guallart.dac.uga.edu） 
 我々が知っているハーブの知識は、住民に広く知れ渡っているが、ある科においては、まだ専

門的である。 

http://guallart.dac.uga.edu/
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 論理的（しかし問われない）質問は、何故 OMIECH（Organization of Indigenous Healers in 
the Highlands）という組織が、マヤ高地と一般的な薬草の知識のすべてについて、門番として行
動することを求めているのか、である。例えば、OMIECHと関連のある 49人の治療者の調査で
は、ハーブ採集家として 10の薬草だけで、特別な薬草についての報告はなかった。 
 ナイ氏は、我々に OMIECH が、薬草をひいて粉にし、そしてゼラチンカプセルにし、次に地
元の人々に転売するビジネス戦略に従事していると言わない。 
 科学的な真実という基準の普遍性の仮説において、知的財産という奇妙な概念の交渉余地のな

い負担は、公正さと文化交流のために、理想的な条件を作らない。 
 
③E.N. アンダーソン（人類学部、カリフォルニア大学） 
 このケースは完ぺきな lose-lose（win-winの逆）状態である。マヤ族は効果的な薬を含めて、
薬草の比較できない知識に基づく投資の機会を失う。世界も、これらの救済策のチャンスを失う。

チアパスは経済発展のチャンスを失う。人類学者は、この重要な研究地域へのアクセスを失う。  
（On Maya Medicine and the Biomedical Gaze） 
http://www.anthro.ucdavis.edu/mcelreath/kuznar%２０reply. pdf  
 最近、このプロジェクトは、バイオパイラシー（biopiracy）を理由として非難された。固有の
植物知識を利用するビジネスは、地元の植物相に見つけられる遺伝子データに関する安全な儲か

る特許を取る。COMPITCH の非難が、国際的な関心を引き付け、メキシコの SEMANARP
（Secretary of the Environment, Natural Resources, and the Fish）に、ICBG-マヤによるバイ
オ調査の許可の要請を拒絶するように仕向けた。 
 反対者は、利益の 75%が、特許材料を供給しているコミュニティから転用され、残り 25％が、
プロジェクトに協力したコミュニティに与えられる。そして実際に、協力するコミュニティと反

対するコミュニティの間に、仕切りを作ると指摘した。 
（特許から得られた利益は、4つの方法に分かれているはずである：25％はジョージア大学、25%
はMolecular Nature、25%は Ecosur、そして 25％は、ダンカンによれば、チアパス高地のコミ
ュニティに役立つためにトラストが準備されていた。彼はトラストが準備されるか、あるいはど

のように高地に金銭を均等に分配するか、ということを明白にすることができなかった。 
 
④インタビューが、IMC-チアパスの 2人のメンバーにされている。（COMPITCHとマヤ- ICBH
の間の論争に関する詳細） 
 a. ICBG-マヤ・プロジェクトに関して 
 バイオパイラシーに関して、このプロジェクトはいかなるバイオプロスペクティング、期間を

遂行しなかった。 メキシコの政府はまだ、バイオプロスペクティングの規則を作っておらず、こ
のプロジェクトを遂行する方法がなく、そしてこのプロジェクトは、いかなるバイオプロスペク

ティング活動もしていないことから、誰もひとつの植物さえ奪い取らなかった。 
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 b.事前同意に関して 
 このプロジェクトは、これを遂行するために、マヤ高地の 50のコミュニティを探して、そして
協定を受け取った。このプロジェクトは、どのように事前同意を求めるべきかという、

SEMANARPによって作成されたガイドラインに従った。このプロジェクトは、このプロジェク
トについてのすべての情報をコミュニティに提供するために、できることはすべてした。 
 このプロジェクトは、どういうものであり、何が期待できるか、について可能な限り詳細に説

明された。そして高地のすべてのコミュニティを訪問した。50のコミュニティは、ICBG-マヤに
参加したいというコミュニティが選択された。 
 COMPITCH は、最初からこのプロジェクトへの支援を断り、このプロジェクトの中止を求め
ていた。このプロジェクトは、マヤ族によって管理される。 参加についても、彼らが決定する。 
 
 c. フォーラムに関して 
 それは本当にすべての問題を論議するフォーラムではない。それは基本的にバイオプロスペク

ティングに対して抵抗を表明するフォーラム、あるいはさまざまな文化的知識や生物資源の侵略

であることを訴えるフォーラムであった。 
 この特定のフォーラムで、我々は参加しないことに決めた。なぜならば、この問題のあらゆる

側面に環境が係わっているからである。 
 もしあなたが情報を持たず、あるいはあなたがプロジェクトについて受け取る唯一の情報が、

このプロジェクトの存続を望まない NGO からの情報であるならば、ICBG-マヤのような生物多
様性プロジェクトに、いかにして教養のある判断ができるのだろうか。 
 
 d. プロジェクトの利益に関して 
 あなたは、これがこの問題のすべての側面が提出されなかったわけではないということに同意

しなくてはならない。唯一提出されたこの問題の側面は、否定的な側面である。 ICBG-マヤによ
って提供されるあらゆる利益は、論議の対象ではない。 
 ICBG-マヤの革新的な側面は、マヤ族の人々によってコントロールされるであろう有効な選択
肢を提供しているということである。マヤ族の人々は、ICBG-マヤのすべての段階を通じて、プ
ロセスをコントロールする。 
 信頼とは何なのか。マヤ族の人々は、ICBG-マヤ・プロジェクトから生まれるどんな利益にも
参加することが可能であり、その資金をすべてコントロールできる。 
「原住民の諸権利と文化に関する San Andres協定」は、極貧のコミュニティのために、若干の
選択肢の必要性を明らかにしている。ICBG-マヤは、こうして必要の結果として生まれたもので
ある。 
 e. プロジェクトの中止に関して 
 我々の特定プロジェクトは、自発的な停止により今まで 1 年中止されている。活動はしていな
い。皮肉にも唯一の活動は、我々のプロジェクトを構成する一部であるチアパス山地のすべての

管(vascular)植物相に関する全体調査である。 
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 SEMANARPが、バイオ研究を実行する我々の要請を拒否した。本質的にそれを否定した。  
 ボトムラインは、このプロジェクトが改めて行われ、後戻りしないということである。

（Indymedia Chiapas The Forum’s Discontents/Interview with a BioPirate）http://www. 
Chiapas link.ukgateway.net/news/０１０６１７.html 
 Berlin氏によると、すべての中で最も皮肉なことは、この特定のプロジェクトが何故攻撃に遭
ったか、という理由である。薬草を採取するグループの数が相当あり、我々が経済的に原住民へ

の利益を確実なものにするために、多様な生物を保護しようという我々の多大な努力を誰もしな

い。 
 このプロジェクトで働く科学者の本当の挑戦は、原住民の知識を探す地元コミュニティへの長

期に拡張した利益配分プログラムを開発することである。これは ICBG-マヤの目的を達成するも
のである。 
 
 f. ロイヤルティに関して 
 実際、利益配分や知的財産権の保護に関する協定は、ICBG によって採用されており、補償に
ついても、研究エリアから得られるバイオ資源や固有の知識からの製品に関連して、チアパス高

地地方のマヤ族になされなくてはならないことを規定している。 
 g.貨幣でない報酬 
 製品発見をもたらすような医薬発見には長期間かかるため、商品化からもたらされる利益を得

て、高地マヤ族のコミュニティに配分されるまでに、相当な年数がかかる。 
 
 h. PROMAYA(チアパス州にある非営利団体)  
 ベルリン氏は、利益配分協定の一般条項を実行するための協定が、 Ecosur、UGA 及び UGA
研究財団、MNLと非営利トラスト PROMAYAにより、交渉されるであろう、と語った。利益配
分協定の条件の下に、バイオサンプルの移動とメキシコの外部に関連した情報は、メキシコの法

律により管理され、外部へのどのような転送もメキシコの法律によって管理され、PROMAYAを
含むすべての組織が認めるmaterial transfer agreementを通じて達成されるであろう。 
（UGA 教授による、誤解されているマヤ高地における医薬発見と生物多様性プロジェクト） 
http://www.uga.edu/news/newsbureau/releases/１９９９releases/berlin_maya.html 
    

http://www.uga.edu/news/newsbureau/releases/１９９９releases/berlin...
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２．ペルー・グループ２．ペルー・グループ２．ペルー・グループ２．ペルー・グループ    
 ペルーの場合も、最近プロジェクト推進において、支障が顕在化している。主なポイントにつ

いては以下の通りである。 
 
(1)(1)(1)(1)    国際会議に原住民の不在国際会議に原住民の不在国際会議に原住民の不在国際会議に原住民の不在 
－－－－ペルーやブラジルのケース－ 
 いかにして効率的な体制にするために、国家あるいは国際的な議論に対して、伝統的知識（TK）
の保有者の参加を促進することは、欠かすことができないものである 
 これに反対する Carvalho氏（Pires de Carvalho氏は、世界知的所有権機関（WIPO）で働く
弁護士）の非常に上手に研究されたペーパーであるが、国あるいは世界的な議論において、伝統

的知識保有者の参加を明確に含まないと述べている。 
 このポイントは、もちろん絶対的に重大である伝統的な知識保有者である。彼らは伝統的な知

識の保護あるいは保存の論議で、今まで欠席しているか、あるいは参加していない。私はこのポ

イントを例証するために、2つの例を提供したい。   
 2001年 9月、私は欧州共同体委員会（EC）とブラジル産業財産国立研究所（INPI）によって
開催された国際セミナーにおいて、ブラジルManausの Chuck Mcmanis会議に参加した。 
 セミナーのタイトルは“生物多様性と伝統的知識に関する知的財産権保護の役割”であった。

弁護士、官僚、NGO専門家が、このミーティングのために全世界からブラジル集まった。理由の
ひとつは、公式の場に伝統的知識を持つ人や原住民が参加していないことが、しばしば指摘され

る。これは離れたコミュニティから欧米などの地域に連れて行くのが、ロジスティクス上の困難

であるとされる。これはブラジルManausでは、明らかに障害ではなかった。 
 実際、ブラジル原住民のリーダーが、参加を望んだにもかかわらず、会議に出席していない。

彼はプログラムに加えられなかった、しかし彼はミーティングに参加していた INPI 社長にアク
セスした。 INPIは、ブラジルのシャーマンの関心を聞いて、彼らの意見の重要性に気付いた。 
 2番目の最近の例として、ペルーで起こった。 
 私は遺伝子資源のワークショップにおいて、伝統的知識と知的財産について、ボリビア、ブラ

ジル、中国、コスタリカ、コロンビア、エクアドル、インド、インドネシア、ケニア、マレーシ

ア、メキシコ、ペルー、南アフリカ、フィリピンとベネズエラなどのグループに、プレゼンテー

ションする機会を与えられた。 
 これらの国共有の伝統的知識保有者は、地球上広範囲にわたる文化的な多様性にある。 しかし
ながら、彼らは国際会議などに参加していない。ブラジルのケースのように、ペルーの山岳地帯

から雨林地帯まで、会議に参加できたはずの、たくさんの原住民族の組織がある。 
 私は、統合化された本来の場所の薬草保護と管理プログラムを作った伝統的なアンデス山脈の

コミュニティの大半参加できないことから、会議に関心のある関係者のすべてが招待されるべき

である、と指摘する。国あるいは国際的な論議に対して、TK 保有者の参加を促進することは、
欠かすことができないものである。 
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(2) (2) (2) (2) 知識的財産権の所在知識的財産権の所在知識的財産権の所在知識的財産権の所在    
 原住民の人々に権利を与え、資源を保護する争いで、シェーン・グリーン氏（シカゴ大学博士

過程の学生）が、ペルーの Aguarunaの人々について例証したように、草の根の非営利組織が、
実際に良いことより多くの害を起こしている。 
 人権支援グループは、Aguarunasがペルーの雨林から採集された植物に対して、確かに支払い
をを望んだが、しかし彼らも、植物を使う方法についての Aguarunasの知識に対して報酬を求め
た。善意で行われた組織が、このような方法で生物多様性を守り、そして利益 配分を促すること
を望んだ。  
 原住民と知的財産権に焦点を合わせているグリーン氏は、自然のままであることに代金を払う

ことを要求した。「原住民は、前に存在していなかった資本主義の固定観念に改宗させられた」と

彼が言った。 
 一方、メルクや Searleのような米国製薬会社は、遺伝子工学の使用あるいはコンピュータ・ベ
ースのモデリングによって、新しい薬物療法を追いかけることに興味を持っていた。  
「知的財産権は、盗みをはたらくことではない」とグリーン氏が言った。  
 Johannes Britz氏が何年間も住んでいた南アフリカでは、個人においてさえ、知識が共有され
るはずである。けれども Britz 氏は、南アフリカがすでに原住民の資源と知識が「それらを利用
する人々に委託された」ことを保証したように、法律を偽造したと言う。 
 本質的に、所有権の異なる概念から生じている。  
 知的財産権を巻き込んでいるもう１つの典型的なケースは、Hacaダンス（ニュージーランドの
先住種族によって行われた挑戦の伝統的なダンス）が、1985年に大半白人のニュージーランドサ
ッカーチームによって使われたときに起こった。 運動靴のメーカーナイキが、ダンスをしたチー
ムをコマーシャルに使用したのである。 
 ダンスが適切に行われないという侮辱があった。ダンスの物語は「私は生きる、私は生きる」

ことを意味している。もし著しく正確でないならば、それは「私にロブスターを下さい」という

意味に翻訳される。 
 グループ同意のケースは多分、知的財産権の問題において、アメリカの法律制度により、扱わ

れる方法を変えていくであろう。  
 
(3)(3)(3)(3)多国籍企業と原住民の争い多国籍企業と原住民の争い多国籍企業と原住民の争い多国籍企業と原住民の争い    
 固有の原住民族－3 つのグループ Aguaruna、Candoshi、Huambisa－が何世紀間もこの地域
に住んでいた。 
 固有の原住民族のいずれも、新しい訪問者を喜ばない。けれども主に天然資源を輸出すること

によって、去年世界中で最も高い経済成長率を達成したアルベルト・フジモリ大統領の政府は、

さまざまな式典で welcomeマットを敷かれた。 
 原住民は石油掘削者が森林をたたき切って、そして有毒化学薬品で彼らの森林を通る水路を汚

すことを恐れる。 彼らは RAN のようなグループによれば、彼らがほとんど利益を受け取らない
であろうことを確信している。 
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 彼らが恐れる理由がある。テキサコ（米国多国籍企業）は、ペルーの北にあるエクアドルのア

マゾン地域を破壊した。会社は、ケチュア語部族(エクアドルの原住民グループ)が頼る川の中に、
推定 6,600万リットルをこぼした。 
 新しい植物から得られるお金が、地元の人々に与えられるであろうと信じる理由が歴史的にな

い。マラリアを治療するために使われた薬、キニーネがエクアドルで発見されたし、また世界中

の何百万という人々のための主要食物であるジャガイモはペルーが原産である。 これらのプラン
トからの販売で、何十億というお金が生まれても、原住民には届かないのである。 
 原住民グループ 2,000 人のメンバーの代表を務める Candoshi のリーダーは、東部マラニョン
で石油を捜し始めたとき、欧米人が彼ら自身の環境について、約束したことが守られなかったと

言う。Candoshiの人々は、欧米人に立ち去ることを票決し、そして抗議するために組織化し始め
た。 
 彼らのメッセージは、シャノン・ライト氏（RAN積極行動主義者）によって配布された「Oxy
がペルーで Candoshiの故国を侵略する」に表されている。 そのすぐ後に、会社は撤退した。 
「我々が石油の商業量を見いださなかったから、我々は調査を停止した。 それはどんな抗議に

も関係していない。 我々は Candoshi との非常に良い関係を持っている」と Occidental の広報
担当が言う。 
 Candoshiの隣人らが、ウォルター・ルイスの仕事を監視する米国国立衛生研究所（NIH）に不
平を言ったとき、訪問者を締め出すことにおいて、最初の成功を持った。 
 ルイスのための年間無償援助 40万ドルは、モンサントに採集した植物を販売する計画であるこ
とを彼らに説明していなかった NIHに手紙を書いた後、凍結された。 
 Consejo Aguaruna ｙ Huambisa、という 2つの原住民グループに属する 4万 5,000人の人々
を代表する評議会は、ルイスが不法に集めていた植物を輸出したと主張した。 
 
「ルイスは多くの問題に出くわした。 それは困難な状態である。 我々は事の成り行きを見守っ
た。 その間、我々は彼の契約について、徹底的な調査を開始した」とルイスに NIH でお金を渡
す ICBGプログラムの担当者が語った。 
「Aguaruna はこれらの素晴らしい新しい薬について何を見るであろうか？約束がある、しかし
それらははっきりしない、そして官僚の気まぐれと市場に頼る」とまだ懐疑的なハモンド氏が言

う。  
 けれども今、Aguarunaと Huambisaは、石油会社に侵略されようとしている。YPF（アルゼ
ンチン企業）とテキサス、ヒューストンの Quintana Mineralsは、現在彼らの土地で、石油のボ
ーリングをする交渉している。 
 同時に、地元の人々は探査についてひどく不平を言った。 「石油探査は動物を怖がらせて追い
払い、我々の家族が生き残るために依存する資源を破壊している」と Napurukaコミュニティの
Etsam Nugkuag首長が言った。 
 原住民グループは争いを続けると誓った。「石油会社は、すでにペルーのアマゾンにある原住民

の土地 700 ヘクタールを譲り受けている。 我々は原住民の声を許すことができない」と
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AIDESEP（Interethnic Association for the Development of the Peruvian Amazon）の会長 Juan 
Chavez Munoz氏が語った。 
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